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序章 はじめに 

 

 

1.本研究の目的 

 本研究は、価値判断のモダリティとして扱われるベキダ・ホウガイイ・ナケレバナラナ

イ・ザルヲエナイ・テハイケナイ・テモイイ・ナクテモイイ・トイイ・バイイ・タライイ

を対象に、これらの形式には如何なる意味用法があるのか、相互にどのような共通点と相

違点があるのかを考察し、<当為判断>という観点から全般的に捉え直す作業を経て、価値

判断のモダリティの体系化を試みるものである。 

 これまで日本語学におけるモダリティ研究では、価値判断のモダリティは真偽判断のモ

ダリティ1より、体系化の研究の方が比較的遅れている。確かに森山の研究（1997）以来、

より注目を浴びるようになったが、統一的な観点から見れば体系化の研究は未だに少ない。

一方、個々の形式については研究蓄積があるが、特定の形式（ベキダ・ホウガイイ・ナケ

レバナラナイ）に偏って論じられる傾向がある。そのため、個々の形式の意味・特徴に関

しては、更なる検討を加える余地があると考える。 

 一方、価値判断のモダリティ形式が言及される際にしばしば「当為」という概念が用い

られているにも拘らず、その内実を詳しく定義する研究成果はほぼみられない。また、な

ぜ価値判断のモダリティは当為と関連づけられるのか、この点も決して明確になっている

とは言えない。こうした問題を解決するためには、まず<当為判断>を厳密に定義しなけれ

ばならない。その上できちんと<当為判断>の場合と、非<当為判断>の場合とに分け、個々

の形式が表す具体的な言語事実を丁寧に見ていくことが必要である。上記の視点に立ち、

価値判断のモダリティを対象に、<当為判断>の観点からその体系化を試みることが本研究

の目的である。 

 

2.本研究の構成と概観 

 本研究は 8章で構成されている。 

                                                   
1 日本語記述文法研究会（2003）によれば、認識のモダリティ（真偽判断のモダリティとも呼ば
れる）は「だろう」「かもしれない」「にちがいない」「はずだ」「ようだ」「らしい」「（し）そう
だ」「（する）そうだ」などの形式がある。 
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 第 1 章「先行研究の概観」では、まずこれまでの日本語学における主なモダリティの捉

え方を整理した上で、本研究の立場を明確する。モダリティ研究をする際、それに関する

定義は明確にする必要があるためである。その後、価値判断のモダリティの体系化に関す

る先行研究を概観した上で、それらの相違点を取り上げる。 

 第 2 章「価値判断のモダリティの体系」においては、第１章で取り上げた先行研究の相

違点に触れながら、本研究における価値判断のモダリティの体系について述べる。結論と

して本研究では、価値付与の在り方から価値判断のモダリティは<必要妥当系>と<許容系>

という対立的な関係があると判断した。また、ザルヲエナイは 2人称と共起しがたいため、

価値判断のモダリティとして捉えられるのか否かということについてはひとまず保留し、<

不可避系>という別枠で論じる。 

 第 3 章「<当為判断>」では、本研究における研究観点である、<当為判断>について詳し

く検討するのが目的である。価値判断のモダリティが如何に<当為判断>と関連しているの

かを明らかにするには、まず次の 3点を明らかにする必要がある。①先行研究における「当

為」という概念の捉え方、②本研究における<当為判断>の捉え方、③価値判断のモダリテ

ィと<当為判断>との関係である。この 3 点を通じて、本研究における価値判断のモダリテ

ィの体系化の準備を行う上での基礎資料を準備する。 

 第 4章「<必要・妥当系>の「妥当類」では、「妥当類」をⅠ「べきだ」と、Ⅱ「ほうがい

い」及び、Ⅲ「－といい・－ばいい・－たらいい」の三つに分けて、論じて行く。 

 Ⅰ「べきだ」では、「ｑベキダ」について「～ｑの否定的評価」との関連から論じる。そ

の後、<当為判断>の観点からベキダについて論じる。 

 Ⅱ「ほうがいい」では、「差異比較構文」という観点から、ホウガイイで表された「～q

の否定的評価」が如何なる条件の下で含意されやすいのかという問題意識の下で、「-ルほ

うがいい」と「-タほうがいい」の相違点と共通点を明らかにする。また、「～qの否定的評

価」との関連から、ベキダとホウガイイの共通点と相違点を論じる。そして最後に、<当為

判断>との関連性について論じる。 

 Ⅲ「－といい・－ばいい・－たらいい」では、この 3 形式に関わる「望ましい事態」の

仕組みは次の 4 つのパターンがあると判断した上で、そのパターンに沿って考察を行う。

①単に事態ｑの実現が望ましい・②ある悪い状況を止めるため、事態ｑの実現が望ましい・

③ある望ましい事態を実現するため、事態 q の実現が望ましい④ある望ましくない事態を

防ぐため、事態 qの実現が望ましい。そして最後に、トイイ・バイイ・タライイと<当為判
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断>との関連性について論じる。 

 第 5章「<必要・妥当系>の「必要類」では、「必要類」をⅠ「なければならない」とⅡ

「てはいけない」と二つに分けて論じる。その上で、復文のバ節との共起から「必要類」

と「妥当類」との相違については、Ⅲ「「べきだ」と「なければならない」」の箇所で論じ

る。 

 Ⅰ「なければならない」では、「意図性」という観点からザルヲエナイとの違いに触れな

がら、ナケレバナラナイの特徴を取り上げる。最後に、<当為判断>との関連について、ま

とめる。 

 Ⅱ「てはいけない」では、同じく禁止を表すと考えられる「するな」との関連に触れな

がら、テハイケナイの特徴について考察するのが目的である。そして、最後に<当為判断>

との関連についてまとめる。 

 Ⅲ「「べきだ」と「なければならない」」では、条件節のバ節との共起から「必要類」と

「妥当類」の相違を明らかにする。 

第６章「<許容系>」では、Ⅰ「てもいい」とⅡ「なくてもいい」との二つに分け、論じ

る。 

 Ⅰ「てもいい」では、テモイイの基本的意味である「当該事態が許容されていることを

表す」を基本としつつ、その意味を大きく「対立事態許容型」と「並立事態許容型」とに

分け、議論を行なっていく。その後、<当為判断>と如何に関連しているのかを論じる。 

 Ⅱ「なくてもいい」では、否定形式の「ｑナクテモイイ」はどのような肯定的な事態 q

が前提となっているのかについて、その下位用法を検討していく。その上で、<当為判断>

とどのように関連しているのかをまとめていく。 

 第 7 章「<不可避系>」では、ザルヲエナイについて、<当為判断>とどのように関わって

いるのかのを明らかにするのが目的である。 

 終章では、これまでの考察結果をまとめた上で、<当為判断>からみた価値判断のモダリ

ティの体系について論じる。 

 

3.本研究で用いる言語資料と記号 

本研究で用いる言語資料は、主に『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（通常版 BCCWJ-NT）

から採集したものである。なお、無作為に事例を収集したが、文末表現の事例のみを研究

対象とした。 
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 また、引用節と共起した例2・翻訳文・疑問文3・連体修飾節・のに節4と共起した場合を対

象外とした。BCCWJ-NT から取り上げた例文の場合、実例の後ろに例の出典が明記されてい

る。出典がないものは筆者による作例である。 

 例文の記号に関して、本研究では非文法的な文の場合は「*」、不自然な文の場合は「?」

もしくは「??」を当該文の前に付け加えた。文法性の判断については、数人の母語話者に

意見を伺った上で結論づけたものである。そして、当該形式は下線部、文脈上の含意は波

線部で示した。また、本研究では用例が多いため、各章ごとに通し番号を初期化する。注

は各ページの下部に示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
2 「引用句」と共起するのなら、当該事態ｑはある事柄の適切な言い換え・結論・解釈など表現
者の意見を述べている。 
 ・予算編成を行うにあたりただ単に各部局からの見積書の提出を待ち、これをいきなり査定す
ることでは、あまりにも無謀と言わざるをえず、かつ財政政策がなさすぎると言わざるをえない。
（「政策学への発想」） 
 須田（1991）は、ナケレバナラナイを考察する際、同様に「という」と共起する例文を発見し
ている。須田氏はこれらの用例群について、次のように述べている。「「という」は引用句を伴っ
て、全体がむすびのくっつきのような一つの文法的形になりかけているのかもしれない。これは
引用の「と」格で導かれる部分にさしだされる出来事を、話し手の「意見」として強く主張する
文法的形だといっていいだろうか」 
 このような前接に引用句が介在される場合、本研究は認識モダリティに近いと考えられるため、
考察の対象外とする。 
3 研究対象の中でタライイのみ疑問文とも考察の一部とした。詳しくは第 5 章を参照されたい。 
4 ノニ節が後接されると、文の全体が反事実文になるためである。 
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第 1 章 先行研究の概観 
 

 

1.はじめに 

本研究における研究対象は、以下のモダリティ形式である。 

 

ナケレバナラナイ・テハイケナイ・ベキダ・ホウガイイ・トイイ・バイイ・タライイ・

テモイイ・ナクテモイイ・ザルヲエナイ 

 

これらの形式は、研究者の間で異なる用語が使用されている。高梨信乃氏、日本語記述

文法研究会を中心として、「評価のモダリティ」が用いられているのに対し、益岡隆志氏、

野村剛史氏などの研究者は、これらを「価値判断のモダリティ」と呼ぶ。ただ、益岡氏と

野村氏は同じ名称を使っているものの、モダリティに関する捉え方が異なっていると思わ

れる。そのため、本章ではまず先行研究を通じ、本研究のモダリティの捉え方を押さえて

おきたい。その後、評価/価値判断のモダリティ5の体系化に関する先行研究を整理していく。 

 

2.先行研究 

 日本語学では、モダリティの捉え方は大きく二つに分かれている。一つは、文構造から

客観的な意味が表される「命題」の外側には、話者の主観的判断が示される「モダリティ」

が存在しているとの立場である。もう一つは、意味的な観点から、モダリティが表現者に

とって非現実な事態として述べられるものとする立場である。 

 本節では、先ず 2.1 節でこの二つの立場に関する先行研究を取り上げ、本研究のモダリ

ティの捉え方を確認しておきたい。その後、2.2節で、価値判断のモダリティの体系化に関

する研究について検討する。 

2.1日本語学におけるモダリティの捉え方をめぐる議論 

 文の中で、モダリティが主観的な意味を表すと捉えている主な研究者は益岡隆志氏と仁

田義雄氏であろう。両者の研究におけるモダリティの下位分類や用語などについては、完

全に一致していないが、モダリティに関する定義は同じ立場であると見られる。この節で

は、益岡氏の議論を中心に紹介した後、それに反論の立場をとる先行研究を取り上げる。 
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 益岡（1991.1999.2007）は、文は表現主体から独立した客観的な事態を表す部分（命題）

と、表現主体の発話時における判断、発話・伝達態度を表す部分（モダリティ）から成る

としている。命題とモダリティを区別する基準について、益岡（1999）は、「コト」の連体

修飾部に入り得る要素を命題内要素と見なすとしている。この基準に即して考えるならば、

命題に属する述語部分のカテゴリーには、「アスペクト」「みとめ方」「テンス」「ヴォイス」

に加え、また一部のモダリティ形式がモダリティ性を失って命題内要素として機能する場

合（「ナケレバナラナイ」「ベキダ」「ホウガイイ」「ソウダ」「テモイイ」）が想定される。

その一方、モダリティに属する述語部分のカテゴリーには、次の六種類がある。 

 

  （1）真偽判断：「ダロウ」等 

    価値判断（当為）：「ベキダ」等 

    説明：「ノダ」等 

    表現類型：命令表現等 

    ていねいさ：「デス」「マス」 

    伝達態度：「ネ」等 

 

 この「命題に属さなければ、モダリティ形式に属することになる」というモダリティの

捉え方は極めて幅広いとの批判を受けた。このようなモダリティの捉え方に対し、最初の

疑問を投げかけたのは尾上（1999）である6 

 尾上（1999：102）は、このような二次元の文構造に対応した意味において主観・客観の

定義が曖昧だと指摘している。例えば、推量と意志という意味用法が持たれる「（ヨ）ウ」

は、文構造論に関わりを持つモダリティの捉え方からすれば、「一つの事態内容を『（ヨ）

ウ』の表す言表態度（「主観性」が包む）。その言表態度とは推量まだは意志である」なの

だという。 

 

  （2）<推量>この中にはすでに事件を知っている人もあろう。 

      <意志>これをあげよう。（自分一人の意志） 

                                                                                                                                                     
5 以下では、統一的に価値判断のモダリティと呼称する。 
6 その後、同じく文構造におけるモダリティの捉え方に批判している研究は尾上（2001）野村
（2003）（2004）・大鹿（2004）・田野村（2004）・岡部（2013）などがある。 
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        一緒に映画を見に行こう。（一人称複数の意志  勧誘） 

        休み時間には運動場に出ましょう。（勧誘的擬態  命令） 

                          （尾上（1999：102）による例文） 

 

ところが、尾上は「（ヨ）ウ」があらかじめ「推量」「意志」という意味を持っていると

いうことについて、「一つの語形式の意味が（平叙文終止法で）なぜ「推量」と「意志」の

二つあり、なぜそれだけしかないのかが問えないことになる」というような疑問を挙げて

いる。それに対し、尾上はモダリティ形式とは非現実の領域に位置する事態を語るときに

用いられる述定形式であるとしている。尾上はこの原理が例えばヨウの平叙文の意味用法

に対応すると、<推量>はある事態の存在を想像とし、<意志>はある事態の実現を構想する

としている。 

 本研究は尾上の上記の指摘を認めた上で具体的には、モダリティ形式は「非現実の領域

に位置する事態を語るときに用いられる述定形式である」が述べられるという立場である。

次節では、この立場に関連する先行研究を整理した上で、本研究における価値判断のモダ

リティの位置付けを述べたい。 

2.1.1非現実の事態を捉えるモダリティ論 

尾上（1999）は、「動詞＋助動詞」を動詞の叙法（ムード）としている。そして叙法とは、

助動詞の述定形式の固有表現が場合によって様々な意味を文にもたらすことを指すという。

そして、特にモダリティという概念は「専用の述定形式をもって非現実の事態を語るとき

にそこに生じる意味」とする。 

 この立場と同じ立場をとる諸研究として、野村（2003）・（2004）、岡部（2013）などがあ

る。その中で、モダリティの定義には、特に現実/非現実の事態を捉える表現者について言

及を行ったのは岡部（2013）である。岡部（2013）はモダリティについて、「ある事態を話

し手にとっての現実外（非現実）の事態として述べることに関わる意味」としている。モ

ダリティ研究では、事態の表現者（話し手）の視点が不可欠であると筆者は考える。その

ため、本研究は特に岡部（2013）の定義を参照することにしたい。 

 一方、特にモダリティにおける下位のカテゴリーに言及を行ったのは野村（2003）であ

る。野村（2003）は、モダリティ形式の下位分類に属する真偽判断のモダリティと価値判

断のモダリティを並行的に捉えている。そして、価値判断のモダリティに関して、次のよ

うに述べている。 
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 「価値のモダリティは事柄の「良さ，望ましさ」という価値判断に関わる。例えば「行

け。」「行くべきだ。」などでは，主語者の「行く」ことが望まれている事象であり，当然の

事ながらそれは現実の外にある。現実外にあって，しかも「望まれる」ような事柄が価値

判断のモダリティに属するわけである。」（野村（2003：24））                                 

                                

 野村（2003）は、上述のように命令文も価値判断のモダリティの一部として見なしてい

る。ただし、本研究は命令文には価値判断と異なり、行為者が指示的である 3 人称と共起

できない点と（（3））、思考動詞の「と想う」とも共起できない点（（4））の二点から考えれ

ば、モダリティとして見なすことはできないと判断した。 

 

  （3）a.*太郎は働け。（三人称としての太郎） 

        b.太郎は働くべきだ。/働かなければならない。/働いたほうがいい。/働くといい。 

  （4）a.*（あなたが）働けと想う。 

     b.（あなたが）働くべきだと思う。/働かなければならないと思う。/働いたほう 

がいいと思う。/働くといいと思う。 

                                （筆者による作例） 

 

 なぜなら、仮に命令形がモダリティに属するのであれば、人称がどうであれ、「太郎が働

く」というコトが表現者にとって、非現実の事態である限り（3a）の文は用いられるはず

である。また、命令文は表現者による判断であるが、（4）のように「と思う」と共起でき

ないことから、表現者の判断が敢えて表に出ないような、「行為遂行」が主な機能であるこ

とが推測される。7 

上述のように、本研究は尾上・岡部と同じ立場から、岡部（2013：86）の「「叙法」のう

ち、ある事態を話し手にとって現実外（非現実）の事態として述べることに関わる意味を

                                                   
7 同じく命令文をモダリティとして見なされていないのは大鹿（2004）である。大鹿（2004）は、
「モダリティ」という概念を、ひとまず所謂「判断」のありように対応する意味上の概念として
取り扱っている。具体的には以下の通り。 
「判断という作用は最終的には対象の承認であるが、この承認という、もはや絶対に対象化され
ることのない作用（それは意識の作用であると同時に実践的には行為でもある）が積極的にはあ
らわれないということである。すなわち、感動文や命令文のように、表出や呼び掛けという実践
的行為が、承認という作用に卓越してあらわれる場合があり、ここで前述のムードの分化が考え
られるが、これらは判断があるけれどもそれが述べられていない文ということになる。」 
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特に「モダリティ」と呼ぶ」ことにしたい。また、モダリティ形式の下位分類では、真偽

判断のモダリティと価値判断のモダリティがあることは認める一方で、命令文はモダリテ

ィとしては見なさない立場に立つ。 

2.2価値判断のモダリティの体系化に関する研究 

 価値判断のモダリティを体系化する研究は、森山（1997）・益岡（2007）・高梨（2010）

である。その中で、森山（1997）はモダリティの定義が触れてないのに対し、益岡（2007）

と高梨（2010）は主観的な意味が述べられるモダリティ論の立場に立っている。本節では、

これらの研究を取り上げ、価値判断のモダリティは如何なる体系と認識されてきたのかを

見ていきたい。 

2.2.1森山（1997） 

森山（1997）は、「セザルヲエナイ、スルシカナイ、シナケレバナラナイ、シテハイケナ

イ、シテモイイ、シナクテモイイ、テモイイ、スルベキダ、スルホウガイイ」の事態のあ

り方について、「そうするか、しないか」ということを選択すべきものとして、いったん同

列において検討した結果、「必ずしも顕在的なものではないが、やはり事態の在り方がある

種の選択関係でとらえられていると言うことができる」とする。また、これらの形式の前

にル対タという対立がないと指摘される。 

 

  （5）明日学校は休むほうがいい/休んだ方がいい。（森山（1997：15）） 

 

 この例のようにル形を使っても、タ形を使っても同様に未だ実現していない事態が述べ

られるのである。このような価値判断のモダリティについて、森山（1997）は「未実現事

態についての選択に関するコメント」というモデルで統一的に捉え、「矛盾選択テスト」「自

由付加テスト」「否定並立テスト」という三つのテストで体系化を行なっている。森山によ

るそれぞれのテストの定義と例文は次のように整理できる。 

 

 「矛盾選択テスト」：事態の選択にあたって、矛盾する出来事を後続させる。 

  （6）a.*～との方向で検討せざるを得ないが、検討しないことにする。     

     b.*あとはブラウエンタガミ間で拠点防衛を実施するほかなくなった。が、拠点防

衛を実施しないですんだ。 

        c.出頭に応じない以上、彼は逃げるつもりだと判断しなければならかった。が、
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あえて私はそうは判断しなかった。 

     d.～するほうがよかった。が、しなかった。 

     e.～するべきだった。が、しなかった。            

                 

 「自由付加テスト」：事態選択の価値付与は一つの事態だけに絞られ、他の選択に対する

許容性があるかどうか。 

  （7）a.*しなければならないが、しなくてもいい。 

     b.*してはならないが、してもいい。 

     d.～したほうがいいが、しなくてもいい。 

     e.（本来は）～するべきだが、しなくてもいい。 

     f．～してもいいし、～しなくてもいい。 

 

 「否定並列テスト」：同じ形式で否定を並列できるかどうか 

  （8）a.*～したほうがいい。が、しないほうがいい。 

    b.*～するべきだ。が、するべきではない。 

 

 森山氏はこの三つのテストで検証した結果を次のように整理している。 

 

  （9）せざるを   ～しなけれ          ～したほう 

     えない    ばならない  ～すべきだ    がいい   ～してもいい 

意味  選択無余地  絶対価値  相対価値（無比較） （有比較）  選択候補付加 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

矛盾選択  ―     ○      ○         ○      ○ 

自由付加  ―     ―      ○         ○      ○ 

否定並列  ―     ―      ―         ―      ○       

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（10）・選択無余地型：せざるをえない、するしかない 

    ・絶対価値型：しなければならない、してはいけない 

    ・相対価値型：するべきだ、するほうがいい 

    ・選択候補付加型：してもいい 
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2.2.2益岡（2007） 

 益岡（2007）では、価値判断のモダリティは、事態をありのままの姿として捉えるもの

か、あるべき理想の姿として捉えるものかという、「現実像―理想像」をめぐる対立であっ

たとされている。そして、その下位分類の基準は 3 点（①②③）あるとされ、ここでは、

以下のように整理する。 

 

①文末で「タ」の形を取った時、当該の事態が実現した（または、しなかった）ことを

含意するかどうか。 

 この基準によると、益岡はこの中にさらに三つのパターンが存在するという。 

 「事態が実現しなかった」 

 （11）本当のことを言うべきだった。 

 （12）本当のことを言えばよかった。 

 「事態が実現した」 

 （13）本当のことを言わなければならなかった。 

 （14）この母の態度に、勉強嫌いの私も勉強家にならざるをえなかった。                  

 「実現・未実現の含意については中立的」 

 （15）本当のことを言ってもよかった。 

（16）本当のことを言わなくてもよかった。 

 

②事態の主体が１人称に傾斜するか 2人称に傾斜するか。 

 人称の傾斜により、益岡は三つの傾向があると指摘する。まず、ベキダは以下のように

事態の主体が 2人称に偏っている。 

 （17）「再検討すべきだ。」 

「あなた（あなたたち）が再検討すべきだ。」>8「私（私たち）が再検討すべきだ」 

 次に、ナケレバナラナイで述べられた事態の主体は、1人称に偏っている。 

 （18）「再検討しなければならない」 

    「私（私たち）が再検討しなければならない」>「あなた（あなたたち）が再検討 

しなければならない」 

                                                   
8 「>」という符号は左側の例文のほうがより「使用可能性が高い」との意味を表し、筆者が整
理したものである。 
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 それに対し、テモヨイ・ナクテモヨイ、テハイケナイ（テハナラナイ）は、このような

事態の主体が 1人称または 2人称に傾くという特徴は認められないと指摘している。 

 

③論理的必然性（logiccalnecessity）と論理的可能性（logical possibility）を表す

かどうか。 

 この場合、益岡はナケレバナラナイとテモイイのみであるとしている。 

（19）そうであればこの隣に住んでいた老夫婦は、当然向島小梅町隣人でなければなら

ない。                      

（20）もしも格差の現実とその構造を少しでも見ていたなら、さしずめ社会保険庁など

は、いまごろデモ隊に取り囲まれていてもよいはずだ。    

                         （益岡（2007：218-220 からの整理）） 

 

 上述した三つの基準に従い、益岡は価値判断のモダリティを次のように分類している。 

 

 （21）理想像を表す 3つの類 

    適当類：ベキダ、レバヨイ、ホウガヨイ、ノダ、コトだ、モノだ 

    必要類：ナケレバイケナイ（ナケレバナラナイ）、ザルヲエナイ、シカナイ 

    容認・非容認類：[容認]テモヨイ、ナクテモヨイ 

 [非容認]テハイケナイ（テハナラナイ） 

                     （益岡（2007：218）） 

2.2.3高梨（2010） 

 価値判断/評価のモダリティの体系化に関する先行研究の中で、個々の形式の意味・特徴

まで最も詳しく論じているのは高梨（2010）である。 

 高梨は、ある事態が実現することに対して、必要だ、必要でない、許容される、許容さ

れないといった「評価」を表すものが「評価のモダリティ」9であるとしている。そして、

それぞれの形式の基本的意味に基づき、以下のような分類を行っている。 

                                                   
9 高梨（2010：2）は、「てはいけない」「なければならない」などの形式が従来「当為」もしく
は「当為判断」ということばが用いられることが多かったのに対して、「評価」という名称を用
いたのは、「当為」が指すと思われる領域よりも広い領域を扱いたかったからだと述べている。
そして、高梨による「評価」は、話し手の願望、話し手の危惧、自然のしくみ、客観的世界によ
る評価が含まれていると考えられる。 
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1）<必要妥当系> ある事態が広い意味で必要もしくは妥当だという評価を表す。 

a.肯定評価（ある事態が望ましいという肯定的な評価を表す） 

 「といい」「ばいい」「たらいい」 

b.妥当類（ある事態が妥当だろうという評価を表す） 

 「ほうがいい」「べきだ」 

c.必要類（ある事態が必要だという評価を表す） 

 「なくてはいけない」「必要がある」 

d.不可避類（ある事態が不可避だという評価を表す） 

 「ざるを得ない」「ないわけにいかない」「しかない」 

e.その他「ものだ」「ことだ」 

 2）<不必要系> ある事態が必要ではないという評価を表す。 

   「なくてもいい」「必要がない」 

   「ことはない」「までもない」 

 3）<許容系> ある事態が許容されるという評価を表す。 

   「てもいい」 

 4）<非許容系> ある事態が許容されないという評価を表す。 

   「てはいけない」「わけにいかない」 

                                （高梨（2010：29）） 

 

 そして、この四つの系の相対関係を図示したのが以下である。 
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図 1：四つの系の関係（高梨（2010：30）） 

 

                        

                  意味的対立 

 

 

 

 

   形態的対立                  形態的対立   

 

 

                  意味的対立 

   

 

 

 

 

 そして、それぞれの形式の二次的意味を決定するファクターが、「当該事態の制御可能

性」・「当該事態の実現性」・「当該事態の行為者人称」という三つであると指摘する。さら

に、ほとんどの形式は使用条件が整えば、聞き手に対する<勧め>、<忠告>、<許可>などの

行為要求として機能するという。 

 

 （22）もう帰ってもいいよ。<許可> 

 （23）もう帰るといいよ。<勧め> 

 （24）もう帰ったほうがいいよ。<忠告> 

 （25）もう帰らないといけないよ。<忠告> 

  

また、それぞれの下位分類について、次のような説明がなされている。 

 

 

   <必要妥当系> 

 なくてはいけない 

 ないわけにいかない    

   ほうがいい 

    べきだ 

 

   <不必要系> 

  

   なくてもいい 

   <非許容系> 

 てはいけない 

 わけにいかない    

 （ないほうがいい） 

 

   <許容系> 

  

   てもいい 
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 （26）a.<許可>：聞き手の行為の実現を話し手が容認することを伝える機能であり、 

                    積極的に聞き手に対し行為を促すものではない。 

    b.<勧め>:聞き手にとって有益だと考えられる行為を実現するよう、話し手が聞 

                   き手の側に踏み込んで促す機能である。 

        c.<忠告>:聞き手が悪い結果に陥らないように注意を促す機能である。 

 

 <勧め><忠告><許可>といった機能の位置づけには、「話し手の強制力（聞き手の決定権）」

の強弱という観点が欠かせない。これらの機能の連続的な関係について、次のように示し

ている。 

 

図 2：評価のモダリティ形式による行為要求（高梨（2010：193）） 

 

          行為の実現 

     <許容系>              <必要妥当系> 

 

      てもいい   といい        ほうがいい   なくてはいけない 

             ばいい・たらいい    べきだ 

  

弱     <許可>    <勧め>         <忠告>          強 

強   <否定の許可>  <否定の勧め>      <否定の忠告>        弱 

 

             （なければいい）   （ないほうがいい） てはいけない 

     なくてもいい  （なかったらいい）   （べきではない）       

       

<不必要系>              <非許容系> 

行為の非実現 

       

      

 

 

強話 

制し 

力手 

 の 

 

の 

決聞   

定き 

権手 

 の 

 

の 
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3.まとめ 

 本研究におけるモダリティの定義は、先行研究を参照して検討した結果、「ある事態を話

し手にとっての現実外（非現実）の事態として述べることに関わる意味」となった。また

本研究は、命令文を行為遂行文として見なすため、モダリティではないと判断する。そし

て、先行研究における価値判断の体系化の分類については、①と②の相違点が見られる。 

 

①テハイケナイとテモイイ・ナクテモイイを許容/容認という一つの概念でまとめるか否

か。 

 この点について、益岡（2007）と高梨（2010）は両者を同じく許容/容認の概念で一つに

まとめるのに対し、森山は、テハイケナイが「絶対価値型」に属し、テモイイは「選択候

補付与型」に属するとしている。 

 ②ザルヲエナイをナケレバナラナイラナイの類似表現として見なすのか否か。 

 この点について森山（1997）は、それぞれ「選択無余地型」と「絶対価値型」という異

なるカテゴリーに属するとした。それに対し、益岡（2007）と高梨（2010）は両者とも同

じカテゴリーとして捉えている。前者は、「必要類」とし、後者は<必要妥当系>としている。 

 

 第 2 章では、特にこの二点について論じ、本研究における価値判断のモダリティの捉え

方を明らかにしたい。 
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第 2 章 価値判断のモダリティの体系 

 

 

1.はじめに 

 本研究は価値判断のモダリティは、意味上<必要・妥当系>と<許容系>という対立的な体

系があるとの立場をとる。本章ではこの対立関係について、価値判断のモダリティで表さ

れた「価値付与のあり方」に基づき、説明を行なっていく。また、第 1 章で取り上げられ

た体系化に関する先行研究の「テハイケナイとテモイイ・ナクテモイイを許容/容認という

一つの概念でまとめるかどうか」と「ザルヲエナイはナケレバナラナイの類似表現として

見なすか」という二つの相違点について、本研究の立場を示したい。 

 

2.価値付与のあり方 

 本研究の研究対象は以下の通りである。 

      

 ナケレバナラナイ・シテハイケナイ・ベキダ・ホウガイイ・トイイ・バイイ・タライイ・

テモイイ・ナクテモイイ・ザルヲエナイ  

 

 これらの形式で表された表現者の価値判断付与のあり方は、対立的事態が含まれる判断

は並立できるか否かという点で、（1）と（2）のように大きく分かれる10。 

 

  （1）a.??（あなたが）大学に行くべきだと思うし、行かなくてもいいと思う。 

   b.??（あなたが）大学に行かなければならないと思うし、行かなくてもいいと思

う。 

   c.??（あなたが）大学に行ったほうがいいと思うし、行かなくてもいいと思う。 

   d.??（あなたが）大学に行ってはいけないと思うし、行ってもいいと思う。 

  （2）a.（あなたが）大学に行ってもいいと思うし、行かなくてもいいと思う。 

     b.（あなたが）大学に行かなくてもいいと思うし、行ってもいいと思う。 

 

                                                   
10 ただし、ザルヲエナイは２人称が来る可能性が低いと考えられるため、どのグループにも入
れることが出来ないのである。ザルヲエナイの位置づけについては 3.2節で説明する。 
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 （1）のケースでは、表現者が「（あなたが）大学に行く」という事態を相手に提示する

際に、同じ文脈の下でそれに反した「（あなたが）大学に行かない」という事態を同時に相

手に提示することは難しいと見られる。このことから、表現者は「（あなたが）大学に行く

こと」のみに対し、価値を付与していると判断できる。ここでは、（1）の価値判断のモダ

リティ形式で表された価値付与のあり方を「絞り型」と考える。 

 それに対し、（2）のケースでは、「（あなたが）大学に行く」ことが相手に提示される一

方で、同時に反対の意味である「（あなたが）大学に行かない」ことを提示するのは可能で

ある。このような「肯定・否定」対立の事態が含まれる判断が並列的に存在しうる場合、

表現者はどちらの事態に対しても価値を付与していない。「（あなたが）大学に行く」こと

が望ましいと述べながら、「大学に行かない」ことも望ましいという判断はしにくいからで

ある。ここでは、（2）の価値判断のモダリティ形式で表された価値付与のあり方を「対立

型」と考えることにする。 

 

 「絞り型」と「対立型」は、形態上条件節の「順接」（バ節・ト節・タラ・テハ節11）と

「逆節」（テモ節）」という対立関係にある。このような形態上の特徴について、論じてい

るのは、田村（1997）田村（2000）、花園（1999）などである。田村（1997）はシテハイケ

ナイ・シナクテハイケナイ・シタライイ・スルトイイ・スレバイイを条件的接続表現内在

型、シテモイイ・シナクテモイイを譲歩的接続表現内在型と二分した上で、条件文と譲歩

文が示された「必然性」と「可能性」という対立関係12が並行していると指摘した。 

 

（3）君が抜けては/抜けたら/抜けると、困る。 

  （4）君が抜けても、困る。          

                                                   
11 現代日本語のテハ節について、後接に否定的評価しか来ることが出来ない点は他の条件節と
異なっている。蓮沼（1987）はテハ文について、後件に「危ない、駄目だ、困る、申し訳ない」
などの否定的評価を続けることが出来る場合には、前件の事態の成立や存在を「望まない」、あ
るいは「回避したい」という話し手の否定的な感情や評価を直接に表明する表現が用いられてい
る点を指摘した。テハ節はこのように他の順接と毛色が違うことが明らかにした一方で、古典語
の先行研究から見れば、テハ節は順接のバ節から派生して来たことも明らかにした。矢島（2010：
70）では、「近世中期上方語は、「人が来れば悪い」（歌舞伎狂言本・傾城浅間山獄 63・13）のよ
うな、江戸・東京語あるいは現代標準語では用いないバを一定の割合で用いていた。また、否定
的当為表現を多用する明治大正期以降は、順接の仮定表現には広くタラが覆うという同地域語全
体の趨勢を下敷きにして、本当為表現もタラが担う。つまり、否定的当為表現における江戸・東
京語のテハ使用は、バ・タラ・ト・ナラなどを併用する。」とされている。 
12 先行研究では、同じく価値判断のモダリティ形式には、「必然性」と「可能性」という対立関
係があるとしているのは山田（1990）、石原（1992）などである。 
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                          （田村（1997：33）による例文） 

 

 田村は条件文の（3）について、「困る」（ｑ）の条件として、取り立て要素である「君が

抜ける」（ｐ）ということが他の並列的要素（佐藤さんや山田が抜ける）を排除し、ｐから

ｑという必然的な関係が導かれるとしている。一方、譲歩文の（4）は取り立て要素（君が

抜ける（ｐ））以外の要素（佐藤さんや山田が抜ける）の存在も示唆される。そして、それ

らの要素も「君が抜ける」場合と同様に困るという意味が表される。そのため、ｐがｑ成

立への一つの可能関係を示すのである。 

 ところが、本研究では、価値付与のあり方が「絞り型」に属する価値判断のモダリティ

形式は、全ての形式が必ずしも「必然性」が表されないと考えるため、「絞り型」と「対立

型」は意味上完全に対立しているわけではないと考えている。次節では、このことについ

て、本研究における価値判断のモダリティの下位分類について説明する。 

 

3.価値判断のモダリティの下位分類 

 本研究が考察対象とする中で、ベキダとホウガイイ及びザルヲエナイを除くと、条件節

の「順接」と「逆接」が含まれる形式がある。それらの形式は、形態上「条件部」＋「帰

結部」という構造が見られる。「順接」のグループでは、帰結部のところに肯定・否定とい

う対立がある。肯定的評価が含まれるのは、トイイ・バイイ・タライイである一方で、否

定的評価が含まれるのはナケレバナラナイ・テハイケナイである。後者のナケレバナラナ

イとテハイケナイで述べられた事態には、先行研究が指摘した通りに必然性が存在する。 

 

  （5）汽車がない、バスしかないという状況でどうしてもバスに頼らなければならない。                       

                                 （『国会会議録』） 

  （6）ここは今僕がペンキを塗ったばかりだから、触ってはいけない。 

                        （日本語記述文法研究会（2009：129）） 

 

（5）では、条件部の「qなければ」（バスに頼らない13）ということに対し、帰結部の「な

らない」という否定的な評価が与えられている。q以外の可能性を否定的な評価のナラナイ

で否定していることから、qの必然性が生じるのである。また、（6）では、条件部の「qて
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は」（触る）ということに対して、帰結部のイケナイという否定的評価が与えられているた

め、q（触る）の可能性が同時に否定されている。故に、～q（触らない）の必然性が生じ

てくるわけである。このように、ナケレバナラナイとテハイケナイは、当該事態 qが肯定/

否定的な評価を与える一方、～qにも否定/肯定的な評価を与えているため、q（もしくは～

q）には必然性が含まれるのである。言い換えれば、「絞り型」の中で両者に述べられた事

態には「絶対的価値」が付与されている。ナケレバナラナイは q の実現（バスに頼る）は

必要である一方で、テハイケナイは q の実現しないこと（触らない）が必要である。本研

究は両者の意味特徴に基づき、絞り型の中の「必要類」としている。 

 それに対し、帰結部が肯定形であるトイイ・バイイ・タライイは q に肯定的評価がある

一方で、q 以外の事態（～q、r、s など）に否定的評価は存在しない。よって、～q に可能

性が付与されるものと考えられる。ここでは、以下の 2 例を見ながら、それを確認してい

く。 

 

  （7）「和夫の好きなクリームパンだよ。食べないかい。」けれども和夫は、「あとで」と

言いながら、運動靴を突っかけて走り出しました。 「きっと、また、野球のま

ねなんだね。ハッハッハ…。じゃ、帰ってから食べるといいよ。おなかがすくと、

いっそうおいしいだろうからね。」         （『わたしの少年少女物語』） 

  （8）「わっ、もう帰らなくちゃ！」私は急いで席を立った。「まだいいでしょう？」「で

も、ウチはど田舎だから、夜はバスが少ないんです。だからー」「それならタクシ

ーで送ってさしあげます。ああ、なんならここに泊まっていけばいいではないで

すか？」        （『雪降る街角にビキニな王女のためいきが聞こえる』） 

 

 （7）では、「（あなたが）帰ってから食べる」こと（q）に対し、「いい」と肯定している。

その一方で、波線部の「和夫の好きなクリームパンだよ。食べないかい。」という疑問文の

内容から、表現者が「（あなたが）今食べる」こと（～q）に対しても肯定的な態度を取っ

ていることが理解できる。（8）も同様に「（あなたが）ここに泊まっていく」こと（q）が

肯定されるのと同時に、前の文脈における「（私があたなを）タクシーで送ってさしあげま

す」の箇所から、「（あなたが）今夜自分の家に帰る」こと（～q）についても、肯定してい

ることが分かる。このように、帰結部が肯定形である場合には、～qに可能性が存在する一

                                                                                                                                                     
13 汽車に頼る、電車に頼るなどのことも含まれる。 
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方で、ｑを実現する必要性が存在していないことが分かる。他の事態に比較して q には単

に「相対的な価値」が付与されているに過ぎないのである。同じことは、ホウガイイとベ

キダのケースでも確認できるように思われる。 

 

  （9）スペインに行きたいのですが、スペイン語は話せないとだめですか？英語はどの

ぐらい使われているのでしょうか？外国人がよく来るホテル、レストランなどで

は割と通じます。もちろんスペイン語を少し話せるほうがいいです。                 

（「Yahoo!知恵袋」） 

 （10）そこで、あなたは事業家としてより、もっと大きな仕事で立つべきだと私から言

ってお引き取り願ったけどね。                （『満州裏史』） 

 

 （9）では、「スペイン語を少し話せる」こと（q）を肯定している一方で、波線部の「ホ

テル・レストランなどでは英語が割と通じる」の箇所から判断して、「スペイン語が話せな

い」こと（～q）を、特に否定はしていないと見られる。その一方で、ベキダには形式上 q

に肯定・否定の評価が存在しないため、～q の可能性が存在しうる。（10）では、「（あなた

が）もっと大きな仕事で立つ」こと（q）に価値が付与されているが、比較事態の「（あな

たが）事業家として」には文脈上、特に否定的評価が含まれていないと考えられる。この

ようにホウガイイ・ベキダはトイイ、バイイ、タライイと同じく q に相対的な価値を付与

しているため、これらの形式はｑを実現する必要性があると述べるのではなく、qは単に他

の事態より望ましいかもしくは妥当性があると述べているに過ぎない。本研究は、「絞り型」

の中でベキダ・ホウガイイ・トイイ・バイイ・タライイを「妥当類」としている 

 一方、「対立型」のテモイイ・ナクテモイイについては、次の例のように反対とした事態

の可能性が含意されていると考えられる。 

 

 （11）ミンクといっしょに書いてあるから、似たようなものだとしておいて、あとで辞

書を引いてもいいし、引かなくてもいい。    （『｢翻訳｣してみたいあなたに』）  

 

 q と～q が共に可能性があるということが表されるが、「妥当類」と異なり、ｑもしくは

～ｑの実現が双方とも望ましいという判断が考えにくい。例えば（11）では、「辞書を引く」

ことも望ましいし、「辞書を引かない」ことも望ましいという解釈は困難である。それに対



 

 

- 22 - 

し、（11）は意味上表現者にとって「辞書を引く」ことが許容できる一方、ナクテモイイの

箇所で示されたように「辞書を引かない」ことも許容していると理解できる。本研究はテ

モイイとナクテモイイについて、それらの意味特徴に基づき、<許容系>と名付ける。 

 このように、「絞り型」では、必要性が表されるグループと妥当性が表されるグループと

に分かれている。その一方で「対立型」は許容性が表される形式を指す。その中で、「絞り

型」における妥当性のグループと「対立型」は双方とも～qの可能性が含意されるため、「絞

り型」と「対立型」は完全に対立しているわけではないことが分かる。 

 本研究は、包括的に「絞り型」を<必要妥当系>と捉えた上で、その中でナケレバナラナ

イとテハイケナイを必然性が表された「必要類」とし、トイイ・バイイ・タライイ・ホウ

ガイイ及びベキダを妥当性が表された「妥当類」と下位分類する。一方、「対立型」のテモ

イイとナクテモイイは、qと～q両者とも許容の可能性が示されるため、<許容系>として捉

える。 

 <必要妥当系>と<許容系>には、<必要妥当系>の「必要類」と<許容系>に関しては意味上

必然性と可能性が表されるため、対立したものとなる。しかし、<必要妥当系>の「妥当類」

は、当該事態 q 以外の事態を否定していない点から考えれば、<許容系>とは連続性がある

とも言える。そのため、本研究では、<必要妥当系>と<許容系>は、価値付与のあり方の面

では対立しているが、意味上完全に対立していないものと捉える。このように本研究にお

ける価値判断のモダリティの下位分類の関係図を示したのが、以下である。 

 

図 1：価値判断のモダリティの下位分類の関係図（筆者作成） 

 

 

                 

                価値付与の在り方が対立  

 

 

 

  

次節では、この捉え方の妥当性についてさらに詳しく論じていきたい。特に、第１章で

取り上げた先行研究の①と②における相違点について、本研究の立場を確定しておきたい。 

   <必要妥当系> 

「必要類」：なければならな

い・てはいけない 

「妥当類」：べきだ・ほうが

いい・といい・ばいい・たら

いい 

 

  <許容系> 

  てもいい 

なくてもいい 
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① テハイケナイとテモイイ・ナクテモイイを許容/容認という一つの概念でまとめるべ

きか否か。（3.1 節） 

 ②ザルヲエナイはナケレバナラナイラナイの類似表現として見なすべきか否か。（3.2節） 

3.1「てはいけない」の捉え方 

 テハイケナイに関して、<必要系>の観点から捉える研究がある一方で、<非許容系>の観

点から捉えた研究も存在する。<必要系>の立場に立つ研究としては、蓮沼（1987）が挙げ

られる。蓮沼（1987：5）は、「～テハイケナイ/ナラナイ」は<禁止>あるいは<回避の必要

性>といった伝達的意味を担うとしている。 

 一方、<非許容系>の立場に立つ研究としては、宮崎（2000）、益岡（2007）、高梨（2010）

などのものが挙げられる。宮崎（2000：41）は、テハイケナイという価値判断に近いもの

として、「許されない」などの形式があると指摘している。これらの先行研究から分かるこ

とは、テハイケナイを必要系から見るか、非許容系から見るか、それは「表裏一体」にも

感じられる点である。本節では、肯定・否定という対立14の観点から、テハイケナイが<必

要系>とする妥当性について、根拠を挙げながら示して行きたい。 

3.1.1<必要系>からみた「てはいけない」 

 先行研究からすれば、テハイケナイの基本的な意味は<非許容系>から見た Aと、<必要系

>から見た Bの二通りが考えられる。 

 

     A：「当該事態 qの実現は許容されない」 

     B：「当該事態 qの実現しないことが必要である」 

  

 ところが、<非許容系>の Aの意味解釈は、<許容系>のテモイイとナクテモイイが表す「当

該事態の実現と非実現が両者とも許容される」の意味と、完全に否定と肯定の対立関係か

ら説明しがたいと考えられる。 

 一方、<必要系>として捉えた B の定義は、ナケレバナラナイとは事態の実現と非実現と

いうレベルが異なっているのだと理解できる。坂田・倉持（1993：216）は「禁止を表す「～

てはいけない」は「～なければいけない/なくてはいけない」によって表される判断と対応

                                                   
14 賓田（1948）では肯定と否定について「いずれの場合において両者は相対的な概念であり、「肯
定」と云ふ語を定義するとすれば、それは「否定」に非ざるものと云ふべく、また「否定」の定
義は即ち「肯定」に非ざるものであって、一方を離れて他方は存在し得ない」と述べている。 
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するのが一般である」としている。 

 

 （12）あまり夜ふかしをしてはいけない。     （坂田・倉持（1993）による例文） 

 （13）夜ふかしをしないようにしなければならない。            （同上） 

 

 坂田・倉持氏は（12）の禁止文の背後には、（13）の判断があると指摘している。実際、

両者は次の例のように同じ事態が「実現」と「非実現」という異なる面から言い換えられ

る場合がしばしばみられる。 

  

 （14）斯様な計算は、人物の性格に就ても、作者の語りたい心境についても、思想に就

ても同様である。あわてずに計算の極をつくし、余裕をもって描くべきである。

たとえ慌しい情景を描くに当っても、作者が慌ててはいけない。作者はあくまで

余裕ある計算をつくさねばならぬ。            （『坂口安吾全集』）           

    

（14）では、波線部の「あわてずに計算の極をつくし、余裕をもって描くべきである」

の中で、「慌てる」と「余裕をもつ」という対立する意味の語彙が用いられている。「慌て

る」ようなコトが実現すれば、「余裕をもつ」コトは必ず非実現の結果となる。そのため、

この二つの事柄が同時に成立することは不可能である。 

 以上から、本研究はテハイケナイを必要類として捉え、ナケレバナラナイとは事態の実

現・非実現という点で異なるとの立場をとる。 

3.2「ざるをえない」の位置づけ 

 ザルヲエナイについて、日本語記述文法研究会（2009）は、その事態の実現が不可避な

もの、必然的なものであり、多くの場合がその事態の実現が行為者の意向や気持ちに反す

るというニュアンスを帯びるとしている。また、ザルヲエナイの特徴として、行為の主体

として 2人称は使えないと指摘している15。 

  

 （15）?おい、君、早く行かざるを得ないよ。   （日本語記述文法研究会（2009：115）） 

                                                   
15 日本語記述文法研究会（2009：115）では「「なくてはいけない」などの形式が聞き手の行為
について用いられると勧めや忠告として機能するのに対して、「ざるを得ない」などは基本的に
は勧めや忠告として機能しない」と述べている。 
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 ところが、このような人称制限があるにも関わらず、従来の研究では、ザルヲエナイに

ついて、益岡（2007）や高梨（2010）のようにナケレバナラナイの類義表現として捉えら

れてきた。 

 しかし、筆者は、「不可避」という意味からは、（15）の現象は解釈しにくいと考える。

そのため、ザルヲエナイの位置づけについては保留し、これを仮に<不可避系>と名付けた

い。そして、ザルヲエナイの位置付けを再検討する。 

 

4.結論 

 以上の通り本研究では、価値判断のモダリティにおいて、<必要妥当系>と<許容系>とい

う対立関係を認めた上で、ザルヲエナイの位置付けについては保留の態度を取りつつ、<不

可避系>という別枠で捉える。<必要妥当系>の「必要類」を「当該事態の実現/非実現が必

要であるという判断」とし、「妥当類」を基本的に「当該事態の実現が妥当であるという判

断」とする。そして、<許容系>を「当該事態の実現・非実現が両方とも許容されるという

判断」と考える一方で、<不可避系>は「当該事態が不可避であるという判断」と捉える。 

 本章の考察、即ち価値判断のモダリティの下位分類については、暫定的ではあるが以下

のようにまとめられる。なお、個々の形式の考察に入る前に、次章で本研究における研究

観点である、<当為判断>について詳しく検討したい。 

 

表 1：価値判断のモダリティの下位分類（筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要・妥当系 

 

必要類 なければならない・てはいけない 

妥当類 べきだ・ほうがいい・といい・ばいい・たらいい 

   許容系 てもいい・なくてもいい 

  不可避系 ざるをえない 
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第 3 章 <当為判断> 
 

 

1.はじめに 

 本章の目的は本研究の研究観点である、<当為判断>について詳しく検討することにある。

価値判断のモダリティが如何に<当為判断>と関連しているのかを究明するには、まず次の

三点を考えるべきである。 

①先行研究による「当為」という概念の検討。（2節） 

②本研究における<当為判断>の捉え方を定める。（3節） 

③なぜ価値判断のモダリティは<当為判断>の概念から検討する理由。（4節） 

 この三点を通して、本研究における価値判断のモダリティを体系化する上での基盤を整

理したい。 

 

2.「当為」とは 

 先行研究では価値判断のモダリティを論じる際に、「当為判断」もしくは「当為」につい

てしばしば言及されている16。当為という概念はもともと哲学から由来してきたものである

が、日本語学では、この用語が使用される際に厳密な定義が十分に説明されてこなかった

ように思われる。管見の限り、当為判断の定義に言及した研究は高梨（1995）のみである。

また、井島（2013）は「当為を表す形式」の体系を論じている。 

 本研究における<当為判断>を定義する（3節）前に、まず 2.1節で日本語学の高梨（1995）

と井島（2013）を検討してから、2.2節で哲学における当為概念についても検討していく。 

2.1日本語学における当為 

 高梨（1995：236）では、「当為判断」について、「ある制御可能な事態を実現させること

を望ましいとか必要だとする判断のこと」と説明されている。 

 

（1）「（略）まあ、落ち着き先がはっきりするまで、うちに泊まればいいわ。いつでも 

好きな時に上京してきて」          （高梨（1995：235）による例文） 

 

                                                   
16 例えば、重見（2000）、雨宮（2000）、川蔦 （2004）、高梨（1995）（2010）、井島（2013）な
どの研究が挙げられる。 
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また、高梨（2010：38）は、行為者が聞き手であれば、<当為判断>からさらに次のよう

な<勧め>、<忠告>、<許可>などの行為要求の機能が生じると指摘している。 

 

（2）a.早く行くべきだよ。<勧め> 

    b.ここに入ってもいいよ。<許可> 

    c.ここに入ってはいけないよ。<否定の忠告> 

                         （高梨（2010：38）による例文） 

 

 ところが、（2b）のような<許可>は「ここに入ってもいいですか」という相手の希望に応

じた判断として考えられるため、厳密的に言えば、相手に「ここに入る」行為を要求して

いるのではないと考えられる。このことから、<許容系>が如何に<当為判断>に関わってい

るのかを、更に検討する余地があると考えられる。 

 一方、井島（2013）では、当為の定義について特に触れていないが、当為表現を貫く基

本原理が二つあるとされている。一つは、<義務>/<許容>である。井島は当為表現の根幹に

はこの対概念が存在するとしている。 

 

（3）a.山田は大学にいかなくてはらない。<義務> 

        b.山田は大学に行ってはならない。<禁止（否定義務）> 

        c.山田は大学に行ってもいい。<許容> 

        d.山田は大学に行かなくてもいい。<否定の許容> 

                          （井島（2013：143）による例文） 

 

 もう一つは<付与>/<判断>である。<付与>について、井島氏は次の例を挙げながら、現実

世界においての発話時に、話し手か聞き手かに何らかの義務や許容を付与するものである

と説明している。 

 

（4）a.君は明日七時に出勤しなければならない。  （井島（2013：143）による例文） 

     b.君は仕事が終ったのなら、帰ってもいい。  （井島（2013：143）による例文） 

     c.私は明日七時に出勤しなければならない。  （井島（2013：143）による例文） 

     d.私は仕事が終ったのでいつ帰ってもいい。  （井島（2013：143）による例文） 
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     f．転入者は一週間以内に届けを出さなければならない。 

                          （井島（2013：144）による例文） 

 

 その中で、行為者が 1 人称の（4c）（4d）の例文に対し、井島は、「付与者が明確に存在

する場合だけではなく、法律や規則、その他の状況によって義務や許容が付加され、被付

与者に付加された状態であることを表す。そのような意味で、しばしば“客観的“表現だ

と言われる」と述べている。井島（2013）の主張によれば、（4）における付与用法・被付

与用法では「と思う」は接続できないことになる。 

 一方、<判断>については、当該の義務や許容が存在するものかどうかを判断するもので

あるため、「と思う」を接続可能であるとしている。 

 

（5）a.君は明日七時に出勤するべきだ。      （井島（2013：143）による例文） 

     b.君は仕事が終わったのなら帰ったほうがいい。（井島（2013：143）による例文） 

     c．この愛は一時的なものだ。ゲレンデの下までたどり着き、無事に宿に帰れば、 

それっきりで過ぎてしまう幻のような愛の姿だ。けれども彼は女を愛し、女を 

助けなければならないと思っていた。       （石川達三『青春の蹉跌』） 

                     （井島（2013：155）による例文） 

     d．洋食皿に分けてもらった肉が、どんな思いで私ののどを通ったか。私は色んな 

人の姿を思い浮べた。そしてみんなくだらなく思えた。松田さんと結婚をして 

もいいと思った。夕食のあと、初めて松田の部屋へ遊びに行ってみる。                 

               （林芙美子 『放浪記』）（井島（2013：155）による例文） 

 

 井島は当為表現を<義務>/<許容>と<付与>/<判断>という系列に沿ってまとめたが、それ

らを整理したのが以下の図表である。 
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表 1：井島（2010：145）の図表六 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 井島によれば、義務と許容が対概念であるため、表 1 のようにベキダとホウガイイ・ト

イイ・バイイ・タライイは対立することになる。その中で、ベキダとホウガイイの相違に

関しては、前者の判断内容が<義務>の有無であるのに対し、後者の判断内容が<望ましさ>

の優劣であると指摘している（p.158）。 

 筆者は井島の主張に対して、二つの疑問を持った。一つ目は、ベキダで述べられた「義

務」が、ホウガイイで述べられた<望ましさ>の優劣と対立していることに関しては、甚だ

疑問になる点である。二つ目は、（4）のように法律や規則が含まれる付与用法・被付与用
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法は、果たして当為として見なすことが適切であろうかという点である。この 2 点の疑問

を考えつつ、当為の概念を再検討する必要があるのではないだろうか。 

2.2哲学における当為 

 そもそも「当為」という概念は、カントによる哲学用語である。『岩波哲学・思想事典』

（廣松渉他編）によれば、次のような説明がある。 

「当為とは「まさに為すべきこと」をいい、あるがままの姿としての「存在」の対概念で

あり、現状の状態を変えてまでも新しい事態を行為によってもたらすことを人間意志に命

ずるものである」（p.1150） 

また、当為の対概念とした「存在」については、次のように書かれている。 

「意欲や当為によっても変えられない客観的事実を取扱い、アリストテレスの言う「他

の仕方ではありえない」必然性の論理によって支配される。」（p.1150） 

 「当為」と「存在」という対概念について、『新版哲学・論理用語辞典』（思想の科学研

究会編）は当為に相当する例を挙げながら、両者の関連性を次のように説明している。 

 「<まさになすべきこと><かくあるべきこと>の意。《存在》《必然》に対し、平たく考え

て《目標となるべき理想の状態》。たとえばこのジビキ。これはいま諸君が御覧のような形

をし、内容をもっている。これが《このジビキの存在》。しかしわれわれがそれをつくるべ

き目標としたのはもっと大きく、よみよい、小学生にもわかるジビキであった。こうした

目標としてのジビキのアルベキ姿が《ジビキの当為》」。それが現実のこうしたものになっ

てしまったのはわれわれの力量、製本技術その他の制約による。そしてその制約のために

《小学生にもワカル》はずのものが《大学生でないとわからぬ》ことになった（とする）。

これが《このジビキの必然》」（p.296） 

以上の説明を整理すると、<当為>には三つの条件があると考えられる。 

 

第 1点、当該事態は表現者にとって「理想的」である。17 

例えば、「小学生にもわかるジビキ」は、表現者にとって理想的な事態である。言い換え

                                                   
17当為で述べられる理想的な事態は、表現者にとっての事態である。F.カウルバッハ（1988：61）
は「当為」について、次のように述べている。「行為者が義務を感ずる格率や価値判断は、彼の
実践的存在、彼の道徳的性格の表現として把握されることができる。行為者がどのような目的を
自分の目的として選ぶかは、そのつどの実践的存在の性格に依存するであろう。たとえば自分の
幸福のために行為するのか、それとも自分の義務のために行為するのか、行為の結果を尺度とみ
なしているのか、それとも行為を生ぜしめる心情を尺度とみなしているのか、自分の幸福を認識
の獲得の内に見るのか、それとも権力や富のような別の「財産」の獲得の内に見るのか、これら
のことは、そのつどの実践的存在の性格に依存している」 
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れば、当該事態の判断者は「表現者」でなければならない。 

第 2点、当該事態は未だ実現していないものでなければならない。 

例えば、発話時点では「小学生にもわかるじびきがある」という事態がまだ実現してい

ない、など。 

第 3点、当該事態は行為者にとって制御可能でなければならない。 

当該事態を実現するためには、我々行為者は、その実現が妨害されることを克服しなく

てはいけない。 

 

本研究はこの三つの条件を認めながら、<当為判断>を「ある理想的な事態の実現が望ま

しいとする表現者の判断。ただし、その事態は制御可能且つ未実現でなければならない」

と定義する。次節では、この定義に基づき、本研究が捉える<当為判断>の内実を検討して

から、非<当為判断>の場合も見てみる。 

 

3.本研究における<当為判断> 

 本研究における<当為判断>の定義に従い、3.1節では、価値判断のモダリティの例文を挙

げながら、<当為判断>と見なせる各条件について検討を加える。その後、3.2 節では、非<

当為判断>の事例について検討する。 

3.1<当為判断>の捉え方 

<当為判断>と見なせる三つの条件について、第一点は当為判断における「判断の在り方」

として考えられる一方で、第二点と第三点は当為判断における「事態の在り方」として考

えることが出来る。このように本研究が考える<当為判断>の構成は、以下に示した通りで

ある。 

 図 1：<当為判断>の仕組（筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

      判断の在り方：当該事態が理想的、その実現が望ましいとする判断 

<当為判断> 

             ①制御可能 

      事態のあり方  且つ 

②未実現 
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 この認識に基づき、3.1.1 節では事態のあり方について、以下二点を検討する。一点目は、

制御可能な事態とは何かである。二点目は、どんな場合に当該事態が未実現なのかについ

てである。その後、3.1.2 節では判断のあり方について論じる。 

3.1.1事態のあり方 

3.1.1.1 制御可能な事態 

 当該事態が制御可能については、「述部」で表される<自己制御性>を、まず検討する必要

がある。述部の<自己制御性>について詳細に論じたのは仁田（1988）・（1991）である。ま

た、仁田の論をさらに補足した研究は、山田（2004）18がある。 

仁田（1991:243）では、「自己制御性」について、「動きの主体が、自分の意志でもって、

動きの実現化を計り、動きを遂行・達成することができる、言い換えれば、動きの主体が、

動きの発生・遂行・達成を自分の意志でもっと制御することができる、といった性質であ

る」と述べている。さらに、動詞の「自己制御性」を<非自己制御性>・<達成の自己制御性

>・<過程の自己制御性>という三つのタイプに分けている。本研究は、自己制御性について、

仁田（1991）の定義と分類に従いつつ、仁田（1988）と山田（2004）の成果も一部参照し

て整理した。それをまとめたものが、以下の表 2である。なお、「話せる」のような「可能

動詞」は「#話せるつもり」「#話せておく」「#話せるな」「#話せろう」など意志性表現と共

起できないため、<非自己制御性>の動詞と捉えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
18 山田（2004：76）は、「病気が治る」「役員が決まる」のような無意志動詞が含まれる事態に
ついて、「事態実現への何らかの努力への着手」できると指摘した。そのため、山田氏は、それ
らの事態を同じく<過程の自己制御性>とし、ただし「分かる」などの内面的な努力によって実現
へのステップが踏み出せるものは、相対的に見て制御しやすく、「病気が治る」のように外的要
因に依拠するものは、制御しにくいと捉えた。 
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表 2：動詞による「自己制御性」の下位分類 

  定   義       相当する動詞 

 

 

<達成の自己制御性> 

動きの主体が、動きの発

生・過程だけでなく、動き

の成立そのもの・動きの達

成をも自分の意志でもっ

て制御できる場合 

仁田（1991）：行く・食べる・殴る・読む・書く

など 

 

 

<非自己制御性> 

動きの主体が、動きの発

生・過程・達成を全く自分

の意志でもって制御でき

ないような場合 

 

仁田（1988）：開く、閉まる、光る、照る、曇る、

降る、流れる、乾く、湿る、膨れる、荒れるなど

（非人間を動きの主体に取る） 

可能動詞（話せるなど） 

仁田（1991）：呆れる・飽きる・慌てる・困るな

ど 

 

 

 

<過程の自己制御性> 

 

動きの成立そのもの・動き

の達成は自分の意志でも

って制御できないが、動き

の成立・達成に至る過程、

動き達成への企ては自分

の意志でもって制御でき

る場合 

仁田（1991）：落ち着く・勝つ・合格する・しっ

かりする・思い出すなど 

山田（2004）：「病気が治る」「役員が決まる」 

 

 

 

  

 この中で、典型的に制御可能な事態が表されるのは、述部が<達成の自己制御性>を持つ

場合である。例えば、（6）のような例文が想定できる。 

 

  （6）a.若者は海外に行くべきだ。               （筆者による作例） 

     b.「家」を全うするためには、己を充実させなければならない 

                          （『日本人 1300年・家族の知恵』) 

        c.「君はもう、こんなことをやめるべきだ。今やめなきゃ、もう脱け出せなくな

る！」                              （『三毛猫ホームズの騒霊騒動』） 
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 これらの例に即して言えば、（6a）（6c）では、「海外に行く」「こんなことをやめる」と

いうことが、行為者の「若者」「君」にとって実現可能なことと考えられる。一方、（6b）

のような行為者が非指示的、且つ不表示の場合、「家を全うするために」という目的を持つ

行為者が想定され、その行為者にとっては「己を充実させる」ことが同様に制御可能な事

態としても認識される。 

 また、述部が<非自己制御性>である場合でも、当該事態が制御可能なこととして捉えら

れるケースも存在する。 

 

  （7）美術館は上野にあって余りに遠すぎる。美術館は渋谷や新宿にこそ、今後あるべ

きだ。            

  （8）首相の諮問機関である経済戦略会議の緊急提言は、実質的な財政支出額である「真

水」だけで十兆円を上回るべきだとしている。 

（中畠（1998：20）による例文）   

                           

（7）における状態動詞の「ある」と、（8）における無意志動詞の「上回る」は、<非自

己制御性>の動詞に属している。ところが、（7）の「美術館がある」という状況を生み出す

には、当然のこととして行為者（人）がそれを成立させなければならない。故に、「（美術

館が）今後ある」という事態は制御可能な事態としても見なすことが出来よう。なお、（8）

も同様のケースと考えられる。中畠（1998）は、「十兆円を上回る」という事態を生じさせ

るために、必ず意志の発動が前提となっていると指摘している。このように、述部が<非自

己制御性>である場合でも、当該事態を実現させる上で行為者の存在が不可欠という文脈が

あれば、制御可能な事態としても見なすことが出来るのである。 

 それに対して、述部が<過程の自己制御性>の場合であれば、「分かる」などのような行為

は達成するまで制御できないため、制御不可能な事態しか考えられない。 

3.1.1.2 未実現な事態 

 「未実現な事態」とは、発話時・判断時（今）、その自体が未だ実現していないことを意

味する。これらは事態の性質により、「未実現な行為」（9）・「未実現なコト・モノの存在」

（10）・「未実現な状態」（11）と、行為・存在・状態とに分けられる19。 

                                                   
19 中でも、行為の場合、一旦過去の時点で成立していると、それに反する事態を要求できなく
なるという点は状態・存在と異なる。 
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  （9）（あなたが）大学に行くべきだ。              （筆者による作例） 

 （10）使い捨てカイロと手袋はあったほうがいいですね。     （「Yahoo!知恵袋」） 

 （11）嫁 そしたら２種類作ってみればいいんですよね。お母さんの言われたのと自分

流のを作ってみて、カッちゃんがどっちがいいかというのを。姑 そうすると、

カツノリは親が作ったのに似ているほうがいいって言うに決まってんのよ。 

                              （『日本一勇気ある嫁』）        

 

（9）は、発話時点では相手が大学に行くかどうかはまだ決めていないと考えられ、（10）

では、発話時点では使い捨てカイロと手袋という物が手元に存在していないと推測できる。

また、（11）では、「カツノリは親が作ったのに似ている」状態は条件文の後件として、仮

説が表されるト節の条件文に置かれるため、発話時点では未だ実現していないと考えられ

る。 

3.1.2判断のあり方 

 当為の「判断の在り方」について、判断主体と価値付与のあり方という二点から説明す

る。 

<当為判断>の判断主体は「表現者」であるため、次の例のように思考動詞の「思う」を付

けることが出来る。 

 

（12）「あなたも一応アフリカ系なんでしょ？自分のルーツに誇りを持つべきだと思う 

よ」                     （『日はまた熱血ポンちゃん』） 

（13）「テミズ先生の家に寄るつもりなら、やめたほうがいいと思うよ。国軍が待ち構え

ているにきまっているから」                 （『瞳の中の大河』） 

 （14）足りない物があれば、向うで買えばいいと思うのだが、何だかいっぱい持って行

                                                                                                                                                     
・「正面きって私と話をつけようとしなかった、それが、とても後味が悪いの」「十年間です 
 ものね」「そう、別れのあいさつぐらい、きちんとしていってもいいと思わない？」 

（『恋人よ』）                                                             
「私と話をつけようとしなかった」の部分から、事態ｑの「（別れの挨拶を）きちんとしていく」
ことは過去の時点では実現していなかったことが分かる。<反事実>としての事態が述べられ、<
当為判断>として見なす余地はない。一方、モノ・コトの存在・状態の場合は、非存在から存在
へ（あるいは存在から非存在へ）、今にある状態から他の状態への変化することが可能であるた
め、反事実の事態にはならない。例えば、次の例を見られたい。 
  ・（心配しそうな顔がしてい友達に） 
    別に心配しなくてもいいさぁー。 
 この例のように、「心配している」という現在の相手の心的状態から、「心配していない」とい
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くつもりらしい。                     （『鳥の水浴び』） 

 （15）もし子供を手放す事になっても、養育費は多少は払わなければならないと思うけ 

ど、奥さんの生活費は払わなくて良いので、１０万は多いと思います。  

（「Yahoo!知恵袋」）                           

 （16）その辺を考慮して、それでも携帯機でやりたいというなら買ってもいいと思うけ 

ど…。                         （「Yahoo!知恵袋」） 

 

 「と思う」と共起できるという点から見て、当該事態が表現者の意見に属していると考

えられる。そのため、次のような例文を使用することが出来るだろう。 

  

 （17）大学に行かなければならないと思うが、あなたがそこまで拒否するのなら、行か

なくてもいい。                     （筆者による作例） 

 

 表現者は「大学に行くこと」の実現が必要であると相手に伝えている一方で、実現をさ

せるか否かという決定権は相手にゆだねている。そのため、波線部で示されたように相手

が当該事態の実現を拒否する権利を持っていることになる。 

 一方、<当為判断>の「価値付与のあり方」とは、「当該事態を理想的とし、その実現が望

ましい」価値を付与することを意味する。<当為判断>の「価値付与のあり方」では、価値

の付与が当該事態一つに絞られる場合と、複数の異なった事態いくつに付与される場合で

あると考える。本研究は便宜上、前者を「絞り型」、後者を「開放型」と名付ける。それぞ

れのケースを以下に示す。 

  

「絞り型」 

（18）花子は大学に行かなければならない。 

    花子は大学に行ってはいけない。 

    花子は大学に行くべきだ。/行ったほうがいい。 

    花子は大学に行けばいい。/行くといい。/行ったらいい。 

                                （筆者による作例） 

 

                                                                                                                                                     
う状態を相手に要求している。故に、<当為判断>の事例として見なすことが出来る。 
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「開放型」 

 （19）「クリスマスにはどこに行きたい？」彼は聞いた。真樹子は彼に視線を戻し、「ど

こでもいいわ」と言った。「旅行してもいいし、東京のどこかで過ごしてもいいし、

私の部屋でパーティーを開いたっていいわ。縦の木ぐらい置く場所はありそうだ

から」                         （（『蠍のいる森』）） 

 

 「絞り型」の（18）では、価値の付与があらゆる事態（大学に行かない、就職する、実

家に帰る、留学する...など）の中から、「大学に行く」ことに絞られている。一方、「開放

型」の（19）では、取り上げられた「旅行する」・「東京のどこかで過ごす」・「私の部屋で

パーティーを開く」という複数の提案に価値付与されている。つまり、これらの提案は「ど

こでもいい」という肯定的評価が含まれる無限の集合の一部と見なされているのである。 

 それに対して、以下のように肯定・否定的事態が同時に取り上げられる場合、<当為判断

>としての価値付与が存在しないと考える。このような場合を「対立型」と呼ぶ。 

 

「対立型」    

 （20）（あなたが）大学に行ってもいいし、行かなくてもいい。   （筆者による作例） 

 

 「対立型」の（20）について、肯定的事態の「行くこと」と否定的事態の「行かないこ

と」を同時に実現させることが望ましいと考えているとは判断しにくい。故に、「対立型」

は、<当為判断>の価値付与のあり方としては見なせないのである。 

3.2.非<当為判断>の場合 

 上に述べた「対立型」以外にも、本研究で既に示した、「ある理想的な事態の実現が望ま

しいとする表現者の判断。ただし、その事態は制御可能且つ未実現でなければならない」

という<当為判断>の定義から考えれば、<当為判断>の対象外となるのは、「既実現な事態」・

「制御不可能な事態」・「望ましくない事態」・「表現者以外の判断」の四つの場合である。 

 まず、「既実現な事態」「制御不可能な事態」「望ましくない事態」について見て行こう。 

 

「既実現な事態」 

 （21）「ここには、美しい女がいるのだろう」（中略）「います」と、正直にいった。「し

かし、私は、別に」「どうってことはないか、ははははは、ま、いいさ、それもい
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い、女がいたほうがいい」                 （『新選組斬人剣』） 

「制御不可能な事態」 

 （22）a.雨が降るといいね/ったらいいね/ればいいね/ほうがいいね。（筆者による作例） 

    b.銀のスプーンをくわえて生まれては来なかったけれどもアルミのスプーンぐら 

いはあってもいいではないか、と私はひそかに心を傷めた。  

（『われらカレー党宣言』）                             

「望ましくない事態」 

 （23）「きみと一緒には船に乗れないんだ。わかってくれ」「いや。あなたが行かないな

私はここで死ぬほうがいい」マリアは激しく首を振った。  （『北緯 50度に消ゆ』） 

 

 （21）では、確認疑問文である「美しい女がいるのだろう」に対し、「います」という返

事をしていることから、「女がいる」ことは「既実現な事態」として理解できる。このよう

な事実の事態に対してその実現を要求する余地がないため、<当為判断>としては見なせな

い。 

 一方、「制御不可能な事態」である（22）は、（22a）の「雨が降る」ことは、自然現象で

あるため、制御不可能な事態しか考えられない。（22b）の「アルミのスプーンぐらいがあ

る」という生まれ育ちのことにも、表現者にとって制御不可能な事態である。これらのよ

うな制御不可能な事態の実現を、相手に要求することは無理がある。故に、<当為判断>と

しては見なせないのである。 

 また、（23）の「私がここで死ぬ」という内容は、表現者にとって通常望ましい事態とし

ては考えにくい。このような場合は、当該事態の比較対象とした、「あなたが（一緒に）行

かない」ことは表現者にとって非常に望ましくない事態である。そのため、その状況が実

現する場合には、「死ぬ」ことの方がそれよりましだという意味が含まれる。要するに、表

現者は「（自分自身が）ここで死ぬ」ことを求めているとは考えていないのである。本研究

では、この場合を「望ましくない事態」と考え、<当為判断>としては考えないこととする。 

 

 そして、「表現者以外の判断」とは、表現者の思考内容（判断内容）が表されている、「と

思う」を付けられないケースを意味している。井島（2013）の付与用法・被付与用法がこ

の場合に含まれている。「非表現者の判断」とは、次のようなヒト・モノ・コトの本来の性

質に関わる事態（24（a.b））の場合と、法律・法則が述べられた場合（24c.d）とがある。

この二つの場合は、いずれも表現者の判断によって生じたものではない。 
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 （24）a.人間は誰しも死ななければならない/ざるをえない。（丹羽（1991）による例文） 

     b.虹を見るには雨が降らなければならない。        （筆者による作例） 

    c.歩道または路側帯と車道の区別の無い道路においては、道路の右側端に寄って

通行しなければならない。     （道路交通法、第 2章・第 10条の第 1項） 

    d.農村における社会化、すなわち自給がもっとも必要なのは前者であり、広義の 

農業生産物は域内消費に限定しなくてもいい。具体例をあげていえば、都市に 

住む寄生地主が外から土地制度を支配すると、農村は衰退ざるをえない。             

                         （『過剰開発から生命系の経済へ』） 

 

 （24a）の「人間が誰しも死ぬ」と、（24b）の「虹を見るには雨が降る」は、共に自然の

法則として見なされている。一方、（24c.d）のような法律・規則が文明の産物である点か

ら考えれば、社会の法則としても見なすことができる。このような自然の法則と社会の法

則は、<当為判断>で変えることの出来ない、必然的な「存在」であるため、<当為判断>と

は対概念と考えられる。 

 本研究は（24）のような場合の文を「知識表明文」として位置付け、モダリティとして

は捉えない。なお、知識表明文は田野村（1990）による用語である。田野村は、平叙文の

発話に話者の判断が常に伴うわけではない点を指摘している。 

  

（25）a.（あの風体からすると）あの男はヤクザだ。 

    b.（君は知らないだろうが）あの男はヤクザだ。 

                         （田野村（1990：785）による例文） 

  

 田野村は、（25a）は「この文の話者はいままさに判断」、（25b）は「話者が知識としても

っている情報が表明されている」と区別している。その上で、前者を<推量判断実践文>、

後者を<知識表明文>としている。（24）のケースは、（25b）と同様に知識としての情報が表

明されているため、本研究は知識表明文として捉える。 

ところで興味深いのは、当該事態が制御可能、且つ未実現であり、さらに表現者による

判断にも関わらず、「と思う」と共起できないケースが存在する点である。 

 

（26）（夏休みも終る頃、宿題を残した子供に、母親が） 
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    「やらなきゃいけない事は、やらなきゃあいけません。」（重見（2000）） 

  ??「やらなきゃいけない事は、やらなきゃあいけないと思う。」（筆者による作例） 

 

（26）のように、表現者（親）が相手（子）の行為に絶対的な権利を持つ場合（上下関

係の存在）は、「と思う」を付けると、容認度が低くなってしまう。重見（2000：8）では、

この例が母親の「意志」の主体的表現としての陳述であり、いわば「命令」という力の表

現であると指摘されている。本研究は、このような命令の働きが見られる場合、一種の行

為遂行文として考え、<当為判断>として見なせないとする。 

 

4.価値判断のモダリティと<当為判断> 

 本節では、価値判断のモダリティ形式を研究する際に「当為」という概念が出てくる背

景を考えてみたい。この点を究明するために、まず価値判断のモダリティの「文」、その位

置づけを確認する必要がある。 

 尾上（2006：8）では、言語で表現される意味を文単位で捉えると、すべて何らかの存在

承認か希求であると指摘している。尾上によれば存在承認には「雪が白い」のような存在

の様態の場合、「塀が倒れた」「ねこが寝ている」のようなモノのあり方の場合、「バスが来

るだろう」のようなバスが（いつか）そういうあり方をする非現実領域の事態の場合があ

る。希求には「雨よ、あがれ」のような願望を表明する場合と、「がんばれ」「走れ」「ひと

りでいく（ぞ）」「さあ、走ろう」のような命令、意志、行為要請を表明する場合とがある。 

 その一方で、価値判断のモダリティ形式が次のように「意志」と「行為要請」及び「願

望」を表すこともある。 

 

（27）（私が）もっと頑張らなければならない/るべきだ/ったほうがいい/ってもいい。 

 （28）（あなたが）もっと頑張らなければならない/るべきだ/ったほうがいい/ 

               ってもいい。 

 （29）雨が降るといいね/ったらいいね/ればいいね/ほうがいいね。 

                                （筆者による作例） 

 

 このように尾上の主張から考えれば、価値判断のモダリティは、文の「希求」の枠組み

に含まれていることになる。ところが、同じく行為要請が表される「頑張れ」のような命
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令文を論じる際、<当為判断>が言及されないのはなぜであろうか。その理由について、命

令文は特に当事者の場合であれば、思考動詞の「思う」と共起できないからだと考えられ

る。 

 

 （30）a.??「まあ、落ち着けと思う」 

    b.??「助けてくれと思う」 

                                （筆者による作例） 

    

 このことから、命令文には表現者の判断をあえて表に出ないようにし、行為遂行の機能

が働いていると考えられる。そのため、表現者の判断が表に出される<当為判断>とは考え

にくいのである。それに対し、（27）・（28）のような<当為判断>を表す価値判断のモダリテ

ィは、「希求」の中に独自の特徴を持っているように思われる。故に、価値判断のモダリテ

ィが如何に<当為判断>と関連しているのか、この点をさらに考察しなければならない。  

 

5.結論 

 本研究では、<当為判断>について、「ある理想的な事態の実現が望ましいとする表現者の

判断。ただし、その事態は制御可能且つ未実現でなければならない」と定義し、判断のあ

り方と事態のあり方という側面から、<当為判断>に相当する場合と相当しない場合とをそ

れぞれ検討してきた。<当為判断>の定義を踏まえながら、次章から個々の価値判断のモダ

リティ形式は如何に<当為判断>と関わっているのかを考察して行く。 
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第5章 <必要系>における「妥当類」 

 

Ⅰ 「べきだ」 
 

 

1.はじめに 

 本章における考察は大きく二つに分けられる。一つ目は、「ｑベキダ」における「～ｑの

否定的評価」について、類義表現のホウガイイとの関連から論じる。高梨（2010）は、「ｑ

するほうがいい」は当該事態が実現しないと悪い結果を引き起こすというニュアンスを帯

びると言う。その一方で、「ｑすべきだ」はそのようなニュアンスが含まれていないとする。

20本研究は、「ｑベキダ」には語用論の観点から「～ｑの否定的評価」が含まれる場合と含

まれない場合が両方ともあり得ると考える。その上で、それぞれの場合がどのような条件

の下で含意されやすいのかについて 3 節で考察する。二つ目は、<当為判断>の観点から 4

節でベキダについて論じる。 

 

2.先行研究 

まず 2.1 節では、ベキダに関する先行研究を整理しながら、本研究におけるベキダの捉

え方も論じる。そして、2.2節では、先行研究で言われた「～ｑの否定的評価」との関連を

取り上げる。 

2.1「べきだ」 

 ベキダについて、高梨（2010）では、「評価のモダリティ」専用の助動詞21であると同時

に、文末では常に<話し手の発話時の評価>を表すとされている。そして、その基本的意味

は「当該事態が妥当であることを表す」（高梨（2010：93））ものだとされる。22また、従来

の研究では、ベキダは未実現の事態と制御可能な事態にのみ用いられると指摘されている。

                                                   
20 先行研究が言う「当該事態が実現しないと悪い結果を引き起こす」というニュアンスを以下
本稿では「～qの否定的評価」と呼ぶことにする。 
21高梨（2010:92）では「ほかの助動詞「ものだ」「ことだ」は、それぞれ広い用法をもっており、
評価のモダリティを表すのはその一部にすぎない。また、評価のモダリティを表す場合について
も、「ものだ」「ことだ」が使用できる範囲は限られており、行為者にとれる人称、質問文になり
うるかどうか、<反事実>を表すことができるかどうかなどの点で、制限がある。「べきだ」には
そのような制限はない。このように「べきだ」は評価のモダリティ専用の助動詞であるという点
で重要である」と述べられている。 
22 その他、野村（1996：72）は、「そうすることが妥当だ」と定義している。 
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確かに「然るべし」のような古語であるベシ23が残存された意味用法を除けば、ベキダで表

された事態は全て未実現且つその背景には行為者の意図的行為が想定できるものである。 

 

（1）「電通総研消費トレンド調査」（六十三年三月）によれば、「これからは、日本人も 

もっと生活を楽しむべきだ」と考えている人が七十％を超えている。 

（『｢生活大国｣宣言』） 

（2）滅びるなら全員が滅びればいい。助かるなら、立場の弱い順から助かるべきだ。                 

                                    （『戦場の夜想曲』） 

（3）経営陣は神が嫌う飽食をしていたのであろう、即に変るべきだ。（「Yahoo!ブログ」） 

 

 これらはいずれも発話時点にまだ実現していない事態だと考えられる。そして、述べら

れた事態に関し、（1）の「もっと生活を楽しむ」という事態は行為者にとって意図的に行

うことが出来るものである。また、（2）・（3）のような述部が自動詞の場合でも、「誰かが

立場の弱い順から助ける」・「経営陣が何かの努力をして変えるようにする」のように行為

者の意図的行為が必ず背後に存在していることが読み取れる。 

また、高梨に指摘されてきた「ある事態が妥当だということを表す」という意味用法に

ついては、（1）のような例でも検証できると考えられる。「日本人がもっと生活を楽しむ」

という事態ｑに対して、その実現が必然的であるという切実な必要性が要求されるのが考

えにくいため、事態ｑはあくまでも「今のまま」という状態より、そのｑの実現がより妥

当であることを述べるのである。このように、本研究は先行研究に従いつつ、ベキダは当

該事態ｑを未実現且つ制御可能であるものとして認識し、その実現が妥当であることから、

その基本義を「事態の妥当性を表す」と定義する。 

2.2「ｑべきだ」と「～ｑの否定的評価」 

先行研究においてベキダがどのように論じられてきたかみてきたが、「ｑベキダ」と「～

ｑの否定的評価」との関連について論じる前に、価値判断のモダリティにおける「～ｑの

否定的評価」とは何かということを確認しておきたい。 

価値判断のモダリティの中で、ｑの反対の事態に対する否定的な評価を表すとされるの

                                                   
23 古語のベシについては多くの先行研究が見られるが、代表的な研究成果としては川村（2002）
や大鹿（1999）などである。例えば、大鹿（1999：53）は古代語のベシが連用形として用いられ
る時に、大半の例は「～の状態に（で）」という解釈が可能であり、「～という事態がまもなく出
来する潜勢的な状態」の場合と、「～という事態が可能な状態」という二つの場合があると指摘
している 
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は、ホウガイイである。高梨（2010）によれば、「ｑホウガイイ」は「ｐよりｑほうがいい」

のように、ｑに肯定的な評価を与えるという比較構文の特徴がある上に、ｑをしなければ

何か悪い結果になるというニュアンスが含まれているという。 

 

（4）さとみ、バックを手に席を立つ。 

    リカ「気を付けた方がいいよ、さとみちゃんがいない間にカンチ、インドから取 

   り寄せ幻の惚れ薬、料理ん中入れるかも」   （高梨（2010：65）による例文） 

 

高梨はこのような場合について、話し手の意図は当該事態が実現すると良い結果になる

というより、むしろ次のような「当該事態が実現しないと悪い結果になる」ことを伝えて

いると指摘している。 

 

  （5）気をつけないと、カンチが惚れ薬を入れるかも。（高梨（2010：65）による例文） 

 

このような「当該事態ｑが実現しないと悪い結果になる」という含意を「～ｑの否定的

評価」と呼ぶことにする。高梨によれば、ホウガイイは、このような「～ｑの否定的評価」

という意味特徴があるという点においてベキダと区別されるという。そのため、以下の

（6）・（7）のような同じ文脈に置かれるとしても、ホウガイイには「傘を持って行かなけ

れば（～ｑ）、雨に濡れてしまう」というニュアンスが含まれているのに対して、ベキダに

はそうしたニュアンスはないとされている。 

 

  （6）傘を持っていったほうがいいよ。雨が降りそうだから。 

（7）傘を持っていくべきだよ。雨が降りそうだから。 

（高梨（2010：96）による例文） 

 

高梨（2010）の指摘を考えれば、ベキダは「～ｑの否定的評価」との関連は中立的だと

考えられる。実際、実例を見てみると、「～ｑの否定的評価」が含まれる場合とそうでない

場合が両方とも存在している。例えば、（1）のような文脈においては、当該事態ｑが実現

されない場合、特に悪い結果になるという含意はもたされていない。ところが、（3）のよ

うな場合は次のように当該事態ｑが実現されなければ、（8）のように望ましくない状況が
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続くという「～ｑの否定的評価」が考えられる。 

 

（8）すぐに変わらなければ、神が嫌う飽食をする経営陣が続けるという状況が続く。 

 

このように、「ｑベキダ」には文脈により、「～ｑの否定的評価」を含む場合とそうでな

い場合の両方が存在する。そこで本研究では、どのような条件において、ベキダに「～ｑ

の否定的評価」が含意されやすいのかということを目的として明らかにしたい。 

 

3.考察 

3.1考察の枠組み 

 この実例の分布を調査するため、データベースの『現代日本語書き言葉均衡コーパス

中納言（BCCWJ）』を使用し、無作為に 500の例文を収集した24。分析の結果には、収集した

例文が「～qの否定的評価」を含意するか否かについては、例文の行為者が「指示的」か「非

指示的」25かという点が大きく関わっていることが分かった。結果として、「～ｑの否定的

評価」が含意する場合は文における行為者が「指示的」であることが多い一方、行為者が

「非指示的」であっても、特定の構文的条件の下では「～ｑの否定的評価」が含意される

割合が高くなるという事実が観察された。本研究は先ず実例を以下のような行為者の下位

分類に従い、それぞれの場合について実例を挙げながら説明を加えていこう。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
24 なお、今回の考察対象から「訳文」と「引用句が介在する」場合を除き、文末の「べきだ。」
に絞って考察を行う。 
25 日本語研究では「指示的」と「非指示」という対概念を詳しく論じているのは西山（2007）
である。「文中での名詞句の意味機能としてもっとも注意すべきものは、「世界のなかのなんらか
の対象を指示する（refer to）という機能」であろう。（中略）文に登場する名詞句の中には、
対象を指示する機能をもつものもあれば、そのような機能を一切もたないものもある。ここでは、
前者を「指示的名詞句」、後者を「非指示的名詞句」と呼ぶことにしよう」（西山（2007:59）） 
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図 1：ベキダの実例における特徴（筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1行為者が指示的な場合 

 行為者が指示的な場合では、行為者が 1人称・2人称・3人称に相当する例文を全て確認

することができる。その中で、事態の主体が 1人称、且つ文末表現であるものについては、

先行研究の中でも主張が分かれている。高梨（2010：127）は、「私が/君が/彼が行くべき

だ」のようにベキダには人称制限がないとしている。その一方、人称制限があると指摘し

たのは、森山（1992）、郷丸（1995）、森山（1997）である。 

 その理由について、森山（1992:32）は、「話し手が事態の制御の当事者となると同時に、

話し手がその選択における妥当性を提示することになる。つまり、話し手自身の事態の制

御の仕方について、話し手自身が判断を与えるような意味になってしまうのである。そう

なれば、判断される対象と判断者が同一化することになるのであり、「自分」の意識が統一

されたものである限り、不自然な文となってしまうことになるのである」としている。26 

 ただし、森山（1992）でも「（この件に関しては）私が行くべきだ」というような主題内

容を補足する場合には、話者自身の判断を述べていないため、不自然ではないと指摘して

いる。このような例は高梨（2010:127）が取り上げる例文に相当すると見られる。 

 本研究の調査においては、行為者が 1人称である例は計 19であるとの結果を得た。その

中の 18例は、以下のように「～qの否定的評価」を含んでいると考えられる27。そう考えた

                                                   
26 森山（1992:31）では「話し手が同時に事態の制御者となっていて、その事態の制御のしかた
が主題として問題にされる」場合、つまり自分の意志で会議に出席することもしないこともでき
る-ような場合には、「#私は今度の会議に出席するべきです」ということはできないと指摘して
いる。 
27 残った 1例は、以下の通り。 
・借りて家を見に行く。３寝室とダイニング、キッチン、暖炉もある。台所の裏口から階段を 2、

     指示的 

行為者     

          行為者表示 

     非指示的     

          行為者不表示. 主題なし 

                      

                 主題あり   
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場合、「～qの否定的評価」の出現率は 94.73%に達しているのである。 

 

  （9）今度から、こうしてファスナーに手を触れる度に、今日のことを思い出すのだろ

うか。そんなのはたまらない。それなら、早くこの動作に慣れるべきだ。（『鎖』） 

            

 （10）もう決定的に、この二人は頭がおかしい。「おにーさん、どうしたの？ オカカご

飯食べないの？」 皿からヒョイと顔を上げた九呂に、高広は激しくブンブンと

首を横に振った。こんな変な家からは一刻も早く立ち去るべきだ。これ以上一緒

にいたら、自分までおかしくなる。これ以上一緒にいたら、自分までおかしくな

る。「いや…いいっ、俺はもう帰るっ」       （『黒ねこラブラブ注意報』） 

 

 ベキダで述べられた「早くこの動作に慣れる」、「こんな変な家からは一刻も早く立ち去

る」という事態ｑについては、それぞれの例における波線部の文脈によると、「～ｑの否定

的評価」という含意が読み取れる。 

 例えば（9）は、事態ｑの「早くこの動作に慣れる」ことが実現しない場合、「今日のこ

とを思い出す」ことになる。前の文脈に見られる「そんなのはたまらない」という評価か

ら理解できるのは、「今日のことを思い出す」ことが表現者にとって望ましくない事態だと

いう点である。また、（10）においても、「こんな変な家からは一刻も早く立ち去る」とい

う事態が実現しなければ、「自分までおかしくなる」という表現者にとって望ましくない事

態が起こることが読み取れる。このことを言い換えれば、この二つの例で示されたように

「望ましくない事態を起こしたくなければ」、必然的にｑの方が選択される状況にあるとい

うことである。そのため、（9）（10）のような「～ｑの否定評価」がある場合には、森山の

言う「[主題要素]（＝望ましくない事態を起こさないこと）[その主題にとっての必要事態]

（＝ｑという事態）」という、必要性を判断する構造に相当するのではないかと考える。故

に、1人称でも用いられるのである。 

 次に、行為者が 2人称と 3人称の場合はどうであろうか。実例の割合から見れば、「～ｑ

                                                                                                                                                     
3 段降りると糸杉で囲われたプールがある。自動タイマーが作動しているのか吸塵ロボットが
プールの底を這い回ってホースを引っ張りながら動いている。プールはアルファベットの「Ｂ」
の形をしており、ジャグジー（ジェット噴流）バスもついていた。うーむ、これは買うべきだ。
不動産屋に戻ると、マネージャーがいきなり「コングラチュレーション！買うんだろ？おめで
とう。俺たちプロだからね、すぐ分かったよ」という。（『シドニー郊外暮らし』） 
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の否定的評価」が含まれている例もかなりの数を占めている。それぞれの出現率は、行為

者が 2人称の場合が 85％、行為者が 3人称の場合が 82.41％であった。 

 

 （11）「工藤さん」「ドラマのセリフじゃない。本気だ。こんなセリフ、ドラマでも言っ

たことがないけどな」「工藤さん…」 「君はもう、こんなことをやめるべきだ。

今やめなきゃ、もう脱け出せなくなる！」28   （『三毛猫ホームズの騒霊騒動』） 

 （12）七月の完全失業率は五％に達したが、今後さらに上昇していくことは避けられな

い。日本経済再生のために構造改革は不可欠であることは確かだが、マイナス成

長となった以上、痛みをできるだけ小さくすべきだ。   （『週刊ダイヤモンド』） 

 

 行為者が 2 人称である（11）と行為者が 3 人称の（12）はいずれも、文脈から判断すれ

ば「～ｑの否定的評価」が含まれていると考えられる。（11）の波線部の箇所から、「（君が）

こんなことをやめなければ、もう抜け出せなくなる」という意味合いを読み取れることが

できる。続いて行為者が 3人称である（12）においても、「痛みをできるだけ小さくしなけ

れば、マイナス成長という状況がさらに深刻になる」という意味が含まれている。 

 その一方で、「～ｑの否定的評価」が用いられていない実例も存在する。 

 

 （13）そこで、あなたは事業家としてより、もっと大きな仕事で立つべきだと私から言

って、お引き取り願ったけどね。                （『満州裏史』） 

 （14）日米関係については、「日本が戦後復興したことはまさに奇跡的であり、いまや国

際社会の指導国の一つになった。今後日米両国は、協力によって補完しあい、太

平洋圏の将来を切り開くべきだ。日米関係はすばらしく成熟しており、心配はな

い」と楽観的な見通しを語った。            （『駐日アメリカ大使』） 

 

 これらの例には、特にｑの「もっと大きな仕事でたつ」ことや「太平洋圏の将来を切り

開く」ことを実現しないと場合、何か望ましくない事態が起こるという意味は特に含まれ

ていない。 

 上述のように行為者が指示的な場合では、「～ｑの否定的評価」があるか否かに分け、論

                                                   
28 「行為者が指示的」である場合では、（11）のように行為者が明示されていないが、文脈上か
ら行為者の人称が読み取れる場合も考察対象として扱う。 
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じてきた。行為者が 1 人称の場合、（9）・（10）のように「～ｑの否定的評価」が含まれ、q

の実現に対してその必要性があると判断すると考えられるため、ｑを実現するという<意向

>の意味用法が生じてくる。 

 一方、行為者が 2人称と 3 人称の事態において、「～ｑの否定的評価」が含まれる場合と、

含まれていない場合が両方とも存在する。特に 2人称の場合には、「～ｑの否定的評価」が

含まれるか否かにより、表現性が変わってくる。「ｑをしなければ、何らかの悪い結果を起

こす」という～qの否定的評価が含まれる場合（11）には、<忠告>という意味合いが生じて

くると本稿では考える。それに対し、「～ｑの否定的評価」が含まれていない場合（13）に

は当該事態は<提案>（勧め）として相手に提示されるに過ぎないのだと考えられる。 

 従来の研究では、ベキダで述べられた事態の行為者が 2 人称の場合には、<勧め>という

下位用法が用いられると指摘されてきた29。それに対して本研究では、文脈上「～ｑの否定

的評価」という条件が揃えば、<忠告>という意味用法が生じてくると考えるのである。 

 また、行為者が 3 人称の場合について、当該人物が発話時の場にいないため、このよう

な表現性の分化がないと考えられる。「～ｑの否定的評価」が含まれるか否かに関わらず同

じく<事態の妥当性>が表されるが、含まれる方はよりその実現が望まれていると考えられ

る。 

3.1.2行為者が非指示的な場合 

 次に、行為者が「非指示的」である場合をみてみよう。ここでは、まず以下の例文（15-19）

を見られたい。 

 

（15）経済の根本的な暴走が痛々しいほどあらわになった今こそ、われわれは経済と自

身の両方を変えることについて考えるべきだ。       （「Yahoo!ブログ」） 

 （16）ただし、誤解のないようにつけ加えておくと、反対のときだけでなく、その意見

や決議に賛成であれば、これも堂々と賛意を表明すべきだ。 

（『仕事ができる人できない人』） 

 （17）車は冬に買うべきではなく、夏に選ぶべきだ。        （『罅・街の詩』） 

 （18）それにしても女性票と若者達の票の大半が馬英九に流れた事実には注目しておく

べきだ。                    （『迷走中国の天国と地獄』） 

 （19）上司に頼まれた仕事は、上司のスケジュールを確認してからはじめるべきだ。           



 

 

- 50 - 

                    （『仕事ができる人のちょっとしたコツ 400』）

  

 （15）では、述部の「考える」の主体として「われわれ」が明示されている。しかし、「わ

れわれ」によって特定の人物が指し示されているわけではない。そのため、この例は「行

為者が非指示的な場合」に属する例と考える。本研究では、（15）のように非指示的な行為

者が明示されている場合を「行為者表示」と呼ぶことにする。その一方で、（16-19）はい

ずれも「行為者不表示」の例であり、且つ、行為者が「非指示的」である。さらに、それ

らの中でも、（16）には文レベルに主題がないが、（17-19）には主題が存在するという違い

がある。主題がある場合（（17-19））、主題と述部との関係は「主語-述語」ではなく、「目

的語-述語」という関係になっている。例えば（17-19）の例では、それぞれ、「車を選ぶ」

「事実に注目しておく」「仕事をはじめる」という格関係が読み取れる。 

 ところで、（17-19）は、主題に関わる主名詞の指示対象が限定されているか否かという

ことにより、更に細分化できる。（17）における主題「車」は普通名詞であるため、特定の

種類の車ではなく、あらゆる車が含まれることになる。また（18）は、「女性票と若者達の

票の大半が馬英九に流れた【という】事実」のように、連体修飾節と主名詞との間に引用

句「という」の介在が可能30であることから、波線部の「女性票と若者達の票の大半が馬英

九に流れた」という箇所は主名詞である「事実」の内容が表されていることが理解できる。

従って、（17）（18）における「車」と「事実」のような主題の主名詞が限定されていない

という特徴が確認できる。それに対して（19）は、連体修飾節が主名詞を「限定」してい

る。例に即して言えばあらゆる仕事という括りの中で、「上司に頼まれる」という条件を満

たす部分のみ取り上げているのである。このような連体修飾節が表す「限定」の機能につ

いて、詳しく論じたのは大島（2010）である。大島（2010：37-39）では「連体修飾節の基

本的機能は主名詞の表す事物ないし、事物のもつ属性について“限定”を加えることであ

る（中略）そしてこの“限定”には「集合限定」と「属性限定」の２種類がある。」と説明

                                                                                                                                                     
29 ベキダの下位用法を論じるのは高梨（2010）、日本語記述文法研究会（2003）である。 
30 益岡（1994：14-15）は、トイウ内容節は、単に被修飾名詞を限定する表現であるとは言えな
いと指摘した。さらに「トイウ内容節の名詞修飾表現においては、被修飾名詞が内容節の属する
範疇を表すということになる。例えば、「友人が詐欺師にだまされたという話」の場合、「友人が
詐欺師にだまされた」という事態が「話」という範疇に属するということが表現されている。ち
なみに、この表現の代わりに「友人が詐欺師にだまされたという事実」とすれば、同じ事態を「事
実」という範疇で捉えることになるし、「友人が詐欺師にだまされたという事件」とすれば、「事
件」という範疇で捉えることになる。同じ事態であっても、様々な範疇に属するものとして捉え
ることができるわけである。」と説明している。 
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し、さらに、「連体修飾節はすべて属性限定の機能を備えており、主名詞の指示対象があら

かじめ定まっているかどうかによって集合限定の機能が発動されるかどうかが決まるのだ

と考えられる。」と指摘されている。大島は集合限定と属性限定について、次のような関係

を持つとしている。 

 

  属性の取り上げ……………………………………属性限定 

                            集合限定 

  取り上げた属性をもつか否かにより部分集合を切り出す 

                              （大島（2010：39）） 

 

 本研究は大島の用語とその説明を借用する形で、（19）の属性限定が含まれる主名詞句の

場合を「集合限定」と呼び、（17）（18）のような属性限定が含まれない場合を「非集合限

定」と呼ぶことにする。 

 次節から、上述のような行為者表示・不表示に相当する実例について、「～q の否定的評

価」の意味を含んでいるのか否かという観点から考察を進めていく。 

3.1.2.1 行為者表示 

 行為者が非指示的であり、且つ行為者が表示されている例は、今回の調査で 28例が確認

された。そのうち、「～ｑの否定的評価」という意味を含んでいる例は僅かに 2 例であり、

「～ｑの否定的評価」の出現率は、7.14％であった。その一方、「～ｑの否定的評価」が含

まれていないケースの出現率は 92.86％に達している。 

 

 （20）追い詰められるとアメリカはドルに対するルールを変えてきた。日本のリーダー

達は早めに手を打つべきだ。                      （「Yahoo!ブログ」） 

 （21）人は其最善をつくすべきだ。             （『民衆ジャーナリズムの歴史』） 

 （22）シーガイアの破たんを教訓に、全国の自治体住民は第三セクターの経営に徹底し

た監視の目を光らせるべきだ。傷が大きくならないうちに清算する決断も必要で

ある。                                      （『中日新聞』） 

 

 （20）（21）は「～ｑの否定的評価」が含まれていないと考えられ、（22）は含まれてい

ると考えられる。（20）は、～ｑの「日本をリーダー達が早めに手を打たない」ということ
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に対し、それに関する否定的評価を述べてはいない。それに対して（22）では、前後の文

脈からみれば、「（前略）監視の目を光らせなければ」（～ｑ）、破たん、傷が大きくなると

いう望ましくない事態を予想していることが読み取れる。ところで、なぜ行為者が指示的

な場合と異なり、「～ｑの否定的評価」が含意されていない例が圧倒的に多いのであろうか。

以下、この点について検討したい。 

 「～ｑの否定的評価」が含まれる場合、ｑを実現しなければ望ましくない事態も起こる

という含意を通して、ｑの非実現（～ｑ）を極力避けようとする判断が行なわれている。

そこから、ｑの実現への必然性が生じてくるのである。 

ところが、行為者が非指示的な場合には、行為者全員に事態ｑを実現するよう働きかけ

ることは、法律・規則でもない限り、困難であると考えられる。「～ｑの否定的評価」があ

るとしても、リーダー達・人のような特定できない行為者が全員ｑを実現する保証が持て

ないからである。従って、「～ｑの否定的評価」を通じて、ｑ実現の必要性が強調されると

しても、意味を持たないと考える。むしろ、「～ｑの否定的評価」に触れずにただ理想的な

事態を述べるケースが用いられやすいのである。従って、（21）は、全ての人に「其最善を

つくす」ということを要求していると解釈されるのではなく、「其最善をつくす」ことが一

つの理想的な事態であると述べるものと解釈されるのである。 

3.1.2.2 行為者不表示 

3.1.2.2.1 主題なし 

 行為者が非指示的であり、かつ、行為者を不表示である実例は、全部で 249 例みられた。

そのうち、文レベルの主題が存在しないものは、185 例であり、実例の全体的な割合から見

れば、最も用例数が多い。その中で「～q の否定的評価」が含まれる実例は 45 例であり、

その出現率は 24.32％である。どちらかと言えば、「～q の否定的評価」が含まれない場合

のほうが多いことが分かる。 

 ここでは、まず実例から見ていこう。 

 

 （23）漠然と外から大企業を眺めていたのでは、その本当の姿はわかりにくい。そこで

積極的に大企業の社員たちと交流を持つよう務めよう。交流の中から、見習うべ

き点、危うい点などを知ることができる。ものの見方・考え方は、多くの人との

交流を通して学ぶのが最善の方法である。話を聞き、内容を評価し取捨選択する

力を、若いときから養うべきだ。      （『技術者のための独立の心得 120』） 
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 （24）派遣で一生働けば 正社員より生涯収入は約１億円少なくなるとの試算がある。

２〜３ケ月程度で契約期限が来て更新を重ねる・・・おちおち将来の自分の為に

投資する余裕もない。これはまさしく 蟹工船と同じ 奴隷労働に他ならない。

働き方の多様性等と言うインチキな言葉に惑わされず、正業としての正社員にな

るべきだ。                       （「Yahoo!ブログ」） 

 

 （23）は「～ｑの否定的評価」が含まれていない事例である。（23）では、～ｑの「話を

聞き、内容を評価し取捨選択する力を、若いときから養わない」ことに対して、否定的な

評価が叙述されていない。ｑをただ最善の方法として提示されているに過ぎないのである。 

一方、（24）は「～ｑの否定的評価」が含まれている。「正業としての正社員にならない」

ことに対し、波線部に示された「奴隷労働に他ならない」などという否定的な評価が見ら

れる。 

すでに言及した点であるが、主題が存在しない場合には、「～ｑの否定的評価」を含意し

ない実例が相対的に多いと見られる。なぜこのような傾向があるのであろうか。それは「行

為者が非指示的且つ行為者表示」の場合と同様に、非指示的である行為者が全員事態ｑを

実現することに対しては、法律・規則がない限って強く働きかけるのが難しいためである。

このように特定できない行為者全てがｑを実現する保証はないため、「～ｑの否定的評価」

を通じ、ｑへの実現要求の必要性も低くなっているのである。 

3.1.2.2.2 主題あり 

 本研究では、文レベルに主題が存在する場合において、主名詞の指示対象を「非集合限

定」と「集合限定」とに既に区別を行った。 

 その後、本研究の調査によって得た、主名詞が「非集合限定」に属する例文は僅か 12例

であった。その中で、「～ｑの否定的評価」が含まれている実例は見当たらない。 

  

 （25）車は冬に買うべきではなく、夏に選ぶべきだ。      （例文（17）の再掲） 

 （26）それにしても女性票と若者達の票の大半が馬英九に流れた事実には注目しておく

べきだ。                       （（例文（18）の再掲）） 

 

 前後の文脈からみれば、いずれも「～ｑ」に関わる否定的な評価がないと言えるだろう。

（25）を事例にみた場合、「車を夏に選ばない」からといって、特に何か望ましくない事態



 

 

- 54 - 

が共に起こるわけではないのである。それに対し、集合限定の場合はどうであろうか。 

 主名詞が「集合限定」に相当する 53例の中で、52例は「～qの否定的評価」が含まれて

おり、98.11%という極めて高い割合を占めた。 

 

 （27）フロというものは厳粛で、危険なものだとぼくは思っている。食事と同じく、一

日のうちのたいへん重要な行為である。風邪ぎみのときはけっしてフロにはいっ

ちゃけいけない。湯ざめをしたら風邪をひくから、きちんと肩までつからなくち

ゃいけない。おフロの中ではしっかりからだを洗い、まちがってもはねをとばし

て人にかけたりフロおけの中にもぐったりするような遊び（妻はする。そして、

はねを飛ばされたコドモは泣いて、フロ場はおおさわぎになる）はするべきでは

ないのである。フロの中での遊びは、しっぽりした皮膚接触にとどめるべきだ。      

（『パパはごきげんななめ』） 

 （28）命を奪ってもせいぜい無期、十二〜３年で釈放とは、被害者にはやり切れないよ

ね。日本には終身刑が無いのも問題だ、アメリカの様に懲役百年とか刑法の改正

が急がれるが誰も腰を挙げない、人の命を奪う奴は一人でも死刑が当然だ、性犯

罪を犯すやつや引ったくりする奴は、三十年以上出て来られない様にすべきだ。

施行猶予なんて猶予中の対策は有っても無いが如き監禁王子の例を見れば、お粗

末さを今回露呈したの」を見れば犯罪刑法のお粗末さが良く判る。 

（「Yahoo!知恵袋」） 

                      

 （27）の主名詞である「フロの中での遊び」は、あらゆる遊びの中で敢えて「フロの中

で」ということで「遊び」という範疇が限定されている。（28）も同じケースで、犯罪者の

中で具体的な犯罪行為として「性犯罪を犯す」や「引ったくりする」が挙げられ、これら

の罪を犯した犯罪者に絞られることで、話題がより展開していくのだと考えられる。 

 （27）は、波線部の「フロというものは厳粛で、危険なものだとぼくは思っている」と

いう箇所から、表現者の立場がわかる。その後に続く、「まちがってもはねをとばして人に

かけたりフロおけの中にもぐったりするような遊びはするべきではないのである」という

文脈から理解できることは、表現者にとって風呂が決して遊び場ではない点である。その

うえ、括弧の中で述べられた表現者の経験から言えることは、～ｑすれば子供が泣いたり、

大騒ぎになったりするということである。 
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 遊びという範疇では、「フロの中での遊び」のみならず、公園や遊園地での遊びなどが幾

らでも考えられる。（28）では、殺人の犯罪を除けば、犯罪には性犯罪や引ったくり以外に、

著作権侵害の犯罪、横領罪なども含まれている。ところが、「しっぽりした皮膚接触にとど

める」と「三十年以上出て来られない様にする」（そうしなれば、望ましくない事態が起こ

る）ということに該当するのは「お風呂での遊び」と「性犯罪・引ったくり」のみに限定

されていることになる。即ち、「お風呂での遊び」や「性犯罪・ひったくり」は「～ｑの否

定的評価」によって限定されているのである。井島（1999：124）では、当該要素と他の要

素とを対照する際、「当該要素が他の要素全体と異なった範疇に分類される場合」を「限定」

とされている。言い換えれば、「～ｑの否定的評価」を通じて限定される行為（コト）を主

題化することにより、限定性を帯びるのである。この結果、当該事態が実現する妥当性を

具体化していると言えよう。 

3.2結論 

 3 節では、ベキダについて、「～ｑの否定的評価」が含まれる場合と含まれない場合とが

共に表せると判断した上で、それぞれのケースがいかなる条件の下で現れてくるのかを考

察してきた。 

調査の結果、行為者が指示的である場合、「～ｑの否定的評価」を含んでいる実例の割合

は 84.61%（130 例中 110 例）、行為者が非指示的である場合、35.74％（277 例中 99 例）と

なった。この結果、行為者が指示的である場合の方が非指示的である場合より圧倒的に「～

ｑの否定的評価」を含んでいる用例が多いことが分かった。ところが、行為者が非指示的

である場合、集合限定という性質の主題が介在する場合のみに限定すれば、「～ｑの否定的

評価」の出現率が極めて高いことも確認できる。ここではそれぞれのケースの割合につい

て、以下、表 1で整理しておく。 
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表 1：用例中の「～ｑの否定的評価」の有無（筆者作成） 

 

なぜ「行為者が指示的」である場合と、行為者が非指示的且つ主題が「集合限定」であ

る場合のみにおいて、「～ｑの否定的評価」が含まれやすくなるのだろうか。この点につい

て、本研究では、「～ｑの否定的評価」が用いられることはｑへの実現の要求に対する妥当

性がより強まるためだと考える。そのため、特定できる人物に当該行為の実現をより要求

する際、「～ｑの否定的評価」が用いられることにより、ｑへの実現の必然性が生じてくる

のである。また、行為者が非指示的な場合には、限定されたコト（行為）は他の行為と区

分しその限定性を生じさせるために、「～ｑの否定的評価」が用いられることになるのでは

ないかと考える。 

 一方、行為者が「非指示的」且つ限定される行為が含まれない場合であれば、不特定な

行為者にｑの実現を強制に要求することが難しくなり、～ｑの否定的評価に触れずに単な

る理想的な事態が叙述されることとして捉えられる。 

 以上のように、本研究ではベキダとホウガイイは「～ｑの否定的評価」というニュアン

スがあるのか否かと一線を画するのではなく、両者が述べた「～ｑの否定的評価」がどん

「～ｑの否定的評価」があり 「～ｑの否定的評価」がなし 

 
 
 
 

行
為
者 

（
合
計4

0
7

例
） 

指

示

的 

1 人称 94.74%     (19例中 18例) 5.26%      （19例中 1例） 

2 人称 85%      (20例中 17例) 15%        （20例中 3例） 

3 人称 82.42%        (91例中 75例) 17.58%     （91例中 16例） 

非

指

示

的 

行為者表示 7.14%          (28例中 2例) 92.86%     （28例中 26例） 

行為者 

不表示 

主

題

有 

非集合限

定 

0%(11例中 0例) 

 

100%       （11例中 11例） 

 

集合限定 

 

98.11% 

（53例中 52例） 

1.89％      （53例中 1例） 

 

主

題 

無 

単なる行

為者不表

示 

 

24.32% 

(185例中 45例) 

 

75.68％  （185例中 140例） 
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な場合に見られるのか、これを考察しなければならないと考える。 

 

4.<当為判断>との関連 

本研究の調査により、先行研究が指摘したのと同じように、ベキダは、表現者は制御可

能且つ未実現な事態の実現が望ましいと判断する場合にしか用いられないことが分かった。 

 （29）「もっと生活を楽しむべきだ。」（（1）の再掲） 

 このことから、ベキダで述べられた判断は<当為判断>のみを表しているとも言える。こ

の点については、価値判断のモダリティにおける大きな特徴として見なすことが出来る。

このように、<当為判断>からベキダを見た場合、その特徴は表 2 のようにまとめられる。

なお、便宜上のため、表の中の○は当該の場合が見られる事を指し、×は当該の場合が見

られないことを意味している。 

表 2：<当為判断>からみたベキダ（筆者作成） 

   「べきだ」 

<当為判断>を表す場合     ○ 

 

<当為判断> 

を表さない場合 

 既実現な事態     × 

 制御不可能な事態     × 

 望ましくない事態     × 

 表現者以外の判断     × 
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Ⅱ 「ほうがいい」 
 

 

1.はじめに 

 本研究においては、ホウガイイについて、「ｐより qほうがいい」という比較の意味が含

まれていると認めた上で、次の 3点を中心にホウガイイを論じていく。まず、3節では、「差

異比較構文」という観点から、ホウガイイで表された「～ｑの否定的評価」が如何なる条

件の下で含意されやすいのかとの問題意識に立ち、「-ルほうがいい」と「-タほうがいい」

の相違点と共通点を明らかにしていく。続いて 4節では、「～ｑの否定的評価」との関連か

ら、ベキダとホウガイイの共通点と相違点を論じる。そして、最後の 5 節では、本研究の

考察結果を踏まえながら、<当為判断>の面からホウガイイの特質を論じる。 

 

2.先行研究とその問題点 

2.1「ほうがいい」 

 高梨（2010）によれば、「ｑほうがいい」は「ｐよりｑほうがいい」のように、ｑに肯定

的な評価を与えるという比較構文の特徴がある上に、ｑをしなければ何か悪い結果になる

というニュアンスが含まれている。例えば、以下の（1）のような例文の場合、「傘を持っ

て行かなければ（～ｑ）、雨に濡れてしまう」というニュアンスが含まれている。 

 

  （1）傘を持っていったほうがいいよ。雨が降りそうだから。   （高梨（2010：96）） 

 

 本研究では、先行研究が指摘した通りホウガイイには「ｐよりｑほうがいい」という比

較構文の特徴を認める。ところが、ｑホウガイイはｑに肯定的な評価を下しているといっ

ても、必然的に「ｑをしなければ、悪い結果になる」という「～ｑの否定的評価」がある

というわけではないと考える。「～ｑの否定的評価」が含まれない事例として、例えば次の

例文を見てほしい。 

 

  （2）ですけど、↑の方々が書いてある通り、合う、合わないというのがありますし、

学習塾に頼るより、学校の先生に積極的に質問するように、こころがけるほうが

いいと思います。                    （「Yahoo!知恵袋」） 
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 （2）では、「学習塾に頼る」（ｐ）と「学生の先生に積極的に質問するようにこころがけ

る」（ｑ）という二つの事態を比較した結果として、ｑに肯定的な評価が与えられている。

ところが文脈上、「学校の先生に積極的に質問することをこころがけない」のであれば（～

ｑ）、何かの悪い結果を引き起こすことには触れてない。故に、（2）のような場合には「～

ｑの否定的評価」が含まれているとは考えにくいのである。 

 このように本研究では、ホウガイイについて差異比較の意味特徴が含まれている点を認

めながら、「当該事態ｑは事態ｐ（もしくは～ｑ）より望ましいと判断する」と定義し、「～

ｑの否定的評価」が表される場合がある一方で、そうでない場合もあると考えたい。 

 次節では、ホウガイイの中に含まれる「-ルほうがいい」と「-タほうがいい」の違いに

ついて、先行研究のを参照しながら、その問題点を指摘する。 

2.2「-ルほうがいい」と「-タほうがいい」 

 森山（1997）、曹（1998）、日本語記述文法研究会（2009）などの研究は、「-ルほうがい

い」と「-タほうがいい」の相違を論じる際、前者が「一般事態」、後者が「個別事態」を

表すという使いわけが見られると指摘している。曹（1998）は、その根拠として行為者が

指示的な場合であれば、「-タほうがいい」を使うことがより自然だとしている。 

  

  （3）体の調子が悪い時には、病院へ行く/?行った方がいいと思います。 

  （4）顔色が悪いよ。病院へ??行っく/行ったほうがいいよ。 

                                 （曹（1998：69）） 

 

 また、曹（1998）では、実現を前提にしている事態は、「-タほうがいい」のみが適切な

文であり、結果状態の「ている」と置き換えられると指摘されている。 

 

  （5）（化粧した友達を見て） 

    あなたはやっぱり｛*化粧する/化粧した}ほうがいいよ。 

    （＝）あなたはやっぱり化粧しているほうがいいよ。 

                                   （曹（1998）） 

 

 ところが、「一般事態」と「個別事態」という使い分けは、次のような例文を説明するこ

とが難しい。 



 

 

- 60 - 

  （6）営業力はないよりあったほうがいい。      （『"田舎"社長の成功経営術』） 

  （7）そして、こうなったらいっときも早く、麻衣子は金沢からいなくなるほうがいい

と考えた。                          （『地の星』） 

  

 一般事態・個別事態という事態の主体が指示できるか否かという論に立てば、（6）は主

語が非指示的であるため、「一般事態」に属していることになる。一方、（7）は指示的な主

語の「麻衣子」が存在するため、「個別事態」に属している。では（6）においては「-タほ

うがいい」が選択され、（7）では「-ルほうがいい」が選択されたのはなぜであろうか。こ

の点から、両者の相違を一般事態・個別事態から捉えることは限界があり、再検討する余

地があると考えられる。 

 

3.考察 

 本節では、「-ルほうがいい」と「-タほうがいい」について、ホウガイイにおける「p よ

りｑほうがいい」という比較構文の意味特徴に当てはめて検討することで、両者の違いを

究明することが目的である31。 

3.1差異比較構文 

 本論に入る前に、まずホウガイイは比較構文の中でどこに位置づけられるのかを確認し

たい。日本語の比較構文に関し、その全体像を体系的に整理したのは森山（2004）である。

また、対照研究の観点から、比較構文の記述の一般化を図ったのは于（2013）である。 

 森山（2004）は、比較形式の分類を次のように整理している。 

 

 a.二者間有差比較 

  松茸は椎茸より高い。 

  b.属性非明示型「より」構文 

  人に聞くより自分で調べるべきだ。32 

  c.同程度比較 

                                                   
31 本研究では、より「-ルほうがいい」と「-タほうがいい」の違いをより明らかにするために、
状態に関わる「-テイル」が含まれている場合を考察対象から外し、それ以外の考察を行う。 
32 森山（2004：34）はこのケースについて、｢一見その共通属性が見えにくい（仮に「属性非明
示型より構文」と呼ぶ）。比較の文ではないという見方もあろうが、この場合、「人に聞く」とい
う述語と「自分で調べる」と言う述語が、動きの価値における適切性（いわば「望ましさ」）に
おいて比較されていると言える。」と述べている。 
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野生の舞茸は松茸ほど高い。 

 ｄ.最上級 

茸の中では松茸が｛最も・一番｝高い。 

 

一方、于（2013：87）では、次のような分類が見られる。 

 

                              （于（2013：87）の表） 

 

この二つの体系に基づいて言えば、比較対象のｐとｑの間に有意な差が付けられるホウ

ガイイは、森山の「二者間有差比較」と、于の「差異比較構文」に相当する。便宜上、于

の用語を借用しながら、「-ルほうがいい」と「-タほうがいい」において表された差異比較

構文の仕組みを検討する。 

3.1.1差異比較の仕組み 

 「ｐよりｑほうがいい」を以てｐとｑを比較する際、以下に示す五つのパターン(①－⑤)

があると考える。なお、太字と下線は、当該事態に表現者による「否定的評価」が存在す

ることを指し示している。また、比較対象のｐ・ｑ・～ｑについて、ｐとｑは、形式上・

意味上で共に独立して異なった事態に属している。一方、ｑと～ｑは、肯定・否定という

対立的な事態を表している。ここでいう肯定・否定が対立している事態は、形式上の対立

のみならず、意味上においても肯定・否定の対立的な事態が含まれる。 

 例えば、「これまで通りにする」という事態の反対は、「これまで通りにしない」と考え

られるため、即ち「変える」などにも対応できる。そのため、「これまで通りにすること」

と「変えること」は形式上、肯定・否定としては捉えられない。が、意味上からみれば、

同じく肯定・否定という対立的な事態として捉えることが出来るのである。 

          言語 

比較範疇 

       用例 

中国語 日本語 

平等比較構文 張三跟李四一樣聰

明 

鈴木さんは林さんと同じぐらい

頭がいい 

差異比較構文 張三比李四聰明 田中さんは林さんより頭がいい 

最上級比較構文 班裡張三最聰明 富士山は日本で一番高い山です 
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①  ｐ < ｑ 

② ～ｑ < ｑ 

③  ｐ < ｑ 

④  ｐ < ｑ 

⑤ ～ｑ < ｑ 

 

 上述の五つのパターンに関して、まず①と②から説明する。この二つの場合は、どの比

較の事態であれ、表現者による否定的評価が存在してない。そのため、取り上げられた事

態が並行して比較された後、「ｑ」には相対的に良いという肯定的評価が付与される。 

 

「① ｐ < ｑ」 

  （8）（問）33今度中学校 1 年生になる女の子と、小学校 5 年生になる男がいます。埼玉

県上尾市の上尾駅周辺で、学習塾を探しています。どの塾がいいでしょうか？あ

るいはやめたほうがいいという塾はありますか？情報をよろしくお願いします。 

      （答）私上尾生まれ、上尾生まれ、上尾育ちの二十三歳大学院生です～。私が中学

生の時は、あづま進学教室というところに通っていました。。運が良かったのか、

素敵な先生方に３年間教えていただきましたよ。 

    ですけど、 の方々が書いてある通り、合う、合わないというのがありますし、

学習塾に頼るより、学校の先生に積極的に質問するように、こころががけるほう

がいいと思います。             （「Yahoo!知恵袋」（（7）の再掲）） 

「②～ｑ < ｑ」 

  （9）（問）スペインに行きたいのですが、スペイン語は話せないとだめですか？英語は

どのぐらい使われているのでしょうか？ 

（答）外国人がよく来るホテル、レストランなどでは割と通じます。もちろんスペ

イン語を少し話せるほうがいいです。           （「Yahoo!知恵袋」） 

 

①の「ｐ < ｑ」に属する（8）は、比較対象の「学習塾に頼ること」（ｐ）であれ、「学

校の先生に積極的に質問するように心がけること」（ｑ）であれ、いずれも表現者による否

定的評価が確認できない。②の「～ｑ < ｑ」に属する（9）では、～ｑが文脈上明示さ
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れていないが、比較対象として「スペイン語を少し話せる」（ｑ）と「スペイン語を少しも

話せない」（～ｑ）というケースが想定される。そして、波線部の「（スペインには）外国

人がよく来るホテル、レストランなどでは割と（英語が）通じます」という箇所から分か

ることは、「スペイン語を少しも話せない」（～ｑ）としても、特に悪い結果にならない点

である。 

このように①と②の場合では、どの比較の事態にも否定的評価が与えられておらず、並

行した比較が行われている。そのため、ｑに与えられた肯定的評価は絶対的なものではな

く、「相対的」なものと考えられる。 

 一方、表現者の否定的評価が含まれる③④⑤の場合はどうであろうか。ここでは先ず、

③の場合から見ていこう。 

 

「③ｐ < ｑ」 

 （10）スプーンは大きすぎて食べにくい。あんな大きなものに飯をのっけて口の中へつ

っこんでいる図は美学的にもよろしくない。というのが女房の父親のリクツであ

ったらしい。言われてみればたしかにその通りで昔のスプーンはずいぶん大きか

った。あれに飯をのせて口に入れるのは、特に女性の場合、骨が折れることにち

がいない。実際に試してみると、フォークのほうがずっと食べいい。フォークの

隙間から飯がこぼれ落ちるなんてことは全くない。スープではないのだからスプ

ーンを使う必要はどこにもないわけだ。カレーライスを食べる前にまずスプーン

をコップの水に突っこむという儀式を考えついた人物よりは、カレーライスはフ

ォークで食べたほうがいいんじゃないか、と発想した頭のほうが上等だろう。             

（『われらカレー党宣言』） 

 

 （10）では、比較対象となっている「カレーライスはスプーンで食べる（ｐ）」と「カレ

ーライスはフォークで食べる（ｑ）」に対して、波線部のように「昔のスプーンはずいぶん

大きかった。あれに飯をのせて口に入れるのは、特に女性の場合、骨が折れることにちが

いない」などの否定的な評価を下している点から理解できるのは、ｐに否定的評価が確認

できるという点である。このことからｐとｑを比較した結果、ｑに肯定的評価が与えられ

ていることが分かる。 

                                                                                                                                                     
33 理解しやすくするために、この例文における「（問）」と「（答）」は筆者が追加した。 
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 ところで、ｐとｑを比較する際、ｐに否定的評価が含まれているからといって、ｑに絶

対的な肯定的評価が与えられるというわけではない。これを具体例に即して考えてみよう。

例えば、「バナナ・林檎・蜜柑」という目の前の集合に対し、バナナが嫌いで、且つ葡萄が

一番好きな人が「蜜柑のほうがいい」と発言した場合、特に「蜜柑を選ばなければ、何か

悪い結果を引き起こす」という意味が含まれていないと考えらえる。よって、この発話の

中では蜜柑が絶対的な価値が付与されておらず、相対的な価値が付与されているのである。 

次に、比較対象のｐとｑとも否定的評価が含まれている④のケースについて見てみよう。 

 

「④ｐ < ｑ」  

 （11）「この話、テレーズに打ち明けてもいいだろう？」「いいさ、陰で二人に茶化され

るより、堂々と笑われるほうがいい」「何も笑っちゃいない」「笑っているじゃな

いか」私はエドモンに抗議する。                （『薔薇窓』） 

  

 （11）では、「陰で二人に茶化されること」（ｐ）と「堂々と笑われること」（ｑ）は、い

ずれも表現者にとって望ましくない事態である。このようなｐとｑが共に否定的評価を含

んでいる場合には、「強いて言えば」というニュアンスが考えられ、「ｑのほうがまし」と

いう意味合いが込められている。このようにｐにもｑにも否定的評価が存在するため、両

者が並行して比較されている。即ち、ｑにおける肯定的評価は相対的なものだと言える。 

続いて、⑤の場合はどうであろう。 

 

「⑤～ｑ < ｑ」 

 （12）あまりにたまげたので、あちらこちらで書いてしまったが、今まで会ったなかで

いちばんの大酒飲みは、若い女性であった。ビールを大ジョッキで十四杯飲んで

のを目撃した私は、ただ呆然とするだけであった。「いい加減でやめたほうがいい

んじゃない」といっても、「平気です。このくらい、何でもありません」と元気い

っぱいだった。                       （『肉体百科』） 

 

 （12）は、「続けて飲む（～ｑ）」と「飲むことをやめる（ｑ）」という否定・肯定が対立

した事態が比較対象となっていると言える。そして、前後の文脈で示された「いい加減で

～じゃない」の箇所から理解できることは、表現者が相手の行動（ビールを大ジョッキで
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十四杯飲んできる。さらに続けて読むこと）に対して否定的評価を与えている点である。

肯定と否定が対立した事態を比較する際に、否定の「～ｑ」に否定的評価が存在すること

で、肯定の「ｑ」に絶対的な肯定価値が付与されるのである。 

 上述のように、⑤にのみ当該事態「ｑ」に絶対的価値が付与される点は、①②③④と異

なっている。そのため、本研究では、差異比較の仕組みとして⑤を「絶対的差異比較」、①

②③④を「相対的差異比較」と区別する。 

 その中で、望ましくない事態が比較される④の場合、「～ほうがまし」34という意味が含

まれているため、「低比較」と名づける。それに対し、①②③の場合は単にｑをより「望ま

しいもの」として比較しているため、「高比較」と名づけることにする。この五つのパター

ンによる差異比較の仕組みは、次の図 1に示した通りである。 

 

図 1：「差異比較の仕組み」（筆者作成） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次節からこの仕組みに従って、「-ルほうがいい」と「-タほうがいい」の実例を検討して

いきたいと思う。 

                                                   
34 森山（2004：35）は「（～の方が）ましだ」について、「ひどさの度合いが少ない」ものとし
て選択するという意味になっていると述べる。そのほか、安達（2001：14）も「X するくらいな
ら Y する方がｐ」型比較構文について、「どちらかと言えば Y の方がましである」との判断を伝
えるものと述べている。 

  

        絶対的差異比較： ⑤～ｑ<ｑ 

 

差異比較構文 

                高比較：① ｐ<ｑ 

        相対的差異比較               ②～ｑ<ｑ 

                       ③ ｐ<ｑ    

                   

                                     低比較：④ ｐ<ｑ 
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3.1.1.1 絶対的差異比較 

 「絶対的差異比較」とは、肯定・否定が対立した事態を比較する際に、否定事態～ｑに

は表現者の否定的評価が含まれることにより、肯定事態ｑにおいて絶対的な肯定価値が付

与されることを指す。そこには、「ｑと～ｑでは、～ｑには否定的評価があるため、必然的

にｑを選択することになる」というような「論理関係」が存在している。 

 実例調査によれば、～ｑに関与する否定的評価は、多くの場合には理由・原因の接続辞

によって明示されている35。理由・原因の接続辞の分類について、以下、前田（2009）にお

ける分類を参考にし、実例をもとに考察しいく36。 

 

 （13）a.「から」「ので」系…から・のだから・ものだから・からには・からこそ・ので 

    b.とりたて助詞系……だけに・ばかりに 

        c.名詞系………………ために・あまりに・せいで・おかげで・もので・以上・結 

果・手前・上は・限り 

                               （前田（2009：125）） 

 

 本研究の調査によれば、「-ルほうがいい」と「-タほうがいい」は共に、「絶対的差異比

較」に相当する例文がある。ところが、例文全体の中で、絶対的差異比較の出現率に関し

ては、「-ルほうがいい」が 26.4％である一方で、「-タほうがいい」は 84.8％であるという

結果を得た。 

3.1.1.1.1「-タほうがいい」 

 「-タほうがいい」で表された絶対的差異比較において、「～ｑの否定的評価」が原因・

                                                   
35 実例によれば、収集した「-タほうがいい」の 145例の中では、原因・理由の接続辞が明示さ
れた例は 70 例が見られる。一方、合計 52例の「-ルほうがいい」の中で、原因・理由の接続辞
が明示されたのは 22 例である。それぞれの場合には、原因・理由の接続辞が明示されない 75
例と 30例に関して、次の二つの例のように文脈から判断するしかない。 
・「おれたち、だめなんじゃないかと思う。別れたほうがいいのかなあって」（『好きから始まる
物語』） 
・「そのバシリってお男を信じるの？私は信じないわ。バシリの言葉も、ドイツ人の言葉も、聞

かなかったこととして、こっちはこっちで計画を練るほうがいい」命を賭けるほどに大切な金
を、ドイツ人が日本人に託する筈はない。（『海辺の扉』） 

 この 2 例はいずれも波線部で引いたところから見れば、「～q」に対する表現者の否定的評価が
覗ける。 
36 なお、本研究の考察によれば「-ルほうがいい」と「-タほうがいい」の実例においては、「～
q の否定的評価」が「とりたて助詞系」で表される例文は見当たらない。よって本研究では、専
ら「から・ので系」と「名詞系」に相当する実例を載せることとした。 
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理由の接続辞によって明示される実例を以下に挙げる。 

 

「から・ので系」 

 （14）最近食べ過ぎて頬っぺたがぼっちゃりしているから、すこしダイエットしたほう

がいいな。                   （『死神村の三百歳探偵団』） 

 （15）あと、菊だけはやめといたほうがいいわよ。あれはどっちかって言うと仏壇用な

んだから。                        （『蠍のいる森』） 

 （16）最初にいったようにこの事例の場合、無料でやるとハッきり契約したのかどうか

定かでないので、弁護士に依頼する時にには、そういう金銭的な面をハッキリい

う弁護士に依頼したほうがいいというコメントしかできないのが正直なところで

ある。                 （『正しい弁護士の選び方・活用法』）                  

「名詞系」 

 （17）しかし、最近のサッカーを見ていると、ゴールを決めるためにサッカーをしてい

るのではなくて、ゴールを決められないために、サッカーをしているように思う

のです。ゴールを決められないためには選手の個性を生かすよりも、個性を押え

たほうがいい。                 （『ジーコの｢勝利の法則｣』） 

 

 （18）表層に近いところをゆっくり探るなら、沈みの早いキャステインタイプｄよりも   

    ゆっくりと沈む軽めの（3～6ｇ）ノーマルタイプを使ったほうがいい。             

                               （『防波堤釣り入門』） 

 （19）「人に言えない恋は、不幸な恋ってことよ。止めたほうがいいよ」  （『ひらり』） 

 （20）こんなこと・・・やめたほうがいいわ。命あっての物種だもの。 

（『新宿 25時の戦慄』） 

 

 「ので・から系」では、例えば（14）は「少しもダイエットしない」こと（～ｑ）につ

いて、カラ節によって表された「頬っぺたがぼっちゃりしている」という望ましくない現

状を述べている点から、～ｑには否定的評価が含まれていることが分かる。そのため、ｑ

と～ｑを選択した結果、「すこしダイエットする」（ｑ）という結論にたどりつくのである。 

 名詞系の（19）では、「人に言えない恋は、不幸な恋ってこと」という普遍的な価値観か

ら判断して、「（人に言えない恋を）やめない」（～ｑ）のであれば、「不幸」な恋になると
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している。故に、ｑと～ｑの中で、「（人に言えない恋を）やめる」こと（ｑ）が、必然的

に選択されるべきであることを相手に伝えているのである。 

 「絶対的差異比較」の場合は、このようにｑと～ｑという二つの選択肢の中で、～ｑに

対する否定的評価が存在するために、ｑの実現に対する必然性が生じてくるのである。よ

って、（14）のような行為者が 1 人称の場合であれば、ｑをするという<意向>37を表すこと

ができる。また、（15）・（19）のような行為者が 2人称の場合であれば、<忠告>の働きが生

じてくる。 

 また、興味深いこととして行為者が 2人称の場合には、次のようなケースが確認できる。 

 

 （21）「なんのことだかわからないわ」「いいさ。あとで麻酔分析にかける。そのあとで、   

    気のどくだがこのうつくしい体は息をしない物体になる。さあ、最後の男を存分 

に愉しんだほうがいいぜ」                 （『ガラスの壁』） 

 

 （21）の中の波線部、「あとで麻酔分析にかける。そのあとで気のどくだがこの美しい体

は息をしない物体になる」の箇所は、「表現者」が相手に何らかの傷害を与えているものと

読み取ることが出来る。このような場合を仁科（2009：66）は「当該事態を実現しなかっ

た場合、行為者に不利益がもたらされるということを告知する。その不利益は話者によっ

てもたらされることが多い」とし、「-タほうがいい」の一つの下位分類に含まれる<脅し>

と捉えている。本研究も、こうした仁科の主張に従う。 

 また、本研究の考察によれば「-タほうがいい」の絶対的差異比較の場合には、（14-21）

のように、述部が<達成の自己制御性>で表された制御可能、且つ未実現な事態しか確認す

ることができないのである。このように表現者は、～ｑの否定的評価を通じてｑの実現が

必要だと判断しているため、この場合は<当為判断>のケースとして見なすことができる。 

3.1.1.1.2「-ルほうがいい」 

 本研究の調査によれば、「-ルほうがいい」は同じく絶対的差異比較が用いられている。 

                                                   
37 価値判断のモダリティはこのように行為者が１人称と共起する場合、意向・意志との意味合
いが生じて来ると考えられる。ただし、スル、シタイなどの典型的に表現者（話者）の意志を表
す形式とは異なる。孫（2014）では、意志のモーダルな意味を「情意的なもの」と「認識的なも
の」に分けられている。例えば、スル、シタイは「行く」「行きたい」のように「どうしても行
きたい」という抑えられない感情が表す「情意的なもの」がある一方で、「行く」は「行くこと
になっている」という認識の表示の場合もある。それに対し、価値判断のモダリティは、即座の
意志が表せなく、（14）のように何らかの状況（例えば、q しなければ、否定的評価がある）に
基づいて、ある認識の表示しか表せないと考える。 
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「から・ので系」 

 （22）社会復帰もいっきに元に戻れると思っていたのができなくてショックを受けたり

するから焦らずにリハビリをしながら戻っていくほうがいいらしいのですが。        

                                （「Yahoo!ブログ」）  

 （23）栄養剤は総合栄養食の代わりにはならないので、やはりきちんとしたフードをあ

げるほうがいいでしょうね。               （「Yahoo!知恵袋」） 

（24）お尻の穴を中心にして、時計で言う 4時と 8時の場所にあります。下から搾り出 

すような感じでやるといいのですが、かなり強烈なにおいがします。飛び散った

りしても大丈夫なように、シャンプー時にされるほうがいいですね。                    

（「Yahoo!知恵袋」） 

 （25）半分の時間は、衰えていく体力と、病の苦しみとの戦いに使われるだろうが、そ

れだけならなるべく早く終わりがくるほうがいい。    （『遥かなる旅路へ』）        

 （26）傭兵にすれば戦争が終わってしまえば、失業しなければならない。それなら、戦

争がいつまでもつづくほうがいい。           （『鞭打ちの文化史』） 

 

 例えば、（24）の波線部から読み取れるのは、～ｑ（シャンプー時にしない）のであれば、

「においがするうえに、飛び散る」という望ましくない事態が起こることである。よって、

「シャンプー時にする」（ｑ）と、「シャンプー時にしない」（～ｑ）とを比較した結果、必

然的にｑのほうが選択されるのである。 

 そのため、「-タほうがいい」と同様に、事態の行為者が 2人称の場合（（23））であれば、

<忠告>という意味用法が生じる。ただし、「-ルほうがいい」には<脅し>の例文は見当たら

ない。 

 また、「-ルほうがいい」で表された絶対的差異比較では、（25）の「早く終わりがくる」

コトと、（26）の「戦争がいつまでもつづく」コトのような「非自己制御性」の事態のケー

スも見られる。（26）では、傭兵にとって、「戦争がいつまでも続く（ｑ）」ことと、「戦争

が終わってしまう（～ｑ）」ことの中で、「～ｑ」の事態の実現は失業を意味する。そのた

め、「戦争がいつまでも続く」という非自己制御性の事態は、傭兵の<願望>として表される

のである。このように「-タほうがいい」とは異なり、「-ルほうがいい」は「非自己制御性

の事態」と共起可能であり、<願望>の用法が用いられる。 

 これまで「絶対的差異比較」の場合における、「-タほうがいい」と「-ルほうがいい」の
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共通点と相違点を考察してきた。次節では、「相対的差異比較」のケースを検討していく。 

3.1.1.2 相対的差異比較 

 相対的差異比較の場合には、「①ｐ < ｑ」と「②～ｑ < ｑ」、及び「③ｐ < ｑ」

という三つの場合を「高比較」とし、「④ｐ < ｑ」を「低比較」とに区分することがで

きるため、本節では、「高比較」と「低比較」のそれぞれについて考察を行う。 

3.1.1.2.1 高比較 

高比較の場合、「ｐ<ｑ」「～ｑ<ｑ」「ｐ<ｑ」という三つのパターンが想定できる。「-

タほうがいい」と「-ルほうがいい」は共に、「高比較」に相当することがある。ただし、

それぞれの出現率に関して、「-ルほうがいい」が 71.07％である一方で、「-タほうがいい」

は 15.20％という差が見られる。ここでは、「-タほうがいい」の例文から見ていこう。 

 

「①ｐ < ｑ」 

 （27）「お父さん。それなら、犯人はだれなのか、はっきりすると思うけど」「そうかな。  

    じゃ、いってごらん」「いってもいいですけど、推理よりも、犯人自身の行動で、 

それを証明したほうがいいでしょう」     （『少年探偵ジャーネ君の冒険』） 

「②～ｑ < ｑ」 

 （28）よもや盗まれることはないだろうが、車はどこか人目につかない場所に隠してお

いたほうがいい。                 （『丸山健二全短編集成』） 

「③ｐ < ｑ」 

 （29）浮世絵をふくめて日本の近世美術に不満なのは、たとえばベルサイユ宮殿に置く

ようなものがないということです。浮世絵を飾るわけにもいかないし、千利休が

大事にしていたお茶碗の枯淡なものをベルサイユ宮殿に飾っても生きません。そ

れよりも、派手でにぎやかな中国の陶器をどんどん置くほうがいいし、あるいは

イタリア人の画家に天井を描かせたほうがいい。    （『世界のなかの日本』） 

  

 まず、（27）は「ｐ<ｑ」のケースに相当すると考えられる。比較対象の「推理すること」

と「犯人自身の行動でそれを証明すること」に対しては、波線部の「いってもいいですけ

ど」から判断して、「推理すること（ｐ）」に表現者が許容的な態度であるため、否定的評

価が含まれてないのである。よって、ｐとｑが並行して比較された結果、ｑに相対的な肯

定的評価が与えられたと考えらる。 
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 次に、「～ｑ<ｑ」に相当するのは（28）（29）のような例文である。（28）の波線部、「よ

もや盗まれることはないだろうが」から理解できるのは、表現者が「車はどこか人目につ

かない場所に隠しておかない（～ｑ）」ことに対して、否定的評価をしていないことである。

「ｑ」の肯定的評価は相対的なものとして見なすことができる。このようにｑに「良い」

という有意な差が付けられるため、（28）のような事態の行為者が 1人称であれば、同じく

<意向>として捉えることが出来る。 

一方、「ｐ<ｑ」に相当する（29）の場合はどうであろうか。比較対象の「千利休が大事

にしていたお茶碗の枯淡なものをベルサイユ宮殿に飾ること（ｐ）」と「イタリア人の画家

に天井を描かせること（ｑ）」の中で、表現者がｐについて「飾っても生きません」という

否定的評価を下している。ところで、ｐが否定されているとしても、「～ｑの否定的評価」

にはならないため、ｑに絶対的な肯定的価値が付与されていない。（29）に即して言えば、

「イタリア人の画家に天井を描かせない」としても、特に何か悪い結果を引き起こさない

からである。この例が示した通り、「派手でにぎやかな中国の陶器をどんどん置くこと」も

比較対象の一つとして捉えられている。ｑと同様に肯定的評価が付与されているため、「ｑ」

は肯定的評価が含まれている事態の集合の一つに過ぎないのである。故に、ｑは相対的な

価値が付与されており、表現者が一つの<意見>として述べていると考えられる。 

なお、興味深い点として、「高比較」では、「-タほうがいい」は「-ルほうがいい」と異

なり、行為者が 2 人称の事例が見当たらないことである。即ち、「-タほうがいい」には、

述べられた事態の行為者が 2人称の場合、<忠告>という意味特徴があると言えるのだろう。 

 また、「-タほうがいい」に関して一つ着目してほしいのは、未実現の事態だけではなく、

既実現の事態と共起できることである。以下の（30）をご覧いただきたい。 

 

 （30）「読めたぞ」「何が」「ここには、美しい女がいるのだろう」「はあ」総司はとぼけ

たが、見る見る、頬が上気して来て、眼をそらした。「図星だな、総司」「います」

と、正直にいった。「しかし、私は、別に」「どうってことはないか、ははははは、

ま、いいさ、それもいい、女がいたほうがいい」       （『新選組斬人剣』） 

 

 「いいさ、それもいい」の箇所から「女がいない（～ｑ）」ことに対する許容的な態度が

読み取れる。よって、（31）は「高比較」の「②～ｑ<ｑ」に属していると判断できる。 

 そして、「美しい女がいるのだろう」という確認疑問文に対して、「います」という返事
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をしている点から、女がいること（ｑ）は「既実現な事態」として理解できる。「-タほう

がいい」がこのように既実現な事態と共起できる点は、既に従来の研究が指摘している。

曹（1998）は「実現されている事態、または実現を前提にしている事態については「ルほ

うがいい」は成り立たず「タほうがいい」のみが適切な文として成立する」と指摘してい

る。本研究では、このケースを<事実の肯定>と呼ぶことにする。 

 また「高比較」の場合、「-タほうがいい」は（30）のような既実現な事態を除けば、（27-29）

のように述部が<達成の自己制御性>に属する制御可能な事態しか存在しない。これらの事

態は、制御可能、且つ未実現であり、その上、表現者がｑに肯定的評価を付与している点

から判断して、いずれも<当為判断>と考えることが出来る。 

 一方、「-ルほうがいい」で叙述された「高比較」の場合はどうであろうか。 

 

「①ｐ < ｑ」 

 （31）ですけど、の方々が書いてある通り、合う、合わないというのがありますし、学

習塾に頼るより、学校の先生に積極的に質問するように、こころががけるほうが

いいと思います。                      （（5）の再掲） 

 （32）島には食堂が一軒だけある。食堂といっても、ふつうの民家の玄関さまにテーブ

ルを二つばかりならべただけの店だった。たぶん、海水浴をするために、ときた

ま島へ渡って来る観光客を相手にしているのだろう。小さな海の家を思い浮かべ

てもらうほうがいい。                  （『往きがけの空』） 

「②～ｑ < ｑ」 

 （33）（問）スペインに行きたいのですが、スペイン語は話せないとだめですか？英語は

どのぐらい使われているのでしょうか？ 

（答）外国人がよく来るホテル、レストランなどでは割と通じます。もちろんスペ

イン語を少し話せるほうがいいです。             （（6）の再掲）                     

「③ｐ < ｑ」 

 （34）ビール 1箱 不在届けが入っていて 何が当ったか全然わかりませんでした。夜

また 宅配便やさんが届けてくれて びっくり！！まさか 1箱当るとは思って

なかったし。（中略）でも、のすけはそんなにビール好きやないし、カクテルとか

当るほうがいいんやけどね。               （「Yahoo!ブログ」） 

 （35）（問）二十四時間自由な時間にチェックイン・チェックアウトが可能な価格体系に
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なっているホテルは都内にありますか。仕事の関係で早朝まで起きていることが

あります。たいていのホテルは十時から十一時までにチェックアウト。それ以降

は延長料金を取られます。そもそも朝から寝始めたのに延長料金を取られたので

は割が合いません。例えば、朝の６時から昼の 2 時まで八千円で泊まれるような

ビジネスホテルを探しています。 

   （答）朝の６時から昼の２時までだったら、ビジネスホテルはもったいない。都内

ならサウナがあるから、そこで仮眠取るほうがいいんじゃない？ 

（「Yahoo!知恵袋」） 

 

 「-タほうがいい」とは異なり、「-ルほうがいい」には、（31）・（35）の中で見られる、「こ

ころがけること」や「仮眠取る」のような制御可能な事態が存在する一方で、（32）・（33）・

（34）における「（観光客に）小さな海の家を思い浮かべてもらうこと」や「スペイン語を

少し話せる」や「カクテルとか当ること」のような制御不可能な事態も見られる。制御不

可能な事態の場合、（32）・（33）（34）のように表現者の<願望>が表される。その中で、（34）

のように事実に反する内容を表した<願望>も見られる。これらのような場合、<当為判断>

としては見なせない。一方、制御可能な場合、「-タほうがいい」と違い、（31）・（35）事態

の行為者が 2 人称の場合が存在している。例えば、「③ｐ<ｑ」の（35）では、比較対象が

「ビジネスホテルで寝ること」（ｐ）と「サウナで仮眠取ること」（ｑ）であると見なされ

る。ところが、波線部の箇所から p に対して表現者が「朝の 6 時から昼の 2 時までだった

ら、ビジネスホテルが勿体無い」という否定的評価を持っていることが分かる。その一方、

～ｑの「サウナで仮眠取らないこと」に特に悪い結果とか起こるという否定的評価が存在

していない。よって、ｐとｑを比較した結果、ｑが相対的に良いと判断したのであるため、

ｑを<提案>として考えてよい。 

 従来の研究ではホウガイイに対して、行為者が 2 人称の場合ならば、～ｑの否定的評価

が含まれる<忠告>の機能が働いていると指摘されてきた（曹（1998）、高梨（2010）など）。

それに対し、差異比較という観点から考えた場合、「-ルほうがいい」は、～q の否定的評価

が含まれない<提案>の意味用法も存在すると言えよう。 

3.1.1.2.2 低比較 

 本研究における「低比較」（p<q）では、比較対象の p と q がいずれも表現者にとって望

ましくない事態だと考えられ、「強いていえば、q ほうがまし」という意味が付与される。
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このような望ましくない事態を比較する「低比較」の場合、<当為判断>としては見なすこ

とは出来ない。本研究の考察によれば、少数ながら「-ルほうがいい」にのみ、これに相当

する例文が確認できた。全体の割合で言うと、2.53%である。 

 

 （36）「この話、テレーズに打ち明けてもいいだろう？」「いいさ。陰で二人に茶化され

るより、堂々と笑われるほうがいい」「何も笑っちゃいない」    （『薔薇窓』）          

 （37）本はなによりも読まれることが大切である。読まれずに本棚に飾ってあるより、

読まれて捨てられるほうがいい。             （『三角のあたま』） 

 

 これら例文における比較対象のように、（36）の「陰で二人に茶化される（ｐ）」と「堂々

と笑われる（ｑ）」、（37）の「（本が）読まれずに本棚に飾ってある（ｐ）」と「（本が）読

まれて捨てられる（ｑ）」はいずれも、表現者にとって好ましくない事態であると考えられ

る。表現者は敢えて、ｑのほうがましと判断しているに過ぎない。本稿では、こうしたケ

ースを<酷さの比較>と呼ぶことにする。この意味用法については、従来の研究が言及され

ていないところである。 

 <酷さの比較>においては、（36）のように事態の行為者が１人称である場合と、（37）の

ようにモノを主語とした場合しか見当たらない。これらの例のように、当該事態 q が「制

御不可能な事態」であるため、行為者が 1 人称であっても、それを<意向>とは解釈しがた

い。 

 ところで、なぜ「-タほうがいい」には「低比較」の実例が見当たらないのであろうか。

ここでは、野田（2001）の説明を引用しながら、解説を行なっていく。 

 野田（2001：12）では、ホウガイイの複文のレベルが「A（現在形）より B（現在形/過去

形）ほうが～」とされ、Bの現在形と過去形は多くの場合に入れ替えが可能であると指摘さ

れている。 

  

 （38）店で買うより自分で作る/作ったほうが安く上がる。 

  でかけるより家で寝ている/寝ていたほうが楽だ 

    手紙を書くより電話する/電話したほうが時間の節約になる。 

    手で書くよりワープロで打つ/打ったほうがきれに書けるよ。 

しかし、野田は次のような例文の場合、過去形が使えないと指摘している。 
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 （39）手で書くよりワープロで打つほうがかえって時間がかかるよ。（？打った） 

  宗教の教えは、人を生かすより殺すほうが多い。（×殺した） 

  車を買うほうが免許をとるよりやさしい（×買った） 

  離婚するほうが結婚するよりはるかに難しい（×離婚した） 

                        （野田（2001：12）による例文） 

  

野田はこうなる理由について、過去形の方が仮想的で「望ましい」という意味合いがあ

り、「忠告」の「V-たほうがいい」に近い意味になると述べている。 

 望ましいという意味が含まれている過去形に関しては、所謂ムードのタに関連すると思

われる。38三上（1953）と寺村（1999）などはテンス・アスペクトのタを二つに区分してい

る。寺村（1999：32.36）はルとタの使い分けについて、「事実を客観的に描き分けるため

の使い分けと、事実に対する話し手の主観的な捉え方を示すための使い分けとがある」と

している。そして、後者のムード的アスペクトの表現に関しては、「あることが実現、ある

いは開始、完了したかのように言う。さし迫った状況での命令になる」と説明している。 

 

 （40）（警官が野次馬に）帰った。帰った。39       （寺村（1999）による例文） 

 

 以上の説明からすれば、（40）のような制御可能、かつ未実現な事態が完了形で述べられ

るのは、表現者の警官にとって、「野次馬が帰る」という当該事態の実現が望ましいからだ

と考えられる。この点から、「-タほうがいい」には低比較と共に用いられる事例が見当た

らないのは、タ形のムード的アスペクトの意味がまだ残っているからだと考えられる。ま

た、「-タほうがいい」のみで述べられた当該事態には、行為者が 2 人称の場合、実現がよ

り強めに要求される<忠告>の意味用法しか用いられないことも、ムードのタの意味が働い

ているためであると言えるのだろう。 

 

                                                   
38 曹（1998：71）では「タほうがいい」について、「話者はメンタルペースの中で選択事態のシ
ナリオについてそのシナリオの完了までを思い描いているといえる。そのため、メンタルスペー
スでのシナリオの完了を反映する「タ」形が発話に導かれている」と述べられている。 
39 工藤（2004：184）では、このタのモーダル意味における「さし迫った要求」の動詞タイプは、
「限られた意味動詞」であると指摘している。例えば、「さあ、行った行った」や「ちょっと待
った」ということが言えても、「さあ、来た、来た」や「ちょっと休んだ」とは言いにくいとい
う。。それに対し、「‐タほうがいい」の前接の動詞には、このような制限がみられない。 
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3.2結論 

 3節では「差異比較」という観点から「-ルほうがいい」と「-タほうがいい」の差異を考

察してきた。本研究で提示した差異比較の構造に従って考察した結果、以下のことが分か

った40。 

 

表 2：「-ルほうがいい」と「-タほうがいい」の実例の分布（筆者作成） 

  「ルほうがいい」  「タほうがいい」 

絶対的差異比較 52例（26.4％） 145例 (84.80％） 

相対的差異比較 高比較 140例（71.07％) 26例 (15.20％） 

低比較 5例（2.53％） 0例 (0％） 

合計 197例 171例 

 

この表で示したように、双方ともに「絶対的差異比較」と、「相対的差異比較」の中の「高

比較」に相当する場合がある。このことから、「-ルほうがいい」であれ、「-タほうがいい」

であれ、「～ｑの否定的評価」というニュアンスが義務的に現れているわけではないことが

分かる。そのため、ホウガイイには特に当該事態の行為者が 2人称の場合、<提案>と<忠告

>という二つの意味用法が確認できた。従来の研究では、ホウガイイには～ｑの否定的評価

という意味が含まれた上で、行為者が 2 人称の場合における下位用法は<忠告>であるとさ

れてきた（高梨（2010）など）。この点について、本研究は従来の研究と異なる立場を示し

てきた。 

一方、「-タほうがいい」にはムードのタの意味が残っていると考えられるため、望まし

くない事態が含まれる「低比較」と共起できない。この点が「-ルほうがいい」とは異なる。

また、それぞれの出現率は、「-タほうがいい」は絶対的差異比較の場合が 84.8％であり、

「-ルほうがいい」は相対的差異比較の高比較の場合が 71.07％であった。なぜこのような

傾向が見られたのか、その理由を考えるにあたっては、ムードのタに関連づけて検討する

のがよいと思われる。 

                                                   
40 本稿では「書き言葉均衡コーパス（中納言）」を使用して調査した結果、「-ルほうがいい」の
例は合計 303例あり、「-タほうがいい」の例は無作為に 300例を収集した。その中で、いくつか
の例文を考察対象から省いた。それらは、訳文・連体修飾節・引用節が介在する文と共起する例
文・疑問文である。結果として、「-ルほうがいい」は合計 197 例、「-タほうがいい」は合計 171
例を収集することになった。 
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「絶対的差異比較」は、「～ｑの否定的評価」から理屈上ｑが必然的に選択されるため、ｑ

の実現が切実に要求されていると考えられる。一方、ムードのタは（40）のように当該事

態の実現が切実に要求される場合に用いられる。このように、当該事態の実現が切実に要

求される点では両者が合致している。よって、「-タほうがいい」は、「-ルほうがいい」よ

り絶対的差異比較に偏りやすいのである。それに対して「-ルほうがいい」には、ムードの

タが含まれていないため、ｑに対する実現の要求はどちらかというと「-タほうがいい」ほ

ど強くはない。このことから、相対的差異比較に偏る理由についても説明が可能である。 

 このように、「-タほうがいい」にはムードのタの意味機能が機能することが起因となっ

て、絶対的差異比較と共起しやすくなる一方で、低比較は用いられない傾向にある。一方、

「-ルほうがいい」はこのようなことが見られない。そのため、「-ルほうがいい」は制御不

可能な事態が用いられる点と低比較とが共起できるという点、及び、相対的差異比較と共

起しやすい点において、「-タほうがいい」と異なるという結論を得た。 

 

4.「べきだ」との違い 

 本節では引き続き、「～q の否定的評価」との関連から、ベキダとホウガイイの共通点と

相違点を論じる。 

 差異比較の観点から見れば、ホウガイイには「～ｑの否定的評価」が含まれる場合と含

まれていない場合が両方とも存在する。一方、ベキダにも同じ現象が確認される。即ち、

両者とも「～ｑの否定的評価」が必ずしも含まれているとは言えないのである。 

 ところが、「～ｑの否定的評価」が表される場合においては、それぞれ違いが見られる。

ベキダにおいて、「～ｑの否定的評価」が含まれやすいのは、「行為者が指示的」な場合と

「集合限定が表される主題」がある場合である。一方、ホウガイイには、差異比較という

意味特徴があるため、人称と主題を問わず「絶対的差異比較」（～ｑ<ｑ）の場合にのみ「～

ｑの否定的評価」が含まれることになる。 

 上述の共通点と相違点から見れば、ベキダとホウガイイの差異を論じる際に「～ｑの否

定的評価」が含まれているのか否かを判断基準とすることは不適切だと言わざるを得ない。

本研究の調査によれば、両者の違いは「～ｑの否定的評価」が含まれるか否かという点で

はなく、むしろ「既実現な事態」・「望ましくない事態」・「制御不可能な事態」と共起でき

るか否かという点で対立していることが明らかになった。 
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5.<当為判断>との関連 

 3節の考察を踏まえながら、<当為判断>の観点から「-タほうがいい」と「-ルほうがいい」

の共通点と相違点を確認していきたい。共通点は、両者とも<当為判断>を表せる点である。 

 

 （41）a.「いってもいいですけど、推理よりも、犯人自身の行動で、それを証明したほ   

     うがいいでしょう」                    （（27）の再掲） 

    b.栄養剤は総合栄養食の代わりにはならないので、やはりきちんとしたフードを   

     あげるほうがいいでしょうね。               （（23）の再掲） 

 

 （41）では、（41a）の「犯人自身の行動でそれを証明する」コトと（41b）の「きちんと

したフードをあげる」コトが、いずれも発話時に未実現かつ制御可能、さらに表現者がそ

の実現が望ましいという判断を下していると考えられる。 

 一方、「-ルほうがいい」・「-タほうがいい」とも非<当為判断>のケースが見られるが、両

者は完全に一致してはいない。「-タほうがいい」は、既実現な事態と共起できるのに対し、

「-ルほうがいい」はできないのである。 

 

 （42）「ここには、美しい女がいるのだろう」「はあ」総司はとぼけたが、見る見る、頬   

    が上気して来て、眼をそらした。「図星だな、総司」「います」と、正直にいった。 

「しかし、私は、別に」「どうってことはないか、ははははは、ま、いいさ、それ

もいい、女がいたほうがいい」                （（32）の再掲） 

 

 また、本研究の調査によれば、「-ルほうがいい」は、「制御不可能な事態」（43）と「望

ましくない事態」（44）と共起するのに対し、「-タほうがいい」にはこれらの場合が見当た

らないのである。 

 

 （43）半分の時間は、衰えていく体力と、病の苦しみとの戦いに使われるだろうが、そ

れだけならなるべく早く終わりがくるほうがいい。       （（25）の再掲） 

 （44）本はなによりも読まれることが大切である。読まれずに本棚に飾ってあるより、

読まれて捨てられるほうがいい。               （（37）の再掲） 
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 以上の共通点と相違点を踏まえると、両者は次の表 3のようにまとめることが出来る。 

 

表 3：<当為判断>からみた「-タほうがいい」と「-ルほうがいい」（筆者作成） 

        -タほうがいい -ルほうがいい 

    <当為判断>を表す場合    ○    ○ 

 

 <当為判断> 

 を表さない場

合 

 既実現な事態    ○       × 

 制御不可能な事態    ×       ○ 

 望ましくない事態    ×    ○ 

 表現者以外の判断    ×    × 

 

 表 3から、「-タほうがいい」は「-ルほうがいい」より、<当為判断>の度合いが強いこと

が分かるだろう。 
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Ⅲ 「-といい」「-ばいい」「-たらいい」 
 

 

1.はじめに 

 Ⅲでは、トイイ・バイイ・タライイ41という三つの形式で述べられた事態は、望ましい事

態ｑであることを主張した上で、その望ましい事態ｑは如何なる動機づけの下で生じるも

のなのかという点に焦点を当てて考察を進める。具体的には、3節でそれらの共通点と相違

点を究明する。そして、3 節の考察を踏まえた上で、4 節では<当為判断>という観点から 3

形式の共通点と相違点を論じる。 

 

2.先行研究 

 3 形式の意味用法について、日本語記述文法研究会（2009：99）や高梨（2010）などは、

バイイ42・タライイは「特定の良い結果を得るために必要十分な手だてとしてその事態を示

す」とする一方で、トイイは「そうすることが望ましい」ものと認識してきた。 

 

  （1）太りたければ、たくさんたべればいい/食べたらいい 

  （2）A「コピー機の調子が悪いんだけど」 

    B「一度電源を切ればいい/切ったらいいのよ」 

  （3）山へ登る時は、雨具を持っていくといい。   

                （日本語記述文法研究会（2009：100）による例文） 

 

また 3 形式が同じ文脈の下で用いられているとしても、トイイのみが述べられた事態に

対する必要十分な手立てとして見なされていないとし、他の 2形式と区別をしている。 

 

  （4）料理が上手になりたいなら、いい包丁を持つといい/持てばいい/持ったらいい。           

                  （日本語記述文法研究会（2009：100）による例文） 

                                                   
41 また、便宜上のため、トイイ・バイイ・タライイを統一的に論じる際に、3 形式と呼ぶことに
する。 
42 バイイについて、ホウガイイとの相違から論じたのは川端（2002）である。川端（2002）で
は、バイイの中核的意味は、「特定のよい結果を得るための手立てとして、当該事態が必要十分
であることを述べる」であるとされている。 
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 （4）のように 3形式とも同じく「料理が上手になること」を目的としており、それを達

成するために「いい包丁を持つこと」がその条件となっていると解釈できるにも関わらず、

トイイのみを区別することに筆者は違和感を覚える。果たして、3形式の差異は、先行研究

で言われてきた「必要十分な手立て」を表せるのか否かという点にあるのだろうか。次節

以降、それについて検討していく。 

 

3.考察 

 日本語記述文法研究会（2009）と高梨（2010）によれば、3形式とも「当該事態ｑの実現

が望ましい」という判断を示しているとし、トイイとバイイ・タライイと二つに分類して

いることが分かる。それに対し、本節では 3 形式の相違点と共通点をさらに正確に分類す

るために、3形式で述べられている「望ましい事態ｑ」は、如何なる動機づけの下で生じる

ものなのかという点に焦点を当て、より詳細にその構造を解明したい。 

 澤田（2000：282）は、義務的モダリティ43に関する義務づけのための動機づけを、以下

図 1のように示している。 

 

図 1 

          Z 

 

                      MOTIVATE 

  

    X                Y  

         DEMAND 

                         （澤田（2000：282）による図） 

 

 澤田によれば、Xは義務を課す主体・義務の起点（source）であり、Yは義務を課される

存在・義務の着点（goal）である。ｐは義務の内容であり、Zは義務づけのための動機づけ

（理由・目的・条件など）であることが分かる。本研究では、3形式で述べられた「望まし

                                                   
43澤田（2000：278）では「義務のモダリティ」を「義務/必要」「許可」「不必要」「不許可」の
ように分類されている。そのため、澤田氏による「義務のモダリティ」は「価値判断のモダリテ
ィ」に相当すると考えられる。 

ｐ 
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い事態ｑ」はそれぞれ如何なる「動機づけ」（澤田（2000）のいう Z）の下で出される判断

なのかという点に焦点を絞り、考察を行っていく。 

3.1「望ましい事態」の仕組み 

 従来の研究と異なり、3形式に関わる「望ましい事態」の仕組みは以下、四つのパターン

があると筆者は考えている。 

  

①単に事態ｑの実現が望ましい 

②ある悪い状況を止めるため、事態ｑの実現が望ましい 

③ある望ましい事態を実現するため、事態ｑの実現が望ましい 

④ある望ましくない事態の実現を防ぐため、事態ｑの実現が望ましい 

 

 まず、①の「単に事態ｑの実現が望ましい」の場合については、特に明瞭な動機が含ま

れていないと考えられる。例えば、次のような例文である。 

 

  （5）この脚本を読んで、みなさんがそれをおしばいして、なにを観客であるみんなに

つたえるか、ということは、みなさん自由に考えてくれたらいいわけである。           

                          （『小学生小さい劇の本 5・6年』） 

 

 （5）の「（みなさんが）自由に考えてくれる（ｑ）」は、何らかの目的のもとで出された

判断ではない。事態ｑは単に、表現者にとってその実現が望ましいと述べているに過ぎな

い。ここで、このようなはっきりとした動機が含まれていない場合を「単に事態ｑの実現

が望ましい」（①）として扱うことにする。それに対し、先行研究で取り上げられた（1）

の「太りたければ、たくさんたべればいい/食べたらいい」のような場合には、「太りたい」

という望ましい事態が動機 Zとなっており、それを実現するために、「たくさん食べる」こ

とが手段として提示されていると考えられる。この場合の動機づけを「ある望ましい事態

を実現するため」（③）とする 

 

 ところが次のような場合、先行研究の考え方では説明することが困難である。 

     

  （6）あたしは日本でパンを食べていればいいんだわ。飛行機は怖いもの、事故で死ん
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だら二度と食べられなくなるわ。   （『第 11幕への序曲｢浮輪をしたハチ公｣』） 

  

 この例では、表現者の「私」にとって、「（飛行機による）事故で死んだら二度とパン食

べられなくなる」ことを「望ましくない事態」として考えている。このような望ましくな

い事態が起こらないように、「日本でパンを食べる（ｑ）」という手段として提示されると

考えられる。本研究では、このような場合の動機づけ Z が「ある望ましくない事態を防ぐ

ため」（④）のものと考える。「望ましくない事態を防ぐ」というケースには、このように

事態がまだ発生していないと考えられる。それに対して、以下のような例文では、動機付

けのところには同じく表現者にとって望ましくない事態が含まれると考えられるにも関わ

らず、「既実現の状態」として表されている。 

 

  （7）「そんな洪水が起こるなら、なぜ、川の堤防を高くしないのだ」「やりました。何

回もやりましたが、その都度水に流されました」「しかし五年に一度は水をかぶる

ようなところになぜ住んでいるのだ。他へ引っ越せばいいではないか」   

（『武田信玄火の巻』）    

  

（7）の「他へ引っ越す」というのは、「五年に一度は水をかぶるようなところに住んで

いる」という「悪い状況」を回避するための手段であると言えよう。よって、（7）のよう

な動機づけ Zを「ある悪い状況をとめるため」（②）とする。 

 このように本研究では望ましい事態ｑの動機づけ Zに焦点を当て、望ましい事態には、「単

に事態ｑの実現が望ましい」・「ある悪い状況を止めるため、事態ｑの実現が望ましい」・「あ

る望ましい事態を実現するため、ｑの実現が望ましい」・「ある望ましくない事態を防ぐた

め、ｑの実現が望ましい」という四つのパターンがあると筆者は考える。また、一つ着目

されたいのは、②③④における動機付け Zと当該事態ｑの関係は、Z（ある悪い状況を止め

る・ある望ましい事態を実現する・ある望ましくない事態を防ぐ）の方が帰結とし、当該

事態ｑが条件として見なされている点である。次節から、それぞれのパターンに従い、3形

式の実例を検討していく44。 

                                                   
44 本研究では、BCCWJ に基づいてそれぞれ 500例を無作為に取り上げ、考察を行ってきた。ただ
し、次のいくつかの項目を考察対象から除くこととした。それらは、疑問文・翻訳文・「のに」
と共起される場合・連体連体修飾節・前接が引用句「という」などの項目である。 
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3.1.1単に事態ｑの実現が望ましい 

 「単に事態ｑの実現が望ましい」場合には、「行為者の意志」による「実現可能」である

か否かという点で更に二つに分けられると考える。ここでは、行為者による実現が可能な

場合には、「狭義の望ましい事態」と呼び、行為者による実現が不可能の場合であれば、「願

望」と呼ぶこととする。 

 「狭義の望ましい事態」の場合には、3形式ともに用いることができる。本研究の調査に

よれば、それぞれの形式の実例における「狭義の望ましい事態」の出現率の割合は、トイ

イは 50.43％、バイイは 58.76％、タライイは 31.91％という結果であった45。 

 

  （8）ま、貯蓄の方法は人それぞれでしょうか、性格に合ったやり方でやるといいんで

すが、持つべきだと思いますね。              （『積極なる定年』）  

  （9）「和夫の好きなクリームパンだよ。食べないか。」けれども和夫は、「あとで」と言

いながら、運動靴を突っかけて走り出しました。「きっと、また、野球のまねなん

だね。ハッハッハ…。じゃ、帰ってから食べるといいよ。おなかがすくと、いっ

そうおいしいだろうからね」           （『わたしの少年少女物語』）               

（10）「わっ、もう帰らなくちゃ！」私は急いで席を立った。「まだいいでしょう？」「で

も、ウチはど田舎だから、夜はバスが少ないんです。だからー」「それならタクシ

ーで送ってさしあげます。ああ、なんならここに泊まっていけばいいではないで

すか？」        （『雪降る街角にビキニな王女のためいきが聞こえる』） 

 （11）この脚本を読んで、みなさんがそれをおしばいして、なにを観客であるみんなに

つたえるか、ということは、みなさん自由に考えてくれたらいいわけである。 

                          （『小学生小さい劇の本 5・6年』） 

 

 （8-11）のような例文においては、何らかの結果を求めるために当該事態ｑの実現が望

ましいといった、判断のプロセスは見られない。例えば（8）の「性格に合ったやり方でや

る」ということは、決してたくさん貯蓄をするために出された判断ではないのである。つ

まり、この場合には、特に何かの動機付けがあるとは考えにくい。そのため、ほかの動機

づけがある場合と比較した時、それほど切実な要求ではないと考えてよいだろう。行為者

が 2人称の場合には、（9）（10）のように当該事態ｑを<提案>として相手に示していると言
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える。（10）では、「（相手のうちが）田舎だから、バスが少ないため、相手が早く家に帰ろ

うとしている」という状況が前提とされており、その後、「タクシーで送って差し上げる」

と「ここに泊まっていく」という二つの提案が表現者から示されている。このように他の

事態も含まれているため、ｑに対する実現が切実には要求されていないと考えられるので

ある。ところが、狭義の望ましい事態の場合には、行為者が 1 人称であれば、以下のバイ

イの実例しか確認することができない。46 

 

 （12）a.もうすこし、明るくなるまで待っていたほうがよさそうだなとぼくは思った。

その間、ぼくは堤防の上を歩いていればいい。 （『汚点;春は夜汽車の窓から』） 

    b.「まあ気を悪くしないでくれ。埋め合わせに昼めしをご馳走するよ。時間はい

いんだろう」「まさか。そんなつもりはありません」「いいじゃねえか。ちょう

どいい機会だから新しい社長を紹介するよ。会ってみてやってくれないか」「ぼ

くは谷川さんの顔を見ればいいんです。余合さんは全然知らないし…」「だから

会ってみてもらいたいんだ」谷川は真顔で言った。       （『兜町物語』） 

  

 （12）には、述べられた事態である、「ぼくが堤防の上を歩いている」と「ぼくが谷川さ

んの顔を見る」はいずれも、「そうすれば十分だ」という<意向>が表されていると解釈でき

る。 

 一方、「願望」の場合では、当該事態ｑは～ｑが事実であるかどうかという点から二つに

分けられると考える。～ｑが事実の場合は「反事実の事態」と考えられ、事態ｑが実現す

る余地はない。一方、～ｑが非現実である場合は行為者が存在しない、或いはモノ・ヒト・

コトの状態・性質のような制御不可能事態が叙述されている。このケースを、「狭義の願望」

と仮に呼ぶことにする。「狭義の願望」のケースは、3 形式ともに用いられる。従来の研究

においては47願望が表された場合は、3 形式のそれぞれの差異が小さいとしてきた。なお、

本研究の調査によれば、それぞれの形式の実例における「狭義の願望」の出現率に関して、

トイイは 28.99％、バイイは 11.32％、タライイは 44.68％である 

                                                                                                                                                     
45 92 ページの表 1をご参照してください。 
46 このような結果が出る理由に関しては、後節で論じる。 
47 例えば、高梨（2010：61）では、「3形式には、当該事態が制御不可能で未実現の場合、<願

望>の意味になる」と述べられ、「この場合、3形式の間の違いはあまり感じられないことが多い」

とされている 
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 （13）「しかし、あくまで推理ですからね。証拠は一つもないんですよ、残念ながら。鮎

子さんが、少しでも記憶をとり戻してくれるといいんですが…」  

（『京都・金沢殺人事件』） 

（14）このさき、自分の気に入る男がほんの三、四人いればいい、と思ったりする。 

                                  （『薔薇の雨』）     

 （15）「あの集配人がいい人だったらいいけどな」          （『空想書房』） 

（16）私は彼女たちには仕事だけでなく、何か楽しみながら生活を豊かにするものがあ 

ったらいいなと思い、教会でやっていた生け花のお稽古を勧めてみました。 

                               （『ヒロコ生きて愛』） 

 

 （13）の「（鮎子さんが）記憶を取り戻す」コトや、（15）の「あの集配人がいい人」と

いう人の内在的な性質、さらには（14）と（16）のような未来におけるある人たち/モノの

存在などは、いずれも制御不可能な事態と考えてよいであろう。また、「反事実の事態」で

表された願望は、少数ながら以下のように 3 形式とも確認できた。それぞれの具体的な出

現率について、トイイは 1.45％、バイイは 3.29％、タライイは 10.64％である。 

 

 （17）「どうしたの、こんなに早い。シャワー浴びて、その間におやつ出すから。朝が早

いからいつもこれくらいで帰れるといいわね。この夏、よく働いてくれたものね」 

                             （『わが家の薬害戦争』）

（18）七十歳を過ぎの入院生活はわびしくて、誰かが見舞に来てくれるのだけを心待ち   

にしている様子が見てとれた。「いいえ。もっとたびたび伺えればいいんですけど、   

うちで仕事してるもんですから出にくくて―」        （『一匹や二匹』） 

 （19）「それに森さんは、本気で梨乃ちゃんと結婚するつもりだったというじゃない」原

が調子にのっていた。「だったら、どうして私が森さんを殺さないといけないの

ォ？私がフラれたわけじゃないのに」「梨乃ちゃんには、誰か本命の男がいて、森

さんが邪魔になったんじゃないのォ」「そんな男の人がいたらいいけど。もしいた

としたら、うわさに敏感なあなたたちが、知らないはずないでしょ？」 

（『失恋地帯』） 

                                    

 （17）では、波線部の「どうしたの、こんなに早い」と、「この夏、よく働いてくれたも
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のね」の箇所から理解できることは、「いつもこれくらいで帰れる（ｑ）」という事態は偽

である点であろう。また、（18）の「たびたび伺える（ｑ）」コトに対して、実際の「仕事

しているものですから出にくい」という現状から判断して、同じく偽であることが分かる。

（19）も同じく、波線部の「もしいたとしたら、うわさに敏感なあなたたちが、知らない

はずないでしょ？」という箇所から判断して、実際には「そんな男の人はいない」ことが

分かる。この場合、「帰れる」や「伺える」のような可能動詞がしばしば用いられる。つま

り、行為者は帰る・伺うなどが本来は可能であるが、過去のある時点で何らかの状況によ

って、この動作が一時期不可能となったのである48。ゆえに、反事実で表された願望は、残

念・後悔・申し訳ないなどの含意が含まれていると考えられる。このように、3形式が反事

実を表す願望が用いられることに関しては、従来の研究では言及が見られないため、興味

深い点だと言える。上述のように動機づけが存在しない「単なる望ましい事態ｑ」につい

ては、本研究は以下図 2のような下位分類が存在すると考える。 

 

図 2：「単に事態ｑの実現が望ましい」における下位分類（筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

3.1.2ある望ましい事態を実現するため、事態ｑの実現が望ましい 

 先行研究によれば、この意味用法が用いられるのはタライイとバイイのみだという。と

ころが実例を観察する限り、実際には 3 形式ともに用いられている。本研究の調査によれ

ば、それぞれの形式の実例におけるこの場合の出現率については、トイイが 12.17％、バイ

イが 9.85％、タライイが 12.77％である。 

 また、このグループの用例群には、「ある望ましい事態を実現するため、事態 qの実現が

望ましい」という論理関係が存在するため、目的節の「ために」や「には」等としばしば

                                                   
48 森山（2013）は他動詞の可能形について、意志的に行為を制御するのではなく、行為の意志
はあってもその成立には他の要素があり、成否を制御できないと説明している。 
 

             （是）狭義的な望ましい事態 

行為者の意志による実現可能                    

               （否）願望......～ｑが事実 （是）反事実的事態 

                          （否）狭義的願望 
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共起される。 

 

 （20）油揚げも厚揚げも油抜きしてから料理してね。油は調味料をしみにくくさせるの

で、味をよくするために、余分な油を落とし、油のアクも取ってから料理すると

いいのよ。               (『｢台所おばあちゃん｣の料理秘伝』) 

（21）剝がすときには、糊面全体でべったり貼りついているわけではなく、いわば球の 

表面で支えられているだけだから、簡単に剝がれてくる、というわけだ。しっか 

り貼りつけたいときには、対象物に強く押しつけてやればいい。 

（『人・ひんと・ヒット』） 

（22）どうすればそこから脱却できるかじゃなくて、具体的に「なりたい自分」のイメ

ージを常に持っていることが大切だと思います。人間はいきなり変われないんだ

から、少しずつなりたい自分へ近づくために意識した生活を送ったらいいと思い

ます。二十二歳 大学生より。              （「Yahoo!知恵袋」） 

 

（20）の「味をよくするために」、（21）の「しっかり貼りつけたいときには」、（22）の

「少しずつなりたい自分へ近づくために」は、いずれも当該事態ｑの実現に関わる動機付

け Z「ある望ましい事態を実現する」として解釈することができる。これらの例には、例え

ば「しっかり貼り付けたければ（Z）、対象物に強く押し付けてやる（ｑ）」という「Z（＝

帰結）ならばｑ（条件）」（＝（ｑ（条件）ならば、Z（帰結）））のような条件が読み取れる。

ところがこれは、当該事態ｑがその目的を達成する唯一の手段としては考えにくい。なぜ

なら、「余分な油を落とし、油のアクも取ってから料理しないと（～ｑ）、味がよくない（～

Z）」、「対象物に強く押しつけてやらなければ（～ｑ）、しっかり貼りつけない（～Z）」、「意

識した生活を送らなかったら（～ｑ）、少しずつなりたい自分へ近づかない（～Z）」といっ

た誘導推論49は必ず成立するというわけではないのである。同じ目的を達成するための他の

                                                   
49 坂原（1985：101）でも述べられたように、「pならばｑ」は「～p ならば～ｑ」という推論す

るように誘いかける、この現象を「誘導推論」とされている。さらに誘導推論の成立条件につい

て、「“pならばｑ”を“ｐであれば、かつｐである時に限り、q”と解釈するように」と説明し

ている。ただし、一つ注意しなければならないのは、坂原（1985：100）が挙げた「加山が謝罪

するなら（p）、彼の無礼を忘れてやる」とその誘導推論の「加山が謝罪しないなら（～p）、彼の

無礼を忘れてやらない（～ｑ）」では、ｐが条件、qが帰結という論理関係が存在するのに対し

て、本研究が示した動機付けがある②③④では、Zの方が帰結である一方、ｑの方が条件という

点である。 
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手段を想定することは可能である。例えば（22）の場合、「まず今の自分をちゃんと見る」

などのことも一つの手段だと言えるだろう。つまり、「～ｑても、Z」という逆条件の存在

が可能であるため、「～ｑ」に対して「望ましい事態が起こらない」という否定的評価が存

在していないのである。（22）に即して説明すれば、「少しずつなりたい自分へ近づくこと

（Z）」と「意識した生活を送ること（ｑ）」は、必然的に結びついてはいないことが分かる。

ｑは十分な条件として提示されているが、必要十分な条件としては提示されてないからで

ある。 

このようにこの場合の望ましい事態ｑが十分な条件として表されているため、特に行為

要求に関連する場合、以下の（23）のようにｑは表現者による「望ましい事態を実現する

ため」の一つの<提案>として考えることができる。 

 

 （23）a.「見せてくれるかな」洪作が疑問をさしはさむと、「斥候を出して、様子を見れ

ばいいじゃないか」                   （『しろばんば』） 

    b.「高杉四郎の本名を教えてもらいまへんか」突然、黒沢が訊いた。巡査部長は

一瞬驚いた顔をしたが、「そこまで調べているんかいな」と、二人を交互に見た。 

    「あんた、本社に帰って十七年前の記録を調べるといい」    （『天才投手』） 

    ｃ.「そんなこと、どうだっていいじゃないか。おじさんは休みたいだろう。だっ

たら、とっととあがってきたらいいじゃないか」     （『長崎源之助全集』） 

  

 例えば、（23a）と（23c）のように、波線部の「じゃないか」の確認疑問文と共起される

点から理解できるのは、事態ｑ以外の可能性を全て否定するという断定が含まれていない

ことである。よって、望ましい事態ｑは単に表現者による一つの提案であるということが

分かる。 

ところで、本研究では、動機づけ③の場合でも行為者が 1 人称の場合、バイイの例のみ

しか確認できていない。なぜこういった差異が見られるのか、この点について後節で論じ

ていく。 

 

 （24）自分は騙そうとしているのではない。信じてもらうために来たのではないか。そ

れなら、真実をさえ語ればいいのだ。          （『ルナル・サーガ』） 
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 （24）では、波線部の箇所から「信じてもらう」という表現者にとっての望ましい事態

が読み取れる。そして、それを達成するために、「真実をさえ語る」という事態ｑは、その

手段として見なされている。この場合、事態ｑを実行するという表現者の<意向>として捉

えられる。 

3.1.3ある望ましくない事態を防ぐため、事態ｑの実現が望ましい 

 本節では、動機付け Z が「ある望ましくない事態をふせぐ」のケースを検討する。本研

究の調査結果によれば、この事例はバイイのみにしか見当たらないことが分かった。なお、

バイイの実例の中でこの場合の出現率は 7.66％である。 

 

 （25）「なぜ危険を冒して死体を運び出すんだね。別行の形で泊まっているのだから、死

体を部屋に残したまま逃げてしまえばいいじゃないか」    （『異型の街角』） 

（26）あたしは日本でパンを食べていればいいんだわ。飛行機は怖いもの、事故で死ん

だら二度と食べられなくなるわ。   （『第 11幕への序曲｢浮輪をしたハチ公｣』） 

 

 （25）では「危険」という望ましくない事態を防ぐため、死体を運び出すのではなく、「死

体を部屋に残したまま逃げてしまう（ｑ）」という行動が示されている。（26）も、「飛行機

は怖いもの、事故で死んだら二度と食べられなくなる」という表現者にとって望ましくな

い事態を防ぐために、「日本でパンを食べている」こと（ｑ）が手段として述べられている。 

このケースの特徴としては、「事態ｑを実現しなければ、望ましくない事態が起こる（望

ましくない事態が防げないから）」という誘導推論の「～ｑならば、～Z」の含意が存在す

ると考えられる。例えば、（25）は「死体を部屋に残したまま逃げることでなく（～ｑ）、

死体を運び出すコト」から導かれる結果は「危険なことが起こる」（警察に捕まれることが

防げないなど）である。同じく（26）も、「日本でパンを食べるのではなく、海外に出る（～

ｑ）」ことから、「（飛行機による）事故で死ぬ（事故で死ぬことが防げない）」という結果

に至ることを想定している。こういった誘導推論が導かれているため、Z（帰結）とｑ（条

件）の間には「「ｑであれば、かつｑである時に限り、Z」という論理関係が成立しており、

ｑがある望ましくない事態を防ぐための「必要十分な条件」として提示されていることが

理解できる。言い換えれば、条件自体には～ｑに対して、「望ましくない事態が起こる」と

いう「否定的評価」が含まれているのである。このような「～ｑの否定的評価」が存在す

ることに関しては、誘導推論を引き起こす要因として考えられる。誘導推論を引き起こす



 

 

- 91 - 

要因について論じたのは蓮沼（1987）である。氏は、その要因が事態の「反期待性」にあ

ると指摘している。 

 

 （27）a.そんな暗いところで本を読んでは目を悪くしますよ。 

  b.目が悪いのはよくないことであるから悪くしたくない。 

  c.暗いところで本を読まなければ目は悪くならない 

  d.暗いところで本を読まないようにすべきである。 

 

 蓮沼によれば、dは c という誘導推論が含まれる理由は以下の通りである。文中の「目を

悪くする」ということは「反期待性」（＝本研究でいう「～ｑの否定的評価」）の事態であ

り、こうした自分にとって不都合な事態は避けたいと通常、誰もが考えるからである。こ

のことについて、動機付け④も望ましくない事態を防ぐためという意味が含まれているた

め、同じ分類だと考えられる。 

 このように動機付け④における事態ｑが「望ましくない事態 p を防ぐため」の「必要十

分」な条件として選択されたと考えられるため、行為要求に関連する行為者が 2 人称の場

合、以下のように行使の要請がより強い<忠告>が表されると考える。 

 

 （28）「しかし、あんたが今船をやめると定年扱いにはならない。五十五歳になったら定

年扱いだから、あと二年待てばいい」           （『定年最後の航海』） 

  

 （28）では波線部の箇所から、「あと二年待たなければ（～ｑ）、定年扱いにはならない

（～Z）」という誘導推論の意味が含まれていることが分かる。言い換えれば、ｑが実現す

れば、「定年扱いにはならない」という望ましくない事態も起こらないのである50。即ち、「～

ｑの否定的評価」が含まれていると言える。そのため、（28）のような事態の行為者が 2人

称である場合には、<忠告>という意味用法が生じるわけである。51また、（26）のような行

                                                   
50同じような現象は英語にもあると考えられる。長友（2014）は以下の例では、好ましくない状
況において、事態への要請を強く求められ、強い力の使役が必要であると考えられる。そのため、
mustは使えるが、should は使えにくいとしている 
・You｛must/??should｝read Jane Austen or you won’t feel better.（長友（2014：7））        
51 ただし、qが望ましくない事態 pを防ぐ必要十分な手立てとして述べられている点から言えば、
意味上「ほうがいい」と「べきだ」で表される<忠告>とは異なっていると考えられる。そのため、
q が必要十分な手立てとして考えられない文脈では、「～qの否定的評価」があったとしても、用
いられない。川端（2002：6）も次のような例文を挙げている。 
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為者が 1人称である場合には、望ましくない事態を防ぐために、「日本でパンを食べている」

という現在の状態を維持する<意向>の意味が表される。 

3.1.4ある悪い状況を止めるため、事態ｑの実現が望ましい 

 動機付け②の「悪い状況を止めるため」が意味するのは、発話時に望ましくない状況を

止めるためには、当該事態ｑの実現が望ましいという判断をしていることである。それぞ

れの形式の実例におけるこの場合の出現率から言えば、トイイは 6.96％である一方、バイ

イは 9.12％である。ところが、平叙文の場合には、タライイの実例が見当たらない。それ

に対し、タライイで表された疑問文の中では、次のような悪い状況を止めるための手段に

ついて疑問視するケースが見られる52。 

 

 （29）私は公園で風に吹かれてから家に帰りました。何の名案も浮かんではいませんで

した。私は昼になってもご飯を食べる気が起こりませんでした。どうしたらいい

のだろう。                       （『主婦と生活社』） 

  

 （29）では、波線部で示されたところが悪い状況として読み取れ、それを止めるために

は、表現者が「どうする」と尋ねている。本研究は、このような（29）のような場合も同

じく動機付け②として見なされている。一方、トイイとバイイの場合は次のような実例が

見当たる。 

 

 （30）先日、「このごろの子どもは、ちゃんとした挨拶もできないから、きびしく礼儀を

                                                                                                                                                     
・私：「この頃、体調がよくない。仕事は忙しいし、酒は飲むし」 八田：「｛気をつけたほう

がいい/*気をつければいい｝ぞ。おたがいに若くない」 
52 タライイは平叙文より疑問文の方が圧倒的に多いと思われる。（227 例の中 186 例）。ただし、
疑問文の場合には、何かの状況に基いて想定された疑問しか表出しないため、「単なる望ましい
事態ｑ」を表すことはないと考えられる。そのため、②③④という三つ場合だけ表されると考え
られる。ところが、本研究の調査では、②（36 例）と③（123例）の場合に相当する例文のみが
確認された。ここでは、その実例を紹介する。 
②「悪い状況ｐを止めるため、どういう事態ｑの実現が望ましい」 
 ・「ラジオをつけても、日本語の放送しか流れない。外へ飛び出しても、近所の人々の興奮し

た早口の日本語はまったく理解できない。避難すべきかどうか、どこに避難したらいいのか、
何もわからなかった」今回の震災で、多くの外国人が語る恐怖と不安の体験だ。 
（『自治体の危機管理』） 

③「望ましい事態ｐを実現するため、どういう事態ｑの実現が望ましい」 
 ・「犯人を見つけて欲しいって、どうしたらいいのかな？警察がわからないものが、僕にわか
る筈はないけど」と、いった。（『紫式部殺人事件』） 
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しつけてくれる、剣道の道場に通わせるといい」と、近所の方にすすめられまし

た。                            （『社会科学』） 

 （31）「そんな洪水が起こるなら、なぜ、川の堤防を高くしないのだ」「やりました。何

回もやりましたが、その都度水に流されました」「しかし五年に一度は水をかぶる

ようなところになぜ住んでいるのだ。他へ引っ越せばいいではないか」 

（『武田信けん火の巻』）                                     

 （32）ガリ、といやな音がした。指先がジンとしびれるような痛みを訴える。だが、ラ

エスリールは掘ることを止めなかった。―そうだ、考えるな。頭のどこかで、声

がする。そうだ、そう。考えてはならない。怖い。掘っていればいいのだ。 

（『柘榴の影』）                         

                                    

 波線部の箇所から分かるように、これらの例はいずれも望ましくない状況が含まれてい

る。例えば、（30）の「このごろの子どもは、ちゃんとした挨拶もできない」、（31）の「五

年に一度は水をかぶるようなところに住んでいる」ことはいずれも「望ましくない状況」

である。3 形式で表される事態ｑは、「望ましくない状況」を止める方法として述べられる

場合、或いは止める方法が問われていると考えられる。理屈から考えれば、この場合には、

「事態ｑを実現しなければ、悪い状況が続く」という含意が含まれているはずである。と

ころが、3形式の中でバイイのみに誘導推論の意味が含まれているのである。例えば（31）

では、「他へ引っ越さなければ（～ｑ）、（今住んでいるところが）五年に一度は水をかぶる

（～Z）」というように、望ましくない状況が続く以外に道はないことが想定できる。一方、

トイイの（30）に対して、「子供を剣道の道場に通わせなければ（～ｑ）、子どもはちゃん

とした挨拶もできない（～Z）」のように望ましくない状況が続くのかと考えた際、そうで

はない可能性も想定できるため、疑問に感じる。そのため、トイイで述べられた事態ｑは、

ただ「子供がちゃんとした挨拶もできない」という望ましくない状況を止める手段の一つ

として提示されているに過ぎないのである。 

 このように動機づけ②の「悪い状況を止めるため」の場合には、バイイは誘導推論であ

ると考えられるため、当該事態ｑが「必要十分な手立て」であることといえる。よって、（31）

のような事態の行為者が 2人称であれば、当該事態ｑが<忠告>として提示されるのである。

それに対し、トイイには、当該事態 q は単に一つの<提案>として提示されている。また、

動機づけ②でも、事態の行為者が 1 人称の場合であれば、（32）のようにバイイのみに<意
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向>が用いられると考えられる。 

3.2結論 

 3節では、3形式が述べられた望ましい事態ｑの動機づけというところに焦点を当て、「①

単に事態ｑの実現が望ましい」・「②ある悪い状況を止めるため、事態ｑの実現が望まし

い」・「③ある望ましい事態を実現するため、事態ｑの実現が望ましい」・「④ある望ましく

ない事態を防ぐため、事態ｑの実現が望ましい」という四つの分類に分けた。そして、本

研究の考察結果によれば、次のような相関関係があることが分かった。 

 

図 3：「望ましい事態ｑ」の仕組み（筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、「動機 Z」による分化の有無を二つに分類することができる。具体的には、①と②

③④とに区分が可能である。さらに、②③④については、動機づけが含まれる事態 Zが「既

実現」であるかどうかという点から考えて、更なる②と③④のよう二つに分類ができる。

また、③④の場合はさらに、「誘導推論」が成立するか否かという点で区分が可能である。

以下の分類に基づき、考察の結果は以下、表 1のごとくまとめることができる。 

 

 

無：①単なる望ましい事態ｑ 

 

動機 Zによる分化 

 

                是：②悪い状況 Zを止めるため 

           

有：Z が既実現 

                           否：③望ましい事態 Z を 

否：誘導推論の成立    実現するため 

                                  

                           可：④望ましくない事態 Z 

を防ぐため 
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表 1：「動機づけによる望ましい事態」の仕組みにおける実例の分布(筆者作成) 

 「といい」 「ばいい」 「たらいい」 

 

① 

狭義的な望ましい事態 174例 （50.43％） 161例（58.76％） 15例  （31.91％） 

願

望 

反事実的事態 5例  （1.45％） 9例  （3.29％） 5例  （10.64％） 

狭義的願望 100例 （28.99％） 31例 （11.32％） 21例  （44.68％） 

②  24例  （6.96％） 25例 （9.12％） 0例    （0％） 

③  42例  （12.17％） 27例  （9.85％） 6例    （12.77％） 

④  0例     （0％） 21例  （7.66％） 053例       （0％） 

合計 345例 274例 47例 

 

その中でバイイのみ、動機づけ④の「ある望ましくない事態を防ぐため」が用いられる

という結果を得た。そのうえ、バイイで表された②④のみ、動機づけの事態・状況ｐと当

該事態ｑの間には「誘導推論」という含意がある。言い換えれば、3形式の中でバイイのみ

が「必要十分な手立て」であると言えるだろう。 

 また、本研究の考察から、事態の行為者が 1 人称であれば、どのようなケースであって

もバイイの実例しか確認できなかった。このような差異が出じた背景には、内包された条

件節の機能に関係があると考える。 

 田中（2010）は、「前件を受ける帰結部分の出来が必然的なものであるがゆえに、レバに

よる言いさしの効果はタラと比べても語勢から言っても際立っている。場面によっては投

げやり的、あるいは無責任とも思えるニュアンスをもつ」とした。それに対して、「タラは

多くの解決法の中の任意の一つを提示し、そうしてみることによってあるいは好機が見出

せるかもしれないという期待感があるのに対し、レバはそうした感情を排除して、突き放

したように一方的に差し向けることによって、他に思量のない疎遠な物言いになっている」

と指摘している。バイイはこのように他者の意見や考えが含まれないものであるため、一

つの事態に絞ることが出来る。よって、<意向>として考えることができる。それに対し、

トイイ・タライイは当該事態以外に他者の意見が含まれているため、一つ事態に絞る<意向

>を用いることが出来ないのである。 

                                                   
53 タライイは平叙文より疑問文の場合が圧倒的に多いと見られる。（227例の中 180 例）。注釈の
52 を参照してほしい。 
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 また、図 3 から理解できることは、バイイは当該事態をある特定のよい結果を得る方向

に導くべき必要十分な要件としてのみならず、「ある望ましくない事態を防ぐため」、或い

は「ある悪い状況をとめるため」の要件としても認められる。結論として、本研究ではト

イイ及びタライイの基本的意味を「当該事態の実現が望ましいものとして提案する」、そし

てバイイの基本的意味を「当該事態を、ある特定の結果を得る方向へ導くための必要十分

な要件として提示できる」とし、双方の意味に対する修正を迫った。 

 

4.<当為判断>との関連 

 この節では、上述の考察を踏まえながら、3形式と<当為判断>の関連を論じていく。まず

共通点としては、3形式とも（33）のように「制御可能且つ未実現な事態について、それを

理想的としその実現が望ましいとする表現者の判断」という<当為判断>を表すことが出来

る点である。 

 

 （33）a.「あんた、本社に帰って十七年前の記録を調べるといい」  （（26b）の再掲） 

   b.「しかし、あんたが今船をやめると定年扱いにはならない。五十五歳になった

ら定年扱いだから、あと二年待てばいい」          （（30）の再掲） 

   c.人間はいきなり変われないんだから、少しずつなりたい自分へ近づくために意

識した生活を送ったらいいと思います。           （（25）の再掲） 

  

 次に言えることは、3 形式とも制御不可能な事態が表された<願望>と共起できるという点

である（（13-19））。しかし、本研究の調査からバイイについてのみ、次のような表現者以

外の判断である「知識表明文」の実例が確認された。 

 

 （34）a.それから、男性像のかかえていた棒のようなものを、ドーナッツ状の床にあい

ている丸い穴に差し込んだのだ。棒は、動いてゆくうちにやがてスポット穴の

奥に入り、同時に、ドーナッツ状の部分を固定するストッパーになるのだ。す

ると、回転しているのは中央の円形部分だけということになって、ゆっくり、

ネジを回して、フタがせりあがってくる。そのため、やや段差が生じて、人が

ゆっくりと傾いてゆくことになる。傾いて人形が切り込みから外れるより前に、

フタは開いた。つまり、ようやく扉が開いたのだ。扉を閉めるのは、開けたの
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と同様の手順を使って、中央の円盤部分を固定し、男性の座像によってドーナ

ッツ状の部分を回転させればいい。            （『新本格推理』） 

    b.先生が「防空ズキンを作ってこい」といった。母は作り方を知らない。俺は「都    

     会の女は知ってるぞ。ザブトンを二つに折り、切れ目を縫えばいい」といった。 

                      （『昭和のにんげん史』」） 

      

 （34a）は、男性像の閉める方法が説明されている。そして（34b）では、表現者が母に

対して防空ズキンの作り方を教えている。これらの場合はいずれも、表現者自身の判断と

いうよりも、知識表明文として考えることができる。3形式では、バイイのみが表現者以外

の判断を表すという点から考えれば、トイイ・タライイとは一線を画していると言えよう。

そのため、<当為判断>から 3 形式を見た場合、トイイ・タライイはバイイより<当為判断>

の度合いが強いという結論に辿りつく。その結果は以下、表 2のように整理できる。 

 

表 2：「<当為判断>からみた「-といい」「-ばいい」「ばいい」」（筆者作成） 

        といい ばいい たらいい 

    <当為判断>を表す場合  〇  〇     〇 

 

 <当為判断> 

 を表さない場

合 

 既実現な行為  ×    ×     × 

 制御不可能な事態  〇   〇      〇 

 望ましくない事態  ×     ×     × 

 表現者以外の判断  ×    〇     × 
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第5章 <必要系>における「必要類」 

 

Ⅰ「なければならない」 

 

 

1.はじめ 

 本研究は、<必要・妥当系>の「必要類」のナケレバナラナイを中心として、3節に亘って

類義表現のザルヲエナイとの比較を通して、ナケレバナラナイの特徴をより詳細に明らか

にする。両者の相違を検討することを通して、ザルヲエナイを<必要・妥当系>として扱わ

ない理由についても考えてみたい。そして 4 節で<当為判断>の観点からナケレバナラナイ

について論じる。 

 

2.先行研究 

ナケレバナラナイは、従来の研究が既に言及してきたように価値判断のモダリティと認

識のモダリティに跨っている。 

 

  （1）2時間前に出発したのなら、もう到着していなければならない。 

  （2）一年生は前後期合わせて 30単位以上取得しなければならない。 

（3）出国の際にはパスポートを提示しなければならない。 

（4）今晩中にどうしてもレポートを仕上げなくてはいけない。 

                   （日本語記述文法研究会（2009）による例文） 

  

 ナケレバナラナイはこのように二つのモダリティの機能を持っており、極めて特殊なポ

ジションにあると思われる。本研究では、（1）のような推測・見込みの意味を表す用法を

考察対象から省くこととし、（2）・（3）・（4）のような行為者が問題とされる場合のみを検

討する。 

2.1なければならない 

 価値判断のモダリティでは、ナケレバナラナイは最も頻繁に言及されてきた形式である

（丹羽（1991）高梨（2010）須田（1991）中畠（2002）など）。その中で意味用法の定義に

ついては、高梨（2010）のように、ナケレバナラナイの形式自体の意味をそのまま「その
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事態が実現しないことが許容されない」とする研究が見られる一方、丹羽（1991）が取り

上げた「状況からの要請」というような文脈との関わりに注目した研究もある。また、要

請する主体のみならず、要請される客体が何（誰）であるかの違いにより、詳しくその意

味用法を検討した研究としては中畠（2002）がある。 

 

                                                             中畠（2002:20） 

   (ⅰ)これは大変なことになった。早く脱出しなければならない。 

   (ⅱ)こんな成績だったから、私はどこかのやさしい関西の私大にでも行けばよかった

が、親が旧制高校を受けねばいけぬという。 

   (ⅲ)「二十一世紀には何としてもこの悲願を達成しなくてはなりません」と秋葉市長

は訴えた。 

   (ⅳ)私の湯呑みの条件は、書斎へ持って入るものだからまずたっぷり入る大きなもの、

そしてそそっかしい私が机の上で引っくり返さないよう、坐りの良いもの、とこ

れだけの必要を充たしてくれなければならないのである。 

   (ⅴ)プロ将棋指しになるにはまず奨励会という組織に加わらなければならない。 

   (ⅵ)会社や個人事業者は、売り上げ分の消費税から仕入れにかかった消費税を差し引

いた分を税務署に納めなければならない。 

  

 中畠氏の説明は明快で分りやすい。要請側の「道理」と「法理・人倫」という分け方は

やや不明であるが、筆者は(v)・(vi)のような場合は、同じく表現者以外の判断に属する「知

識表明文」だと考える。 

本研究は中畠氏による下位分類を認める上で、ナケレバナラナイの基本義を「当該事態

の実現が必要である」とする。また、(v)・(vi)に関しては<当為判断>とは見なせないため、

       要請者 

被要請者 

話し手 道理 法理・人倫 

 

意志志性の者 

話し手 (i)意欲 (v) 必 須 の 条

件・必然の帰結 

(vi)義務 

聞き手 (ii)指図 

一般 (iii)呼びかけ 

非意志性のもの・こと (iv)理想 
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(ⅰ)・(ⅱ)・(ⅲ)・(ⅳ)とは一線を画すことにしたい。 

2.2「なければならない」と「ざるを得ない」 

ナケレバナラナイとザルヲエナイの基本義については、日本語記述文法学会（2009）や

丹羽（1991）などが参考になる。具体的には両者の基本義について、ナケレバナラナイを

「状況からの要請」とされ、ザルヲエナイを「状況からの不可避」54としている。また、両

者の価値判断のモダリティにおける位置付けについては、同じ枠の下で捉える研究がある

一方、異なる枠の中で捉えようとする研究もある。前者については、例えば、益岡（2007）

は両者とも「必要類」としている。また、高梨（2010）も同じ「必要妥当類」としている。

第 2 章では既に触れているが、ザルヲエナイで述べた事態の行為者には 2 人称が取れない

ため、果たしてナケレバナラナイと同じ分類で捉えることが適切なのかと筆者には疑問に

感じざるを得ない。 

一方、後者については森山（1997）の研究がある。両者の違いについて森山（1997）は、

未実現な事態の選択形式の一つとして、ナケレバラナイは「絶対的価値付与型」、類似表現

のザルヲエナイは「選択無余地型」であるとしている。ザルヲエナイは以下のように反対

の文脈を続けることができないが、ナケレバナラナイはそれが可能だからである。 

 

  （5）*出頭に応じない以上、彼は逃げるつもりだと判断せざるを得なかった。が、あえ

て私はそうは判断しなかった。 

（6）出頭に応じない以上、彼は逃げるつもりだと判断しなければならなかった。が、 

あえて私はそうは判断しなかった。 

                          （森山（1997：115）による例文） 

 

 この点について、益岡（2007）高梨（2010）などの研究もザルヲエナイがタ形になった

場合、当該事態ｑは必然的に事実の事態が述べられる一方で、ナケレバナラナイがタ形に

                                                   
54 ザルヲエナイについて日本語記述文法研究会（2009）は、その事態の実現が不可避なもの、

必然的なものであり、また多くの場合、その事態の実現が行為者の意向や気持ちに反することが
多いと述べている 
・体調がわるいのだが、今日は会議があるので、出勤せざるを得ない。（日本語記述文法学会

（2009：114） 
 日本語記述文法研究会（2009）ではザルヲエナイについて、「事情やなりゆきなど外的要因に
よって不可避であることを表す」と述べている。本稿では、それに従い、ザルヲエナイを「状況
からの不可避」と定義する。例文を検討していく。 
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なると、事実が表される場合と非現実が表される場合とに分かれるとしている。具体的に

は、ザルヲエナカッタで事実が述べられた後では、それを取り消せないのに対し、ナケレ

バナラナカッタでは述べられた当該事態が実現されなかったケースが有りうる。ところが、

以下のような例文は森山の理論によっては解釈が難しいと思われる。 

 

  （7）マイホームは手にしたものの、長いローンが残っている。どうしても、奥さんも

働かなければならない。でも、その奥さんはあえて働かないことにした。 

  （8）マイホームは手にしたものの、長いローンが残っている。どうしても、奥さんも

働かざるを得ない。でも、その奥さんはあえて働かないことにした。 

                                （筆者による作例） 

 

 （7）・（8）の例文から、森山による「選択無余地型」と「絶対的価値付与型」という分

類法は全ての事例を包括してはいないと言わざるを得ないのである。よって、両者の違い

は改めて検討する必要があると考える。 

 

3.考察 

考察を整理して進めるために、まず両者とも用いられるケースと、片方しか用いられな

いケースとに分けて検討を始めたい。ナケレバナラナイとザルヲエナイは、次のような文

脈であれば双方とも用いることが出来る。 

 

  （9）a.マイホームは手にしたものの、長いローンが残っている。どうしても、奥さん

も働かなければならない。               （『欲望の戦後史』） 

    b.マイホームは手にしたものの、長いローンが残っている。どうしても、奥さん

も働ざるを得ない。                  （筆者による作例） 

 

 ところが、次のような文脈ではザルヲエナイのみ、用いることは出来ないのである。 

 

 （10）a.自分の足で立って，逃げることができるようになるだけで，ずいぶんとそのリ

スクは軽減されることが予想されるが，乳幼児は自己防衛の手段を持たない，

親の保護や愛情を必要とするこの時期の虐待はなんとしてもなくさなければな
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らない。                  （『子供への最大の人権侵害』） 

b.??乳幼児は自己防衛の手段を持たない，（前略）親の保護や愛情を必要とするこ 

の時期の虐待はなんとしてもなくさざるをえない。    （筆者による作例） 

 

 従来の研究における、「状況からの要請」と「状況からの不可避」という意味解釈は、（10）

の違いを説明しにくくしていると考える。波線部の「乳幼児が自己防衛の手段を持たない」

ために、「乳幼児の時期の虐待はなんとしてもなくす」という事態の発生は、理屈上「状況

からの不可避」としても解釈できるはずである。それにもかかわらずザルヲエナイのみが

用いられないのはなぜであろうか。 

 本研究では、（9）・（10）において表れた差異に基づいて、当該事態には行為者の「意図

性」が含まれるか否かという点で対立するのだと考える。次節では、この「意図性」につ

いて詳しく論じていこうと思う。 

3.1意図性 

 本研究では「意図性」を、述語自体の性質と関わった「他動詞」や、事態に対する行為

者の「自己制御性」などとは別概念として、「当該の行為遂行にあたって意図性があるか否

か」という点から考えたい。 

 佐藤（2007：147）は以下の用例を用いて、「意図性」があるかないかをヤルとスルとの

共起関係から説明している。 

 

 （11）a.厳しいことを言われたので彼は悲しそうな顔をした/＊やった 

    b.わざとお猿さんの顔をした/やった。 

 

 佐藤は、aのような主体が当該行為の遂行を意図的に行っていない場合には、ヤルを使用

するのは不適切であるとした。つまり、「意図性」という要因はヤルの使用と深くかかわっ

ていると指摘したのである。本研究では佐藤が言及した内容について同意した上で、以下

のような使役と受身についても同じく「意図性」という点で関連があると考えている。 

 

 （12）a.太郎はパンを食べた。 
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  b.お母さんは太郎にパンを食べさせた55。 

 （13）a.花子は太郎を殴った。 

     b.太郎は花子に殴られた。 

                                （筆者による作例） 

 

 （12a）の「パンを食べる」ことは「太郎」にとって、自ら意図を持って実行した行為と

して解釈するのが一般的であろう。そして（12b）は、「お母さん」にとって「太郎にパン

を食べさせる」ことは意図的に行った行為と言える。ところが、（12b）では、許可の使役

文でない限り、元の主格であった「太郎」にとって「パンを食べた」ことは、自ら実現し

ようとした行為ではない。つまり、使役文では、使役者（お母さん）と行為者（太郎）は

「意図性」があるかどうかという点で分けられると考えてよいだろう。受け身文も同様に

説明できる。（13a）の「殴ること」は主格である行為者の「花子」にとって、意図的に行

われた行為である。それに対し、（13b）は主格の受影者である「太郎」にとって、余程お

かしな状況でない限り、「殴られた」ことは、決して自ら意図的に実現しようとした行為で

はないのである。 

 

 また、「意図性」の概念は、次の副詞の「何としても」・「どうしても」にも関わるように

思われる。 

 

（14）何としても、私はアメリカに行って留学をする。 

（15）どうしても、私はアメリカに行って留学をする。 

                                                   
55 本稿で持ち上げた「使役」の「意図性」は、あくまでも（12）のような増加型の使役に限ら
れると考えている。交替型の使役と間接型の使役はこのような対称性がないと考えられるからで
ある。なお、ここの増加型の使役・交替型の使役と間接型の使役の分類は、は野田（1991）の成
果に基づいたものである。例えば、以下のような交替型の使役文をみてほしい。 
 ・a 審査員がその服装にびっくりした。 

b その服装が審査員をびっくりさせた。 
 元の文 aの主格の審査員にとって、「びっくりする」ことは心理的な変化が表した事柄である
ため、当然ながら「意図性」は含まれてない。使役文ｂも、もともとの原因が表された「その服
装」が無情物であるため、当然のこととして意図性は含まれない。 
 また、間接型の使役も同様に「意図性」を論じる余地がないと考える。ここでは、以下の例文
をみられたい。 
 ・a 妻が死んだ 

b 私が妻を死なせた。 
 間接型であれば、直接的になにかの働きかけを行うわけではないため、ｂの使役者の「私」に
とって、「妻をしなせる」ことは意図が含まれた行為ではないと考えられる。  
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                               （筆者による作例） 

 

 逆条件の「なんとしても」には、「何＋と（引用句）＋し（動詞の連用形）＋ても（逆条

件）」という構成が見られる。引用句（と）の内容節である「なん」は「不定語」であり、

並列的な集合個体が存在していると考えられる。（14）では、内容節の「何」にはいくつか

の選択肢として考えられ、バイト・貯金・お金を借りること・奨学金の試験を受けること

などは「アメリカに行って留学をする」という目的を達成するための選択肢の集合として

考えられる。ただし、不定語である「何」によってこの集合を括っているものの、どの選

択肢をとるのかが問題にはされていない。重要なのは、目的の「アメリカに行って留学を

する」ことである。極端な選択肢を選ぶことも一つの選択として考えられ、主文に現れる

行為達成のために費やされる最大の許容範囲をしめしている。そのため、目的を達成する

ことに対し、表現者の意図が強く含意されているのである。 

 一方、（15）の「どうしても」はどうであろうか。副詞の「どうしても」について、工藤

（1996）は以下のように述べている。 

 

「「どうしても」は、命令文・決意文といった意欲（表出文）のタイプには用いられず、命

令形や意志形と共起するにしても、それは間接引用（話法）的な場合に限られる。希望も、

直叙形（現在形言い切り）による表出的な（半意欲文的な）文は少なく、説明形「したい

のだ」や過去形「したかった」など、叙述文化したものの方が多い。 

 また、場面的には、独話・独白が多く、相手がいる場面でも相手に働き掛けてはいない。

この点「ぜひ・絶対」が「―してください」「－するといい（です）よ」など、聞き手への

働き掛けを表す文にも容易に用いられるのと、顕著な差を見せる。これは、副詞「どうし

ても」の叙述文性（記述～判断性）の強さの現われであり、逆に言えば、意欲文性（表出

～要求性）の弱さのあらわれであると思われる。」       （波線は筆者によるもの） 

 

 上述の工藤の説明から分かることは、「どうしても」が含まれた事態の場合、行為者が当

該事態に対して意欲が弱い点である。当該事態の実現に対して行為者の意欲性が弱いのは、

実行する意図性が弱いためだとも考えられる。 

 以上の内容から、本研究では、「意図性」があるか否かが、「使役文」と「受け身文」及
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び副詞の「何としても」「どうしても」などの現象に関連していると考える56。 

 次節から、「意図性がある」場合と「意図性がない」場合とにわけ、ナケレバナラナイと

ザルヲエナイの特徴について考察を進めていく。 

3.1.1意図性がある場合 

 本研究の考察から、ナケレバナラナイは意図性がある事態と共起する場合が見られるの

に対して、ザルヲエナイは意図性がある場合と共起しないことが分かる。ここでは、ナケ

レバナラナイの例文を見てほしい。 

 

 （16）今後、我が国が国際社会で平和を確立するための役割をより積極的に果たしてい

くためには、このような人的側面での国際協力を強化することが不可欠と言えま

す。その意味で、何としてもこの両法案を今国会で成立させなければならないと

思っておりますが、総理の御決意のほどを改めてお伺いしたいと思います。      

（『国会会議録』） 

 （17）「家」を全うするためには、己を充実させなければならない。 

                          （『日本人 1300年・家族の知恵』） 

 （18）「そんなことないよ、大丈夫だよ。おれ、引きずられたってがまんするし、少しく

らいなら歩けるよ」アキラは、自分でも驚く程熱心だった。オフクロネズミの話

を聞くうちに、もしかしたら人間にもどれるかもしれないという期待が、むくむ

くと頭をもたげていた。でも、そのためには、なんとしても、そのソコナシとか

いうカエルに会わなければならない。      （『あぶくアキラのあわの旅』） 

  

 ナケレバナラナイは（16）・（17）のように、「意図性」が表される使役形が述部の箇所に

確認できる。使役形には他動性が含まれ、使役者（行為者）が意図的に実行しようとする

                                                   
56 「意図性」と「自己制御性」は一見似ている概念であるが、両者は異なるものとして考える。
まず意図性が見られる場合には、次の例のように述部が「食べる」のような<達成の自己制御性>
がある一方で、「思い出す」のような<過程の自己制御性>が存在する場合もある。 

 ・パンを食べたい。 

 ・昔のことを思い出したい。 

 逆に考えれば、述部に<達成の自己制御性>の述語が現れることは、必ずしも「意図性」が含ま
れていることを保障するものではない。 

・主人公が嫌々ながら食べたけど。 
上の例のように、文脈上話者の意志に反した副詞の「嫌々」と共起することは、「食べる」こ

とが本来なら、主語の「主人公」にとって自ら意図的にやろうとした行為ではないことが読み取
れる。このように本研究では「意図性」と「自己制御性」は別概念として考える。 
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働きがあると考えられる。（16）・（17）では、波線部の「我が国が国際社会で平和を確立す

るための役割をより積極的に果たしていくためには」と「「家」を全うするためには」とい

う目的から考えられるのは、当該事態ｑである「この両法案を今国会で成立させるコト」

と「己を充実させるコト」がそれを達成するための条件として提示されている点である。  

 また、（18）では、波線部の箇所から分かる通り、行為者のアキラは「人間に戻れる」と

いう目的を達成するには、どんな手段をとることも構わないとし、「そのソコナシとかいう

カエルに会うこと」に重点が置かれている。また、一つ着目したいことはこれらのような

場合が制御可能な事態であるという点である。このように、行為者が自ら意図をもって目

的を達成しようとしている制御可能な事態であるため、当該事態ｑの実現は望ましいもの

とされているのは明らかである。 

 一方、ザルヲエナイには、行為者の意図が含まれる事態と共起しにくいと見られる。 

 

 （19）a.*我が国が国際社会で平和を確立するための役割をより積極的に果たしていくた

めには、このような人的側面での国際協力を強化することが不可欠と言えます。

その意味で、この両法案を今国会で成立させざるを得ない。 

b.*「家」を全うするためには、己を充実させざるを得ない。 

     c.*（前略）もしかしたら人間にもどれるかもしれないという期待が、むくむくと

頭をもたげていた。でも、そのためには、なんとしても、そのソコナシとかいう

カエルに会わざるを得ない。 

                                （筆者による作例） 

 

 続いて、意図性がない場合について見ていこう。 

3.1.2意図性がない場合 

 意図性がある場合と異なり、意図性がない場合にはナケレバナラナイとザルヲエナイが

両者とも以下のように用いられる。 

 

「ナケレバナラナイ」 

 （20）このバス代が一万五千百二十円、一方汽車の方は京都−並河間がこれは二十四．八

キロですが、昨年上がっても千二百四十円で汽車賃の約八倍なんですね、バス代

が。汽車がない、バスしかないという状況でどうしてもバスに頼らなければなら
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ない。                          （『国会会議録』） 

 （21）私的資本のかわりに国家の補助金や制度融資に全面的に依存しても、地域経済の

自立的な発展は望めない。農村における信用の非商品化が進められなければなら

ないのである。                （『豊かなアジア、貧しい日本』） 

 

「ザルヲエナイ」 

 （22）もし負けたばあいのことを考えると、さらにその敗戦のじかの責任者が秀頼であ

る場合を考えると、秀頼は当然殺されざるをえない。         （『城塞』） 

 （23）「諸外国に比べると日本では、公私ってことについては公が私に優先する傾向が顕

著なんだそうですけど、今の例では、逆に私が公に優先する」「というよりも、自

分を偉いと勝手に思ってる奴がもうがむしゃらに無理を通してしまうってことだ

ろうね。その結果は言わずとしれたことで、金銭的な面は全部会計担当官にしわ

寄せになる。私たちは、こんなことやってはいけないんだと思いながらも、どう

してもやらざるをえない。イズムを曲げざるをえない。無理が通れば道理が引っ

込む、ってやつです。                     （『総領事館』） 

 

 ナケレバナラナイのグループについて、「どうしても」と共起した（20）では、汽車がな

い、バスしかないという状況から「バスに頼る」という判断をしている。言い換えれば、

こういった状況におかれた人間は、自らバスに頼ろうという意図はみられないのである。

また、受身形の場合には、（21）における「信用の非商品化」から見れば、同様に「進めら

れる」という事については非意図的なものであると考えてよい。 

 一方、ザルヲエナイのグループについて、（22）も「秀頼」が意図的に「殺される」こと

を望む、或いは、実現しようとしているといった解釈をするのは難しい。また、（23）では

この例文の「私たちは、こんなことやってはいけないんだと思いながらも」から分かるの

は、「やる」ということが意に反していることであろう。「やる」ということは行為者の「私

たち」にとって「不可避」のことであり、自ら実行しようとする意欲がないのである。 

 ところが、典型的に意図性がない人の心理的な状態・感情などの場合、ザルヲエナイの

例文しか確認することができなかった。 

  

 （24）日本人は、相手からウワテに出られると、「やられた」と思うよりも、「イヤな奴



 

 

- 108 - 

だ」とにわかに反感を抱いてしまいがちである。とくに京都人にとっては「気安

うされた」つまり見くびられたということになり、「気安ういわんといてんか」と

気色ばまざるをえない。             （『比較文化のおもしろさ』） 

 （25）トウルが知りたかったのは、老婆と話をしたり、その日常をみるたびに、敗北感

のように感じざるをえない、あのえたいのしれぬたしかさ、底ぶかさ。 

                               （『さらしなにつき』） 

 （26）この新しい要請に充分に応えられているだろうか。私は懐疑的にならざるをえな

い。                           （『日本の「死」』） 

 

 この三つの例文に含まれる、「気色ばむ」と「敗北感のように感じる」及び「懐疑的にな

る」はいずれも意図的に制御できない人の心理的な状態を語っている。これらのようなザ

ルヲエナイで述べられた意図性がない且つ制御不可能な事態に対しては、表現者が当該事

態ｑの実現が望ましいという判断が含まれるとは考えにくい。 

 また、この 3例で述べられた事態については、（24）が表現者以外の判断である知識表明

文として考えられる。一方で、（25）は、波線部で示された復文節の「たびに」から分かる

ように、「敗北感のように感じる」ことを何回も繰り返している状況として叙述する。よっ

て、同じく知識表明文であると考えられる。また、（26）では、「私」はこれから「懐疑的

になる」というわけではなく、前の文脈の「この新しい要請に充分に応えられているだろ

う」と述べている点から分かるのは、今まさにこういう「懐疑的になった/なっている」状

態にあることを述べている点である。このようにザルヲエナイは、心的状態に関わった述

語と共起される際に、既実現な事態と知識表明文が叙述されるのである。 

 それに対し、実例を収集する際、ナケレバナラナイはこのような心的な状態と共起され

た例文を確認することは出来なかった。実際この三例はナケレバナラナイに置き換えると、

容認度が下がる。以下、例文をみてほしい。 

  

 （27）a.??とくに京都人にとっては「気安うされた」つまり見くびられたということに 

なり、「気安ういわんといてんか」と気色ばまなければならない。 

    b.??ひっかけられたのではないかと疑心暗鬼にならなければならないからであり、

またひっかけられたのではなくても、日本人はアメリカ人流の気持の切りかえに

ついていけないからである。 
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    c.??この新しい要請に充分に応えられているだろうか。私は懐疑的にならなければ

ならない。                       （筆者による作例） 

 

（20-23）と（24-26）は同じく意図性がない事態として考えられる。その一方で、（20-23）

はいずれも行為者にとって制御可能な事態であるのに対し、（24-26）のような心的状態が

表される動詞の場合には、制御不可能な事態として見なされる。そのため、ナケレバナラ

ナイは「意図性」という点において、完全に中立的な立場にあるとはいいにくく、人にと

って制御不可能な事態であれば、共起できないことがわかる。 

3.2結論 

 以上の内容から分かることの一つは、ナケレバナラナイは基本的に、事態に対して「意

図性」が表された事柄であっても、事態に対して「意図性がない」事柄であっても共に用

いられる。ただし、非自己制御性の事態とは共起できないものと思われる。 

 それに対し、ザルヲエナイは「意図性がない」場合しか用いられない。その証拠として、

本研究においては、ナケレバナラナイには意志性が表された副詞の「なんとしても」、それ

と「使役形」と共起できる一方、ザルヲエナイにはそれらと共起できないことを示した。

また、ナケレバナラナイとザルヲエナイは、両者とも「行為者の意図がない」ことに関わ

った副詞の「どうしても」と、「受身形」とは共起できると考えられる。 

 従来の研究では、ザルヲエナイが論じられた際、一般的に望ましくないことと共起され

る57と論じられてきた。その背景には、「行為者の意図」が含まれてないことと関係してい

ると考える。意図性をもって実現しようとする行為ではない限り、ただその事態が不可避

である面のみが伝わるため、その事態は望ましくないと解釈されるのである。 

 このように事態に対する「行為者の意図性」を含めるか否かという点から見れば、ナケ

レバナラナイとザルヲエナイは対立的な性格を持っていることが分かる。従って、本研究

では、両者を同じく枠の下で捉えられるのは不適切だと考える。 

  

4.<当為判断>との関連 

 ナケレバナラナイは、以下の（28）のように<当為判断>を表す場合がある。 

                                                   
57 例えば、日本語記述文法研究会（2009）では、ザルヲエナイについて、多くの場合にその事
態の実現が行為者の意向や気持ちに反するというニュアンスを帯びると述べられているが、そう
判断した理由などの言及が特になされていないと考えられる。 
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 （28）「家」を全うするためには、己を充実させなければならない。  （（17）の再掲） 

 （28）については、当該事態が制御可能で且つ未実現である上で、前件の目的節の条件

として表された点から、当該事態の実現が望ましいと考えられるためである。 

一方、ナケレバナラナイは、次のように表現者以外の判断である知識表明文を表すこと

ができる。 

 （29）a.人間は誰しも死ななければならない。 

       b..プロ将棋指しになるにはまず奨励会という組織に加わらなければならない。 

                                  （(v)の再掲） 

 また、本研究の 39頁で既にふれていることであるが、ナケレバナラナイは行為遂行の命

令としても表す場合がある。 

 （30）（夏休みも終る頃、宿題を残した子供に、母親が） 

「やらなきゃいけない事は、やらなきゃあいけません。」     （重見（2000）） 

??「やらなきゃいけない事は、やらなきゃあいけないと思う。」 （筆者による作例） 

 そして、3節の考察から、ナケレバナラナイには意図性がない且つ制御不可能のような望

ましくない事態の場合と共起できないという結果を得た。 

 （31）??この新しい要請に充分に応えられているだろうか。私は懐疑的にならなければ

ならない。                       （（27c）の再掲）   

 また、本研究の考察においては、ナケレバナラナイは既実現の行為を述べる場合と、制

御不可能な事態の場合とが確認できなかった。実際、（27）で示されたように制御不可能な

事態と共起しにくいと考えられる。以上のように<当為判断>から検討をした結果、ナケレ

バナラナイは次のようにまとめられる。 

表 1：<当為判断>からみたナケレバナラナイ（筆者作成） 

         なければならない 

    <当為判断>を表す場合      ○ 

 

 

 <当為判断> 

を表さない場合 

 既実現な行為      × 

 制御不可能な事態      × 

 望ましくない事態      × 

表現者以外の判断 知識表明      〇 

行為遂行      〇 
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Ⅱ 「てはいけない」 

 

 

1.はじめに 

 従来の研究ではテハイケナイを論じる際、一般的に「禁止」の意味が用いられると言及

されてきた。この点について本研究では、テハイケナイと同じく禁止の意味を表すスルナ

との関連に触れながら、よりテハイケナイの特質に迫っていくのを目的とする。その後、4

節で<当為判断>の観点からテハイケナイを体系的に論じる。 

 

2.先行研究 

2.1てはいけない 

 本研究では、テハイケナイにはテハという順接が含まれるため、テモイイ・ナクテモイ

イに含まれた逆接とは対立関係があると考えている。坂田・倉持（1993）は、同じ順接が

含まれるテハイケナイとナケレバナラナイについて、（1）と（2）のように対応すると指摘

している。筆者はこれと同じ立場に立ち、両者が同じく<必要妥当系>の「必要類」に属す

と考える。また、テハイケナイの基本義を「当該事態の実現しないことが必要である」と

する。 

 

  （1）あまり夜ふかしをしてはいけない。    

  （2）夜ふかしをしないようにしなければならない。 

                     （坂田・倉持（1993：216）（下線部が筆者）） 

 

 テハイケナイについては、蓮沼（1987）・坂田・倉持（1993）・日本語記述文法研究会（2009）

などの先行研究が指摘した通り、「禁止」の意味であると一般的に認識されてきた。その中

で、<禁止>を表す形式の一つとして位置付ける研究（坂田・倉持（1993））と、<禁止>の周

辺的な用法と共通点があるとした研究（蓮沼（1987）日本語記述文法研究会（2009）高梨

（2010））とに分かれている。 

先行研究から見れば、テハイケナイは「禁止」という概念と密接的に関わると言える。

次節では、先行研究において、テハイケナイがいかに<禁止>と関連して論じられているの

かという点を明らかにしたい。その上で、禁止表現のスルナにも触れながら、考察を進め
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る。 

2.1.1<禁止> 

 テハイケナイの意味用法を「禁止」という概念で説明してきた従来の研究の中で、テハ

イケナイの基本義を禁止と捉えたのは、坂田・倉持（1993）である。一方、テハイケナイ

で表された<禁止>を、行為者が 2人称の時に生じる下位分類として捉えたのは、蓮沼（1987）、

日本語記述文法研究会（2009）、高梨（2010）である。 

 例えば、蓮沼（1987：5）では、「～テハイケナイ/ナラナイ」は<禁止>、或いは<回避の

必要性>といった伝達的意味を担うとされている。日本語記述文法研究会（2009：129）も、

テハイケナイについて、「その事態が聞き手の行為であれば、聞き手にその行為を禁止する

文として機能する。」とする。 

  

  （3）ここは今僕がペンキを塗ったばかりだから、触ってはいけない。 

                            （日本語記述文法研究会（2009：129）） 

 

 一方、最も典型的な禁止表現とされるのは、スルナという否定的命令の形式である。ス

ルナとテハイケナイが表す禁止の意味の違いについて、日本語記述文法研究（2009）では、

個人的な希望によって禁止する場合はスルナの方がより自然であり、テハイケナイはやや

不自然となると指摘されている。 

  

  （4）a.[恋人に]もうどこにも行くな。 

  b.[恋人に]?もうどこにも行ってはいけない。 

                      （日本語記述文法研究会（2009：129）） 

 

 また、高梨（2010：209）では、聞き手への配慮があるか否かで区別し、<禁止>を<否定

の命令>（スルナ）と<否定の忠告>（「テハイケナイ」）のように分類する。そして前者は話

し手にとっての有益性なものが基盤になっており、後者は聞き手が悪い結果に陥らないよ

うに注意を促す機能であると述べている。 

  

  （5）カオル「今ときめいたな」 

ウシ「・・・・・」 
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  カオル「とぼけるなよ。俺にはわかる。そういうきたならしい目つきで俺のソノ

コ君を見つめるな！虫酸が走る」             （高梨（2010：209）） 

  （6）俺のソノコ君を見つめちゃいけない。          （高梨（2010：210）） 

  

 ところが、禁止という概念は、そもそも「否定の命令」として認識されている。高梨氏

が言及された「否定の忠告」という概念は意味上から考えれば、むしろ「-しないほうがい

い」に近いものではないかと考えられる。この点から、テハイケナイはスルナと同じく、<

禁止>という枠組みで捉えられるのか否かという疑問を強く感じざるを得ない。よって、テ

ハイケナイと「否定の命令」の関連性について、さらに検討の必要性を感じる。 

 

3.考察 

 否定命令のスルナは、相手の行動を禁止する行為遂行の機能が働いているため、思考動

詞の「思う」と共起できない特徴がある。 

 

  （7）??（恋人に）「もうどこにも行くなと思う」         （筆者による作例） 

 

一方、「必要類」のテハイケナイはナケレバナラナイと同様に事態の行為者が 2人称且つ

表現者（判断者）が絶対的な権利を持つ場合には、「と思う」と共起することが難しい。 

 

  （8）a.諸君と同じ仏教徒であらせられる。ウソはいけない。外国人をあなたたちはだ

ましてはいけない。先生にそのことが知れたら、鉄挙制裁がふりかかる。まあ君

たちは一撃でおだぶつだな。         （『スリランカで午後の紅茶を』」） 

     b. ??諸君と同じ仏教徒であらせられる。ウソはいけない。外国人をあなたたちは 

だましてはいけないと思う。先生にそのことが知れたら、鉄挙制裁がふりかかる。

まあ君たちは一撃でおだぶつだな。            （筆者による作例） 

  

例えば（8a）では、「先生対生徒」という上下関係が存在するうえ、波線部の「先生にそ

のことが知れたら、鉄挙制裁がふりかかる。まあ君たちは一撃でおだぶつだな」の箇所か

ら理解できることは、「ｑをすれば、君達を罰する」というｑの否定的評価をもたらす行為

者が、表現者自身という点である。そのため、行為者が 2 人称、かつ表現者が絶対的な権



 

 

- 114 - 

利を持つという場合には、<否定の忠告>として解釈することは難しくなり、<否定の命令>

として考える方が適切だと言えるだろう。 

本節では、このように「と思う」と共起できるか否かという点を手掛かりにして、他に

どんな場合に「と思う」と共起できないのかを検討することで、否定命令との関連を明ら

かにしていく。「と思う」と共起できるか否かという点は、叙述された判断が「現場的行為

指示・非現場的行為指示」に関わっているからだと考えられる。そのため、その点を軸に

おいて考察を進めたい。なお、テハイケナイとスルナの共通点を究明するためには、先ず

3.1節で両者の違いを予め確認しなければならない。その後、当該事態を「非現場的行為指

示」（3.2節）と「現場的行為指示」（3.3節）とに分け、特に否定命令を表すことの出来る

行為者が 2人称の場合に着目し、考察を行っていく。 

3.1「するな」との違い 

 否定命令文のスルナについて詳しく論じたのは佐藤（2013）である。この節では、まず

氏の説明を引用しながら、スルナの意味やその特徴をおさえていく。 

 佐藤（2013：25）では否定命令文の「な」について、命令文の相手みずからが引き起こ

す側面を有する動作・事態を表す、また、命令文の相手の努力で動作・事態の実現を回避

できる（と話し手が想定している）と述べられている。 

 

  （9）a.「今日から赤の他人や。もうウチに来るな」 

     b.（迫って来る男に）「寄るな、あぶねえぞ」 

   c.（ある人物の発言に対し）「みんな騙されるな」   

                          （佐藤（2013）による例文） 

  

 また、主語には無情物、かつ動作の主語が来られる場合は、<願望>58の機能が見られると

指摘される。 

 （10）a.車の中で頬のマッサージをした。下がるな、下がるな、とおまじないをかけな

がら。 

b.（空を見上げて）明日は降るなよ。59       （佐藤（2013）による例文）    

                                                   
58 仁田（1991）（2014）も命令形は主語に関わる意図性を有していることから、<命令>と<願望>
に区分するとしている。 
59 佐藤氏はこのような例文の動作回避の可能性について、相手が非情物であるため、相手の努
力で回避できると判定しづらいことがあるとしている。ところで、氏の論によれば、頬、雨が擬
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そして佐藤は、動作が完了している場合においても用いられることを指摘している。 

 （11）a.（突然現れた相手に）「うわあ、急に現れるなよ。話が佳境に入ってるんだから。」 

      b.（あの人はドラ息子だという発言に対し）「失礼なことをぬかすな」 

        c.（あなたから借りていた時計をなくしてしまったと告げられ）「なくすなよ」 

                              （佐藤（2013）による例文） 

 

(11)について佐藤は「この種の否定命令文は、話者が、既におきた当該の望ましくない

事態が実現する瞬間を想起し、事態の実現回避に対する要求的態度を、自身の過去に対す

る理想として相手に提示しているのである」と述べている。 

 また、佐藤は（11c）について、「時計がみつかってない状態で再び同じ時計をなくすな

どということはまず考えられない」とし、（11b）における「失礼なことをぬかす」ことは

日常的にみられるため、発話以降でも起こる可能性が十分に見込まれるという点で違いが

あるとする。 

 以上の佐藤の考察からスルナに関しては、制御不可能な事態と既実現の事態とが共起で

きることが分かった。 

 それに対し、テハイケナイには、行為者が想定できない制御不可能な事態が用いること

が出来ない。 

  

 （12）??（空を見上げて）明日は降ってはいけないよ。      （筆者による作例） 

 

 テハイケナイは（12）が示したように、事態の存在においては、行為者が存在し得ない

自然現象と共起できないのである。一方、（11）のような既実現の事態においては、テハイ

ケナイが用いられる場合と用いられない場合と区分することが出来る。 

 

 （13）a.(突然現れた相手に） 

??「うわあ、急に現れてはいけないよ。話が佳境に入ってるんだから。」 

    b.（あの人はドラ息子だという発言に対し） 

                                                                                                                                                     
人化されているとみなすことができる。そのため、話者が頬、雨に「下がる」「降る」動作の実
現を回避する能力があると想定していることが考えられる。 
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「失礼なことをぬかしてはいけない。」 

      c.（あなたから借りていた時計をなくしてしまったと告げられ） 

??「なくしてはいけないよ。」 

                            （筆者による作例） 

 

 （13a）のような思わず発話した場合には、テハイケナイが用いることが出来ない。また、

（13c）のような過去における一回限りの事態においても同様に用いることが出来ない。そ

れに対し、（13b）における「失礼なことをぬかす」コトは、佐藤が指摘したようにまた同

じ状況があれば、起こり得ると考えられる。このように聞き手の今後の行為に制限をかけ

ている点については、テハイケナイも同様である。 

 以上のように、テハイケナイは「ｑの否定的評価」が含意されること、願望を表すこと

が出来ないこと、既実現の事態と共起することができないこと、という 3 点において、ス

ルナと区別されるといえよう。次節から、テハイケナイと否定の命令の関連性について検

討していく。 

3.2非現場的・現場的行為指示 

 本研究では行為指示の中で、行為者が会話の場にいる（1 人称と 2 人称）、かつ、当該行

為（事態）の実現が「発話時（今）」に要求される場合には、それを「現場的行為指示」と

する。逆に、それ以外の場合は「非現場的行為指示」とする。次節から当該事態を非現場

的・現場的行為指示に分け、考察を行っていく。 

3.2.1非現場的行為指示 

 非現場的行為指示の場合は、当該事態の実現が要請される時点は発話時以降である。ま

た、以下の例で示したように、事態の行為者はどの人称であっても想定可能である。 

  

 （14）a.なぜ愛氏はもどらないのか。ジンさんは前科者だっていう噂を思い出した。ク

ッキーの作り方もパンの焼き方も、刑務所で習ったというミヤコさんの低い声に

行き当たった。思いをたぐり寄せてはいけない。       （『日の湖月の森』） 

    b.「わかったろう。イスナーさん。彼女に思い出させてはいけないんだ。もし失

われた記憶がもどったとしたら、その瞬間に彼女の精神は破壊されてしまうだろ

うよ」                        （『北緯 50度に消ゆ』） 

    c.（前略）、良い成績で私立中学に合格。本人は満足していました。それが間もな
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く気持ち悪い、吐き気がすると言い出し、休み始めたのである。（中略）もともと

この息子は、クラスの中でうまく適応しきれていない、彼にとっては相当高い壁

を抱えているわけです。それを通学距離が長いとか、環境の悪い電車のため吐き

気がするとか、いろいろな理由をつけてなんとかしていた。そういうことを暴い

てはいけないのです。そんなに通学しやすい環境を整えてしまうべきではないの

です。                        （『「家族」はこわい』）    

    d.父親というのは普段はそれほど存在を誇示しなくてもいい。しかし、こういう

家族の行事や、いろいろな家族的な生活の場では父親として家族の中心をなす必

要がある。そのためには、やはり父親は家族への、心配り、目配りを忘れてはい

けない。                 （『いま家族しか子供を守れない』） 

 

 行為者が 1人称である（14a）において「思いをたぐり寄せるコト」とは、表現者がこれ

からそうならないように努力しようとする判断が示されている。また、行為者が 2 人称で

ある（14b）も同様に、「彼女に思い出させない」という事態の実現は発話時（今）に要請

されているのではなく、今後の相手の行動を警告しようとしているのである。また、事態

の行為者が 3 人称の（14c）と、行為者が非指示的場合の（14d）においては、行為者が発

話現場にいないことから、当該事態の実現を要求するのが発話時であることは想定しにく

い。このようにこれらの事態は、いずれも「非現場的行為指示」に属する。 

 また、幾つか着目してほしい点に言及したい。まず事態の行為者が 1人称の場合にのみ、

（14a）における「思いをたぐり寄せる」のような心的状態が表されることと同時に、制御

不可能な事態としても見なされることである。このことに関して、否定命令文のスルナに

おいても、同じ共起現象が確認できる。高（2015：48）では、「慌てるな」「驚くな」「苦し

むな」について、「意志動詞のように主体の動作を禁ずる意味ではなく、望ましくない動作

への注意を促す意味で用いられるため、本来の禁止の意味とは異なる」と指摘されている。

この解釈は、（14a）にも同様に当てはまると考える。 

 次に、テハイケナイには例文の波線部の箇所で示された通り、「ｑの否定的評価」が含意

されている。例えば、（15b）から分かることは「彼女に思い出させる」ことが成立した場

合、波線部の「その瞬間に彼女の精神は破壊されてしまう」という望ましくない事態も共

に実現せざるをえない点である。そのため、事態の行為者が 2人称のような（14b）の場合

には、<否定の忠告>という機能が生じるのである。 
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 そして、こういった「非現場的行為指示」の場合には、次のように表現者の判断内容が

表される「と思う」と共起可能になる。 

 

 （15）a.クッキーの作り方もパンの焼き方も、刑務所で習ったというミヤコさんの低い

声に行き当たった。思いをたぐり寄せてはいけないと思う。 

    b. わかったろう。イスナーさん。彼女に思い出させてはいけないと思うんだ。 

        c.そういうことを暴いてはいけないと思うのです。そんなに通学しやすい環境を

整えてしまうべきではないのです。 

        d.そのためには、やはり父親は家族への、心配り、目配りを忘れてはいけないと

思う。                         （筆者による作例） 

 

 以上のように、非現場的行為指示の場合には、「と思う」と共起できる点で否定的命令と

は異なっていることが分かる。では、「現場的行為指示」の場合はどうであろうか。 

3.2.2現場的行為指示 

本研究における「現場的行為指示」とは、事態の行為者が発話現場にいる、かつ当該事

態の実現が「発話時（今）」に要求される場合を指している。発話現場にいるという条件か

ら考えれば、この場合には事態の行為者が 1 人称か 2 人称しか想定出来ない。ここでは、

まず事態の行為者が 1 人称の場合から見ていこう。 

 

 （16）じゃまをしてはいけない、と思いながら、好奇心に勝てず、私は医者の大きな箱

に近づいた。                    （『かがやく水の時代』） 

 （17）何かの衝動が私を駆り立てた。この光景を壊してはいけない。しかし、あの友己

に何か声をかけたくなった。あの笑顔がどうしても欲しくなった。             

                           （『もうひとつのラブソング』） 

 （18）自分自身を情けなく思うというより、あわれで、かわいそうで仕方ないのでした。

「こんなことで、へこたれてはいけない」と自分を力づけ、元気づけなければ食

べ物が喉を通らないのです。            （『死刑囚からの恋うた』） 

 （19）―騙されてはいけない。 根っからの悪党なのだから、この男は。（『二階の沈黙』） 

 

 これらの例文における当該事態は、いずれも「現場的行為指示」として考えられる。例
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えば（17）・（18）・（19）では、当該事態の「この光景を壊す」・「こんなことでへこたれる」・

「（この男に）騙される」の中にコノ・コンナという指示詞が用いられている点から、当該

事態の非実現が「今」まさに要求されていることが分かる。 

 また、これらの例はいずれも「ｑの否定的評価」が含意されていることが分かる。文脈

上には明示されていないが、（16）・（17）の「邪魔する」と「この光景を壊す」ことが実現

された場合、他人に迷惑をかけることが想定される。一方、（18）・（19）では、波線部から

「ｑの否定的評価」が読み取れる。例えば、（19）では、波線部の「悪党なこの男に騙され

たら（ｑ）、酷い目に遭う」という否定的評価が含まれていることが読み取れるはずである。 

このような行為者が 1 人称の場合には、日本語記述文法研究会（2003）と田中（2010）

では、「言い聞かせ」60の機能があるとされる。田中（2010：356）は、その機能が自分に義

務的な行為を意識させる「暗示」であるとする。即ち、テハイケナイで述べられた事態の

行為者が 1人称の場合には、独話によって意志が表されているのである。 

 ところで、興味深いのは、制御可能な事態の場合、（16）・（17）の波線部、「好奇心に勝

てず、私は医者の大きな箱に近づいた」と「しかし、あの友己に何か声をかけたくなった。

あの笑顔がどうしても欲しくなった」から理解できるように、「じゃまをしたい」「この光

景を壊したい」という表現者の本音が含まれている点である。それに対し、制御不可能な

事態である（18）・（19）には、「へこたれる」こと、「騙される」ことがいずれも表現者に

とって望ましくない事態として考えられるため、制御可能な事態の場合と異なり、ｑをし

たいという本音は含まれていない。このような当該事態の行為者が 1 人称、かつ、制御不

可能な事態の場合には、望ましくない事態を避けようとする<決意>が表されている。高

（2015：51）では、このような主体の無意識・不注意による動作については、「失ってはい

けない」・「遅れてはいけない」というのが主体の意志が強く働いている文であるとされて

いる。それに対して制御可能な事態の場合には、本音と出された判断が分岐しているとい

う特徴があるため、単なる<意志の表出>として考えられる。 

 安達（1999：77,78）では、独話における意志の文は「意志の表出」と「決意の表明」と

に分けられている61。前者について、「話し手が聞き手に伝達するという意図を持たず、発

                                                   
60 「言い聞かせ」という概念について、「ノダ文」から詳細な説明を行ったは名嶋（2003）であ
る。名嶋（2003：240）では、「言い聞かせようなニュアンスを伴う」というノダ文について、「規
範性をもつ「一般常識」や「社会通念」などの第三者に帰属する思考を「聞き手の側から見た解
釈として」提示し、それを受け入れさせることによって「物事の道理」を納得させようとしてい
るからと考えられる」と述べられている。 
61 安達（1999）はこの分け方に基づいて、「しよう」と「する」の違いを論じている。 
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話の瞬間に思い浮かんだ自分の意志が無意識に口をついて出たり、それを心中で考えてい

るということを表す」とし、後者について「話し手の意志を自分自身に向かって宣言する

といった意味を明示的に有するものである」としている。  

 このように行為者が 1 人称の場合であれば、制御不可能な事態であれ、制御可能な事態

であれ、いずれも（16）のように「と思う」と共起可能である。また、当該事態が制御不

可能であるか否かにより、「意志の表出」と「決意の表明」という二つのタイプに分かれる

ことが分かる。 

 一方、行為者が 2人称の場合はどうであろうか。 

 

（20）警官は七、八人しかいず、この事態を収拾しようとして、汗だくで走りまわって

いた。彼らはわめきちらしていた。「やめろ。やめんか。すぐやめなさい。やめな

いと逮捕する。お前も逮捕する。お前も逮捕する。今する。こっちへ来てはいけ

ません。こっちへ来てはいけない。こら。ポリコとはなんだポリコとは」不恰好

な装甲車がやってきて、警官を追いかけ始めた。    （『アルファルファ作戦』） 

（21）「こんなことをして、何になる？」「わたしを信じて。こうすれば、助かる」「どう

して？」「黙って。私のいう通り、じっとしているんじゃ。たとえ何が起こっても、

声を出したり、身動きをしてはいけない。いいか、絶対じゃぞ。そうすれば、や

つらには、わたしたちの姿はみえなくなる」         （『戦場特派員』） 

（22）「―フィリップ、この町に停まってはいけない。急いで走り抜けるんじゃ」「やつ    

    らが待ち伏せしているというのかい？」 フィリップは指先で埃まみれになった 

燃料計のメーターを拭い、トントンと叩いた。メーターの針はＥの位置にぴたり

とはりついたように止まって、動かなかった。「うむ。いやな予感がするんじゃよ。

寄ってろくなことはないとね」               （『戦場特派員』） 

 

 これらの例文で述べられた事態は、当該事態の実現を止めようとする時点は「発話時

（今）」であるため、「緊急場面」として見なせる。また、これらの例文のように当該事態

が実現されれば、聞き手にとって望ましくない事態が「今」に遭遇することになるという

「ｑの否定的評価」が含意されている。 

 波線部によれば、（20）は「こっちへ来たら（ｑ）、お前を逮捕する」、（21）は「声を出

したり身動きをしたら（ｑ）、私達の姿は見えちゃうので、助からない」、（22）は「この町
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に停まっていたら（ｑ）、奴らが待ち伏せしているから、攻撃されちゃう」とある通り、「ｑ

の否定的評価」が含まれていることが分かる。当該事態が実現した場合には望ましくない

事態も「今」の時点で発生するため、当該事態が実現しないようにとする要求が生じる。

このことから、行為遂行という機能が生じてくると考えられるため、以下の例のように、「と

思う」と共起した場合には、文の中で容認度が下がる。 

 

 （23）??a.「こっちへ来てはいけないと思う」 

        ??b.「たとえ何が起こっても、声を出したり、身動きをしてはいけないと思う。」 

        ??c.「―フィリップ、この町に停まってはいけないと思う。急いで走り抜けるん

じゃ」 

                                （筆者による作例） 

 

 安達（1999：79）は「「思う」のような思考動詞の補文には聞き手めあての形式は有り得

ないことが知られている」という。これは否定命令文のスルなでも、同様に確認される点

である。このように思考動詞と共起できない点から考えれば、現場的行為指示、かつ事態

の行為者が 2人称である場合には、<否定の命令>という機能が生じると言えるだろう。 

3.3結論 

 従来の研究では、テハイケナイで表された<否定の忠告>と、スルナで表された<否定の命

令>を「禁止」として同じ分類で捉えてきた。それに対して筆者は、禁止という概念は本来、

「否定の命令」であるため、両者が同じ禁止の分類で捉えられる点に対して疑問を感じた。

そのため、テハイケナイと否定命令の関連性について再検討を行なってきた。 

 否定命令が思考動詞「思う」と共起できないという特徴を手掛かりとし、テハイケナイ

と否定命令の共通点を検討した結果、事態の行為者が 2 人称の場合には、表現者が絶対的

な権利を持つ場合と当該事態が「現場的行為指示」に属する場合において、<否定の命令>

の機能が生じることが分った。従って、従来の研究と違い、本研究では事態の行為者が 2

人称である場合には、テハイケナイは<否定の忠告>と<否定の命令>という二つの下位分類

が存在すると考えた。このように本研究では、「禁止」が<否定の命令>という機能のみ表す

ものと考えるため、テハイケナイは禁止を表す場合と、そうでない場合が共にみられると

結論づけた。 
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4.<当為判断>との関連 

テハイケナイには、次のように<当為判断>を表せる場合がある。 

 

 （24）しかし、こういう家族の行事や、いろいろな家族的な生活の場では父親として家

族の中心をなす必要がある。そのためには、やはり父親は家族への、心配り、目

配りを忘れてはいけない。                 （（15d）の再掲） 

 

（24）の波線部には、父親の存在意義が表されていると言えよう。父親の存在意義を保

つ条件として、当該事態～q の「父親が家族への、心配り、目配りを忘れない」ことの実現

が望ましいと考えられるからである。 

一方、テハイケナイには、次の「騙される」のような制御不可能な事態と共起される場

合も見られる。 

 

 （25）―騙されてはいけない。根っからの悪党なのだから、この男は。 （（20）の再掲） 

                             

 また、ナケレバナラナイと同じく、表現者以外の判断である知識表明文を表すことも出

来る。 

  

 （26）a.学校でトラブル十二校則に納得できない パーマをかけてはいけないって校則

にあるのだけれど、卒業間近だし、かけてしまったのね。先生に呼び出されてお

こられてしまったの。何か変だなあ。        （『若い女性の法律ガイド』） 

    b.「ところがタイの灌仏会は、元旦にあたる四月十三日に行われ、人々がお互い

に水かけ合うんです」とバンコク駐在から帰国した明電舎企画管理総本部の俊郎

さん。地方によっては元旦から三日間行われ、その間だれに水をぶっかけてもか

わまないし、かけられて怒ってはいけない。          （『読むクスリ』） 

    c.竜美の正月は若水から始まる。（中略）次に三献に移るのだが、これはとても格

式の高いもので、この三献が終わらないうちは年始の挨拶回りは元より、拝賀式

などにも出掛けられないし、家の中の掃き出しもしてはいけないとされている。                    

                            （『故郷のことばなつかし』） 

 



 

 

- 123 - 

 （26a）は、「学校でトラブル十二校則に納得できない」の箇所と、「って（という）」の

箇所から理解できることは、「パーマをかけてはいけない」ことが校則内容としてそのまま

述べられている点である。また、（26b）では、文脈から判断して、灌仏会に関する常識が

書かれている。前提としている「地方によっては」から考えれば、当該事態の「元旦から

三日間行われ、その間だれに水をぶっかけてもかわまないし、かけられて怒ってはいけな

い」ということは、地方の習慣であると考えられる。そして、（26c）では、竜美の習慣が

紹介されているる。これらの事態はいずれも表現者による判断ではない知識表明文に属す

るため、<当為判断>としては見なせない。 

 また、テハイケナイは<否定の命令>を表す場合には、行為遂行の機能が働いている。 

 

 （27）??「たとえ何が起こっても、声を出したり、身動きをしてはいけないと思う。」 

                                 （（23b）の再掲） 

 

そして、以下のような既実現の行為とも共起できないと考えられる 

 

（28）（あなたから借りていた時計をなくしてしまったと告げられ） 

    ??「なくしてはいけないよ。」                （（13c）の再掲） 

                       

 このように、<当為判断>の観点から考えた時、テハイケナイは次の表のように整理でき

る。 

 

表 1：<当為判断>からみたテハイケナイ（筆者作成） 

         てはいけない 

    <当為判断>を表す場合     ○ 

 

 <当為判断> 

を表さない場合 

 既実現な行為     × 

 制御不可能な事態     ○ 

 望ましくない事態     × 

表現者以外の判断 知識表明     〇 

行為遂行     〇 
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Ⅲ 「べきだ」と「なければならない」 

 

―バ節との共起から見た両者の差異を中心に― 

 

 

1.はじめに 

本研究では<必要妥当系>の「必要類」のナケレバナラナイと「妥当類」に属するベキダ

について、条件節のバ節との共起から「必要類」と「妥当類」の相違を検討していく。考

察においては主に、前田（2009）の「レアリティー」という概念を借用し、ベキダとナケ

レバナラナイがバ節と共起する例文の前件ｐを分類し、両者の違いを明らかにしたい。 

 

2.考察の枠組み 

2.1「レアリティー」 

 以下の例文に示されたように、バ節とベキダ・ナケレバナラナイとの共起の可否につい

ては、従来研究が言及してこなかった点である。  

 

  （1）結婚すれば、相手の家族も大切にしなければならないよ／＊すべきだよ。 

  （2）結婚していれば、相手の家族も大切にしなければならないよ／すべきだよ62 

                                （筆者による作例） 

 

 この 2例における前件ｐの「結婚する」「結婚している」で示される「レアリティー」が

異なる性格のものだと考えられる。前田（2009）は「レアリティー」について、次のよう

に述べている。「（前略）論理文の分析では、表されている事柄が「事実」なのか「事実か

どうか不明」なのか、それとも「事実に反する事なのか」と言うことが重要になってくる。

そうした現実との事実関係を「レアリティー」と呼び」（前田（2009: 30）） 

 そして、前田は条件的用法を「仮定的レアリティー」と「非仮定的レアリティー」とに分

けている。前者は条件文の典型として、未実現の事態を「仮定」しており、仮説的な事態

                                                   
62 この二つの例文について、10人の母語話者にインフォマントチェックをしていただいた。
そして、例文（1）に対しては、十人が共に、ベキダのほうが相応しくないという回答を得た
のである。 
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関係を表す場合である。後者は前件・後件がともに事実である場合と、多回的な事態を表

す場合である。また、前田（2009）では一般条件文と習慣が表された条件文を「非仮定的

レアリティー」の分類に入れている。 

 (1)・(2)では、ｐ（結婚する・結婚している）とｑ（相手の家族も大切にする）の間には、

仮説的な事態関係があると考えられるため、前田氏の論に即して考えれば、「仮定的レアリ

ティー」に属していることになろう。ところで、結婚するという事態はこれから起こるこ

とが前提となっているのに対し、結婚しているという事態は既に起こっていることが前提

となっており、両者は異なる意味を持つ。よって本研究では、前者を「未定の仮説」、後者

を「既定の仮説」と区分する。 

 このように前田の論に基づき、ベキダとナケレバナラナイがバ節と共起する例文を「非

仮定的レアリティー」・「仮定的レアリティー」に分け、考察を進めたい。 

なお、本研究では、「現代日本語書き言葉均衡コーパス（中納言）」というデータベース

を利用し、用例を採取した。その中で、ナケレバナラナイとバ節が共起している例文は 647

例あり、その中から無作為に 500 例を抽出し、翻訳作品や後置詞的用法、ベキダ・ナケレ

バナラナイが連体修飾になっている用例を排除した結果63、124 例の用例を得ることが出来

た。一方、ベキダとバ節が共起した例は 44例であった64。 

2.1.1非仮定のレアリティー 

前田（2009）は「非仮定のレアリティー」をさらに「多回的」・「一回的」のグループで

区分している。その中の「一回的」について、前件ｐと後件ｑが共に一回性の事実として

考えられている。このことについて、先ず言えるのは、ベキダとナケレバナラナイは形式

自体がタ形にならない限り、一回的な事実を表すことはできない点である。 

 一方、「多回的」についてであるが、前田によると当該事態の性質によって、さらに「一

般・恒常」・「反復・習慣」のように区分されている。そして、「一般・恒常条件文」（3）に

おける前件ｐと後件ｑのレアリティーは両者ともに「不問」であり、主語が具体的なもの

ではなく、不定であることも指摘されている65。一方、「反復・習慣条件文」（4）における

                                                   
63 本稿では、「からみれば」、「を考えれば」及び「によれば」のような後置詞的用法、さらに「私
見を述べておけば」及び「ならば」などを考察の対象から省くことにした。それらは非条件的な
用法に属すると考えられるからである。また、本稿の考察対象は主文末のベキダ・ナケレバナラ
ナイであるため、連体修飾節になっているベキダ・ナケレバナラナイを対象外にする。 
64 考察を行う際、「べきだ」のみならず、「べきだと思います」、「べきだろう」なども含めてい
る。もし単に「べきだ」がバ節と共起した例だけに限定した場合、僅か 10例しかないのである。 
65 日本語記述文法研究会（2008）では、バ節の一般条件文について、「自然の法則や科学的な法
則のように、従属節の事態が成立した場合に必ず主節の事態が成立するという関係が、過去、現
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ｐとｑは多回の事実が存在する上に、主体が特定されている。さらに、テンスが分化する

場合があるとしている。 

  （3）水は百度になると沸騰する。               （前田（2009：39）） 

  （4）私は本を手にいれたときは、外箱などあれば必ず取って捨て去ることにしている。 

                                （前田（2009：48）） 

 

 バ節と共起する例文の中において、（4）のように反復習慣のケースはベキダとナケレバ

ナラナイの双方共に見られない。それに対して、ナケレバナラナイがバ節と共起する場合

にのみ、以下のような一般条件文に相当する例文が確認できる。なお、これらが全体にお

ける出現する確率は 22.58％である。 

 

  （5）経済規模が拡大すれば、当然ながら通貨量を増やさなければならない。 

（『金銀忠蔵』） 

（6）寒い国なら、どんな家にも開口部は造られているわ。寒ければ、屋内で火を焚か

なければならない。                    （『哲学者の密室』） 

 

 （5）では、経済世界の法則性が叙述されている。「経済規模が拡大する」（ｐ）した場合、

「通貨量を増やす」こと（ｑ）も必要とされるのである。（6）では、寒い国の冬の過し方

が述べられている。寒いという状態が成立する際（ｐ）、「屋内で火を焚く」（ｑ）ことにな

る。言い換えれば、一般条件文における前件ｐと後件ｑが必然的につながっているため、

表現者による仮定（判断）ではないと考えられる。文における位置付けからいえば、本研

究では（5）・（6）のようなケースを知識表明文とする。 

このようにナケレバナラナイとバ節が共起する場合には、「非仮定のレアリティー」のケ

ースが見られる。それに対し、ベキダには表現者以外の判断が用いられないため、実際に

はベキダがバ節と共起する場合、前件が非仮定のレアリティーであるケースが確認できな

いという結果が得られた。 

 

                                                                                                                                                     
在、未来の時間に関わらず成立する」とされている。つまり、「一般・恒常」においては、特定
された人称・場所・時間が含まれてない。 
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2.1.2仮定的レアリティー 

 本研究では、仮定的レアリティーに関わるものとして、前件ｐの内容が決定しているか

否かかという点に基づいて分類を行った。さらに「未定の仮説」と「既定の仮説」という

二つの枠を設定し、用例を分類した。 

 「未定の仮説」とは、前件ｐにおいて不確定な事態が指し示されている。具体的に言えば、

発話時に未実現の事態である場合と、過去においての可能な事態の場合という二つの場合

である。また、ｐの形態上の特徴として、前者は未だ行っていない事態であるため、ル形

の「―スレバ」しか存在していない。後者の場合には、過去の事態が関連しているため、

バ節の前に直接にタ形が現れることはないものの、「ていれば」・複合形式の「とすれば」

や「のであれば」などの場合には、タ形（過去の事態）と共起できる。 

一方、「既定の仮説」とは、前件ｐが既に起こっている事態を前提とした場合を指し示し

ている。「今」の存在・状態・行為に関わるため、「～である」、「～がある」「形容詞＋ナル

―テイル」、「動詞―テイル」の形式がみられる。本節では、このように「未定の仮説」と

「既定の仮説」とにわけ、考察を進めていく。 

2.1.2.1 未定の仮説 

前件ｐが未定の仮説の場合には、ナケレバナラナイの出現率は 40.32％である一方、ベキ

ダは 6.82％である。ただし、ベキダの方は、発話時に前件ｐが未実現な事態のケースしか

見られなく、前件が過去においての可能な事態のケースは用いられないという結果を得た。

ここでは、まずナケレバナラナイの実例から、発話時に前件ｐが未実現である事態を見て

いこう。 

 

「バ節とナケレバナラナイ」 

  （7）野郎、まだわかっちゃいないんですよ」ケンジが路上駐車したベンツの様子を見

に席を外したときに、吉村兄ィがいった。「豪邸なんてのは十五年前―バブルのと

きの話ですよ。いまの時代、一家名乗りなんかしたんじゃ、豪邸どころか掘っ立

て小屋だって建ちゃしませんよ。なまじ若い衆を抱えてごらんなさい。アゴがあ

がっちまいますよ」抗争や組同士のトラブルで組貝がパクられれば、弁護士費用

など経費がかかる。懲役に行けば、家族の生活費もみなければならない。        

（『ヤクザという生き方』） 
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（8）頭は蓑をまとい、菅笠をかぶっており、田圃の畦道に立っていた。十兵衛の暗殺

に失敗すれば、頭は五十両を返さなければならないし、裏稼業から身を退かなけ

ればならなくなる。                                       （『女首領』） 

 

 これらの例の前件ｐと後件ｑはいずれもまだ実現してない内容である。ｐとｑの時間的

な順序はｐが先で、ｑが後である。例えば（7）の「懲役に行く」・（8）の「十兵衛の暗殺

に失敗すること」が成立した場合には、必然的に後件の「家族の生活費を見る」・「頭は五

十両を返す」という事態も成立する。一方、ベキダは以下の 3例しか確認することが出来

ない。 

 

「バ節とベキダ」 

（9）いままでどんなに立派な仕事をしてきた人でも、新たな分野で再就職すれば、一

新人にすぎないということをわきまえておかれるべきだと思います。    

（『再就職・独立・起業成功の法則』） 

（10）さらに注文を つければ、「えり CPUE」にしても数字は総重量ではなくせめて個体

数を数えるべきだし、捕れた魚の体長のデータ（年齢の査定ができる）を集めて

変化を追うことも必要だろう。          （『ルポ・日本の生物多様性』） 

（11）私は、そういう意味で新しい問題が出てくれば、ちゅうちょなくやはり取り組ん

でいくべきだと、このように考えておる次第でございます。   （『国会会議録』） 

 

これらの例はいずれも、前件の成立により、後件も成り立たせるという判断に基づいた

ものである。例えば、（9）は、「新たな分野で再就職する」ことにした場合、「一新人にす

ぎないということをわきまえておかれる」ことの実現も必然的に起こるという判断を下し

た。（11）は、「新しい問題が出」た後に、「ちゅうちょなくやはり取り組んでいく」という

対処を出すことが必要だという意味である。 

一方、過去における可能な事態の場合には、二つの用法があると考えられる。一つ目は、

前件に過去の可能な事態が取り上げられ、それが真実であれば、後件の結論に至るという真

偽判断の用法を表すものである。もう一つは、過去の事態がもし真実であれば、後件で述べ

られた判断を行う必然性があるという価値判断の用法である。ここでは、まず真偽判断を述

べたケースからみていく。 
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 （12）これを狩猟によったのでないとすれば、それは殷の人々によって飼われていたと

考えなければならない。                 （『中国文化の成立』） 

 （13）親族関係用語は、その歴史が何であれ、同時代社会との結びつきを保持している。

もし、人がチチとその男キョウダイを同じ名称で呼んだとすれば、その二人は同じ

ように扱われなければならない。           （『人類学の歴史と理論』） 

 この二つの例文の前件には、過去における不確定な事柄が述べられている。前件ｐが真

実であるという前提があれば、後件ｑも成り立つという論理的な推論過程が確認される。

例えば（12）では、「これを狩猟によったのでない」ということを仮に真実である場合、「そ

れは殷の人々によって飼われていた」ことも理屈上真になるはずである。このように「真

偽判断のモダリティ」としては見なされているため、いずれも真偽判断のモダリティのハ

ズダと入れ替え得る66と考えられる。 

 その一方で、価値判断に相当する例文もみられた。 

  

（14）唯一、濱中おさむに主軸の期待がかかるが、それもスタートダッシュでどれだけ

の成績が残せるかに左右される。本当に成長したのであれば、実力でクリーンア

ップの座を勝ち取らなければならない。       （『星野仙一蘇る猛虎魂』） 

  

この例文では、後件の「実力でクリーンアップの座を勝ち取ること」に対する真偽判断

は問題とされておらず、それを行う価値があると判断されている。このような表現者にと

って真偽が未定な過去の事柄に基づいて出された判断については、ベキダは用いられない。 

2.1.2.2 既定の仮説 

 ナケレバナラナイとベキダは、共に「既定の仮説」を表すことが出来る。それぞれの出

現率であるが、ナケレバナラナイは 37.1％である一方、ベキダは 93.18％という大きな差

が存在する。 

 

                                                   
66 ナケレバナラナイとハズダの共通点については、先行研究でもしばしば論じられてきた。 

 田村（1999）は、ナケレバナラナイの意味用法では「推論・推測の結果、必然的な帰結として
導き出される判断を表す」なら、ハズダと置き換えられると説明している。 
・大正の生まれだというのが本当なら、もう還暦を過ぎていなければならない・るはずだ。 
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「バ節とベキダ」 

 （15）このノッチ音を車両取扱説明書などに記載されている規定値と比較してみればよ

い。規定値よりも長くなっていれば、シューの点検を考えるべきだ。 

（『クルマの整備はむずかしくない』） 

 （16）現状に疑問や憤りを感じていれば、なおさら見習うべきだろう。 

（『プロレス裏実況』） 

 

「バ節とナケレバナラナイ」 

（17）人から命令されたのでなく、自ら決めたことであれば、必ずやり遂げなければな

らないと思う。                （『日本経営品質賞とは何か』） 

 （18）しかし、「長期間いると被曝する可能性が高まるので、今は三か月で交代となって

いますが、汚染が激しいならば、滞在期間を短くしなければならないと思う」と

中村議員は語る。              （『ぼくがイラクへ行った理由』） 

 

 これらの例文の中には、前件は「状態」を表す述語である、（15）の「長くなっている」、

（16）の「感じている」の他、事柄の性質あるいは人・物の存在を表すものである、（17）

の「自ら決めたことである」、（18）の「汚染が激しい」が含まれている。「現在」に関わる

状態・存在を仮に真実であるとして、判断を出すのが「既定の仮説」である。 

例えば、「バ節とベキダ」の（16）は、「現状に疑問や憤りを感じている」という現在の

心的状態について、「なおさら見習う」という判断をし、それを実行する必要性を述べてい

る。また、「バ節とナケレバナラナイ」である（18）の「汚染が激しい」という状態が真で

ある場合、「滞在期間を短くする」と判断した。このようにバ節と共起した場合には、ベキ

ダとナケレバナラナイは双方とも「既定の仮説」が用いられることが分かった。が、ベキ

ダのみが「既定の仮説」に偏っているのはなぜであろうか。次節では、この点について説

明を行っていきたい。 

 

3.結論 

 以下では、本研究の分類、そして、考察の結果を整理したい。なお、便宜上、「バ・ナ」

という表記はバ節と共起したナケレバナラナイの場合を指し示すとし、「バ・ベ」はバ節と

共起したベキダの場合を指し示すこととする。また、「×」とはそれに該当するケースが見
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当たらないことを意味する。 

 

表 1：レアリティーに基づく分類（筆者作成） 

 レアリティー  

「バ・ナ」 

 

「バ・ベ」 
前件 後件 

条

件

的

用

法 

仮

定

的 

仮 説 

未定の仮定 仮 説 50例（40.32%） 3例（6.82%） 

既定の仮定 仮 説 46例（37.10%） 41例（93.18%） 

非

仮

定

的 

一般・恒常 （不問） （不問） 28例（22.58％）    × 

反復・習慣 事 実 事 実    ×    × 

合計 124例 44 例 

 

調査の結果に従い、特に価値判断のレベルでは、ベキダとナケレバナラナイの相違点に

ついてはバ節と共起した前件ｐ「既定の仮定」に偏るか否かにより、ナケレバナラナイは

このような偏りがない一方で、ベキダはこのような偏りがあるという結果を得た。また、

ベキダには、未定の仮説が表される用例は僅か 3であった。なぜこういった差異が出てい

るのであろうか。  

この点については、まず未実現の事態が含まれる未定の仮説から説明を行っていきたい。

未定の仮説には、ｐとｑの間に必然的な関連性があると考えられる。そのため、必然性が

表されるナケレバナラナイとの意味が合致しており、「ｐすればｑなければならない」とい

う文では、ｐが成立するためには、表現者によってナケレバナラナイでｑが必然的な帰結

として提示されている。 

井上（1983）は「ば―動作性」の後件に「働きかけ」を続けることが適さない理由につ

いて、「S1の表す事柄が起こることが前提とならなければ、S2の命令が出来ない」として
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いる。命令文と同じく行為要求として表される価値判断のモダリティも同様のケースだと

考えられる。 

必然性を表すナケレバナラナイと異なり、妥当性を表すベキダで述べられた事態ｑには、

必ずｐという前提が含まれるという意味が含まれていないと考えられる。よって、ベキダ

は、「ｐすればｑをする」のような未定の仮説による行為要求を表しにくいのである。 

 それに対し、既定の仮説の場合には、ｑの成立が必然的に既実現である事態ｐには依存

していない。そのため、ベキダも用いることが可能である。ｐからの帰結ではなく、ｑは

表現者による判断として見なすことができるであろう。稲葉（1990）は「ば―状態性」が

後件に「意欲文」「命令・依頼文」が続く理由について、「前件が状態性とは、話者や聞き

手の意志に関係なく、ある事柄が存在するかしないかを表す。また、前件が、「話者の意志

で制御できないような事柄」というのは、条件の実現性が話者の意志に左右されないとい

う意味では、状態性と同じだと説明している。言い換えれば、未定の仮説とは異なり、「ｐ

していれば、ｑすべきだ」のような既定の仮説には、ベキダによる判断領域がｑしか及ば

ないのである。よって、問題なく用いられるのである。このように、必然性が表されるナ

ケレバナラナイと、妥当性が表されるベキダの意味上の違いは、条件節バとの共起関係の

相違によるものと言えよう。 
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第7章 <許容系> 

 

Ⅰ 「てもいい」 
 

 
1.はじめに 

 本研究は、テモイイの基本義を、先行研究で示した「当該事態が許容されていることを

表す」に沿った上で、さらに「対立事態許容型」と「並立事態許容型」とに分けることに

する。この分類の下で考察を進め、テモイイがいかに<当為判断>と関連しているのかを明

らかにする。 

 

2.先行研究 

2.1「てもいい」 

 森山（1997）では、「未実現の事態についての選択コメント」と呼ぶモデルの中で、価値

判断のモダリティを統一的に捉えている。その体系の中で、テモイイは「一つの事態選択

に価値付与するという意味から離れ、選択の自由度を増やすという意味だからである。選

択事態のリストに自由な選択候補を附加する」という理由から、「選択候補附加型」として

位置づけている。そして、森山は以下のように同形式の否定的意味を並立させることが可

能だと指摘している。 

 

  （1）～してもいいし、～しなくてもいい。 

 

 また、テモイイの基本義について、高梨（2010）は、「「ても」で逆条件の読みが優先さ

れることに並行し、通常は「許容」と解釈されると指摘し、「当該事態が許容されることを

表す」と定義している。本研究は、以上の先行研究の説明を認め、特に高梨の説明に基づ

いてテモイイの基本義を「当該事態が許容されることを表す」と定義する。ただし、本研

究では、（1）のような肯定・否定の事態が両者とも許容される場合には、<当為判断>とし

て捉えることは難しいと考える。ところが、従来の研究では、価値判断のモダリティの中

心的概念として、<当為判断>が存在するとされてきた。よって、<当為判断>の観点からテ

モイイを再検討する余地がある。次節で従来の研究からテモイイと<当為判断>の関連を取
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り上げ、その問題点を明らかにしたい。 

2.1.1<当為判断>との関連 

 高梨（2010）は<当為判断>であるケースの中で、行為者が 2 人称の場合には、行為要求

の機能が生じると指摘している。この基準から推し測ると、当該事態が制御可能でかつ未

実現の場合に行為者が 2 人称であれば、どのような価値判断のモダリティによる文であっ

ても行為要求を表すと考えられる。 

 しかし、例えばテモイイとベキダによって表される行為者が 2 人称の文においては、次

のような違いが認められる。 

 

  （2）あなたが行くべきだと思う。               （筆者による作例） 

  （3）そうすべきではないと思うが、あなたがそうしたいのなら、そうしてもいい。 

                                （筆者による作例） 

 

 （2）のようなベキダで表される 2人称行為者の文では、相手に「『行く』のが望ましい」

という話し手の判断を示しており、その行為を実現に移すという行為要求に出されるもの

と考えられる。事態の実現が表現者にとって望ましいことである点は、ベキダの文が「と

思う」と共起するところからも確認できる。一方、（3）のテモイイの文の場合、波線部「そ

うすべきではないと思うが」の箇所から分かることは、「そうする」ことは表現者にとって

望ましくない事態が予想される点であろう。この場合、テモイイで述べられた事態は、単

に相手の要求に応じ、事態の実現が許容されているといった「許可」を与えているに過ぎ

ない。このような許可が行為要求であるか否かという点については、筆者は甚だ疑問であ

る。行為要求として考えにくい点から、<許可>は厳密には<当為判断>と見なせないと考え

られる。 

 ところが、テモイイで述べられた事態の行為者が 2 人称である実例においては、次のよ

うな例は<許可>とは考えにくい。 

 

  （4）「こんばんは、顔の赤いバラさん」「こんばんは、顔の黒いモグラくん。」「バラさ 

ん、なぜ、上ばかり見ているの。たまには、ぼくらのいる下を見てくれてもいい 

と思うよ。」「だって、空はおもしろいもの」（『クレヨン王国森のクリスマス物語』） 
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 波線部の箇所から理解できる点は、相手（バラさん）が表現者に「下を見ること」に対

する許可を求める前提が存在しないことである。ゆえに、<許可>としては見なせないので

ある。そのため、改めてテモイイの下位分類、そして<当為判断>といかに関連しているの

かという点について、さらなる検討を加える必要がある。 

 

3.考察67 

 本研究は、テモイイは常に当該の事態ｑのみならず、他の事態も含意されているという

特徴を認める。ただし、本研究では従来の研究と異なり、当該事態 q 以外の事態も含意さ

れることについて、肯定・否定という対立がある「～ｑ・ｑ」の場合のみならず、異なっ

た事態が無限に考えられる「ｒ.ｓ.ｔ.ｑ...など」のような場合も想定できると考える。

ここで、「～ｑ・ｑ」という対立がある場合を「対立事態許容型」とし、「ｒ.ｓ.ｔ.ｑ...

など」のような場合を「並立事態許容型」と捉えることにする。両者の例文を以下に示す。 

 

「対立事態許容型」 

  （5）「待ってくれって、一体、、、」「お願いします！」俊介の表情には、必死なものがあ

った。警部はその勢いに気圧されるように、頷いた。「まあ、他ならぬ君が言うな

ら、待ってもいいが、どうせ本人は逃げ隠れできないんだしな」           

（『降魔弓事件』） 

                        

「並立事態許容型」 

  （6）前述の血海と同じように、生理痛の特効穴で、指圧してもいいし、米つぶやピッ 

プ・エレキバンなどを貼ってもいい。それだけで生理通は緩和される。                

                           （『<気>の力がツボを活かす』） 

 

 （5）は、波線部前後の文脈から理解できるように、表現者は元々「待たない」という意

向であったが、「まあ、他ならぬ君が言うなら」ということで、「待つ」ことも許容したの

である。そして、「待つ」と「待たない」は肯定事態ｑと否定事態～ｑという対立的な関係

                                                   
67「書き言葉均衡コーパス中納言」により、考察の対象として無作為 500 例を抽出している。そ
の中で、いくつかのパターンを考察の対象外としている。以下、考察の対象外としたものである 

・引用節と共起した例・翻訳文・疑問文・連体修飾節・のに節と共起される例 

結果として合計 311 例を収集した。 
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がある。 

 それに対し、「並立事態許容型」は（6）のように、「指圧する」や「米つぶやピップ・エ

レキバンなどを貼る」という複数の異なった事態が並立的に取り上げられている点で、「対

立事態許容型」とは異なる。 

 このようにテモイイは事態の扱い方によって、「対立事態許容型」と「並立事態許容型」

に分かれていると考えられる。本節では、この二つの型について、それぞれ考察を行なっ

ていく。 

3.1対立事態許容型 

 「対立事態許容型」に属する事態は、表現者による価値の付与が存在しうるか否かによ

って「非価値型」と「価値型」とに分かれる。 

3.1.1非価値型 

非価値型には、<客観的許容>と<論理的許容>という二つの下位分類がある。前者は規則・

規範が含まれるのに対し、後者は論理に関わる推論が介在している。そして、<客観的許容

>の出現率は 4.5％である一方で、<論理的許容>は 3.22％である。 

3.1.1.1<客観的許容> 

 日本語記述文法研究会編（2009：119）はテモイイについて、状況や規範の上で許容され

る、或いは可能であるという客観的許容を表すこともあるとしている。本稿ではこれに従

い、この場合を<客観的許容>として扱うことにする。 

 

  （7）日本では、20歳になったらたばこを吸ってもよい。 （日本語記述文法研究会（2009））                     

 （8）死刑制度は、完全に廃止されている。小さな子どものある女性囚は、子どもを刑務

所に同伴して、所内で育ててもいい。       （『オーストラリア 6000日』） 

  

 <客観的許容>とは、客観的な規則（規範）といった裏付けの前提が含まれており、「ｐな

らば、ｑと～ｑが両者とも許容されている」という論理構成になっているため、「対立事態

許容型」に属している。例えば、（7）では 20歳までは法律上煙草が吸えないという規則が

有るが、20 歳になったら、「煙草を吸う」ことを禁止する法律の適用外とされ、「煙草が吸

える」ようになる。（8）では、「子供がいる女性囚である」というｐの場合、「子どもを刑

務所に同伴して、所内で育てる」という事態ｑが許容されている。この場合について、奥

田（1988：23）では「規範の観点から許可されて、可能である」という意味で、「してもい
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い」を「することができる」に取り替えても意味的変更はないと指摘されている。 

 こういった規則・規範という前提が含まれているため、表現者の判断にかかわる<当為判

断>を差し挟む余地はないと考えられる。表現者の判断である「と思う」を差し挟むことで、

文の意味が変化してしまう恐れがあるからである。 

3.1.1.2<論理的許容> 

 日本記述文法研究会（2009:119）は、テモイイには、「論理的可能性」を表す用法があり、

認識のモダリティに近い意味をもっているケースがみられるとする。本研究では、そのよ

うな場合を<論理的許容>と呼ぶことにする。認識モダリティに関連する「論理的可能性」

が示されているため、<論理的許容>は「ｐならばｑである」という論理的推論が含意され

る。実例から見れば、<論理的許容>ではよく「はずだ」（（9））という認識のモダリティ形

式と共起するものと考えられる。<論理的許容>は真偽判断であるため、当然のこととして、

<当為判断>と位置づけることは出来ない。本節ではなぜ<論理的許容>を「対立事態許容型」

として位置づけ得るのか、この点について考察することが目的である。それではまず、実

例から見ていこう。 

 

（9）「（前略）香水のにおいが、わざわざ身体に振りかけたものではなくて、体に沁み

ついちゃった匂いじゃないかと思ったんだ」「体に沁みつく？」「たとえば仕事で香

水を取り扱う人間さ」「香水屋か」「まあね、そんな人間を探してみるべきだとおも

うんだ」「いい線だね。しかしそれならこれまでにも香水の匂いが残っていてもい

いはずだが」「いろいろな条件が犯人に味方していたんじゃないかな。風が吹いて

いたとか、発見が遅かったとか」          （『森村誠一長編推理選集』）            

 （10）それは、「体重は遺伝子によって決定される」という衝撃的な内容だったのですが、

肥満は必ずしもこの遺伝子に左右される訳ではありません。例えば、米国人は、十％

の人が肥満遺伝子を持つといわれていますが、日本人は三十五％も持っています。

こうみると米国人より日本人に多くの肥満者がいてもいいわけですが、実際は米国

人の方がはるかに多くの肥満者が存在するのです。 （『｢美脚づくり｣ストレッチ』） 

 （11）しかし、もし理恵子なら、検閲制度の存在を知っていてもいい。すでに少なくと

も三通は検閲されているのである。相手が、そのことを教えなかったのか。それと

も。そうか、と、私は思った。私も知らないことが、あのセクションで行われてい

るのである。三通とも、私自身では、セロテープを使って再封しなかったし、検閲
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済の印も押していない。               （『ミステリー日本地図』） 

  

 （9）では「香水屋」という事態ｐの場合、論理上「これまでにも香水の匂いが残ってい

る」事態ｑも成り立つ。（10)も「米国人は、十％の人が肥満遺伝子を持つといわれていま

すが、日本人は三十五％持っています」という事態ｐから考えれば、事態ｑの「米国人よ

り日本人に多くの肥満者がいる」ことは、論理上成り立つはずである。 

ところが、実例を考察した結果、テモイイで表された真偽判断は前後文脈を含めてみた

場合、「～ｑ」という事実が含まれており、事態ｑが「反事実」になっていることが分かっ

た。 

（9）の波線部、「いろいろな条件が犯人に味方していたんじゃないかな。風が吹いてい

たとか、発見が遅かったとか」の箇所から、実際「これまで香水の匂いが残っていない」

という事実～ｑが読み取れる。（10）も同様に、「実際は米国人の方がはるかに多くの肥満

者が存在するのです」という個所から、ｑは「反事実」であることが分る。言い換えれば、

ｑは現実と対立構造になっているのである。この点で、<客観的許容>とは異なっている。

ｑが偽であることは「ｐならばｑである」という推論自体が否定される（ｐを否定する場

合もある）、もしくはそのように推論することに何らかの障害があると考えざるをえなくな

る。論理上の推論である、「ｐならばｑである」から考えれば、確かに事態ｑしか想定でき

ないが、その事実から「～ｑ」も許容せざるを得ない。<論理的許容>はこのように事態ｑ

と事態（事実）～ｑが両方含意されているため、本研究では「対立事態許容型」として扱

うことにする。 

3.1.2価値型 

 「価値型」の場合、当該事態には行為者が存在していない場合と存在する場合に分かれ

ている。本節では、行為者の「非存在・存在」とで区別し、それぞれの実例を検討してい

く。 

3.1.2.1 行為者非存在 

 テモイイの実例の中には、行為者が存在しえない存在・状態が表される場合がある。こ

こでは、次の例文を見られたい。 

 

 （12）銀のスプーンをくわえて生まれては来なかったけれどもアルミのスプーンぐらい

はあってもいいではないか、と私はひそかに心を傷めた。（『われらカレー党宣言』）                
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 （13）「いつまでも、ここにいていいんだよ。医者も、看護婦も、次から次へ入れ替わっ

ていく。変わらないのはボクだけだ。ボクと一緒に、精神科病室の歴史が語れる

人が一人くらいはいてもいい。         （『人はみな心病んで生きる』） 

                       

 （12）の「アルミのスプーンぐらいをくわえて生まれて来る」という生まれ育ちに関わ

ること、（13）の未来のある時点で「一緒に、精神科病室の歴史が語れる」ような人の存在

は、何れも行為者が存在しえない事態である。そのため、制御不可能な事態としてしか考

えることが出来ない。明示されていないものの、文脈上から考えれば、これらの当該事態

ｑは反事実の事柄（（12））である（即ち、～ｑが事実）。もうしくは、現在の状態（～ｑ）

に反すること（（13））と考えられる。このように制御できない事実・今の状態に反する事

態ｑが許容されるため、事態ｑに対する<願望>という機能が生じる。その中で、（12）のよ

うな実現余地がない反事実の事態の場合は、不満、残念などのニュアンスを帯びる傾向に

ある。なお、本研究の調査によれば、<願望>に相当する場合は 1.93％の出現率が確認され

た。 

 一方、奥田（1988：20）は、本研究の「行為者非存在」に相当する例として、以下のよ

うな例文を挙げている。 

 

（14）a.パンくずが虫歯の洞穴のなかでドンドンむれていってもいい。ただ口に味覚が

あればいいのだ。                       （『放浪記』） 

    b.禎子は、あい手の男にそんな女関係があってもいい、と思った。（『ゼロの焦点』）      

                          （奥田（1988：20）による例文） 

 

 これらの例について、（14a）の事態ｑは現在の状態である一方で、（14b）は既実現の事

態（事実）として考えられる。奥田氏はこれらの例について、「はなし手の意志にしたがう

ことのない、しかしながら自分にとっては《関係あり》である。自然あるいは社会の出来

事をさしだしているとすれば、はなし手の立場からの許可とか可能とかが成立しなくなっ

て、この種はもっぱら/許容/という」という。今回の調査において、特に（14）のような

既実現な事態・状態の許容に相当する実例が見当たらないが、（14）のような場合もあると

認める。このように本研究は奥田の説明も踏まえており、行為者非存在の場合には<願望>

と<許容>という二つの下位用法があると考える。いずれにせよ、これらの場合には行為者
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が存在しえないため、<当為判断>としては見なすことができない。 

3.1.2.2 行為者存在 

 行為者が存在する場合には、行為者が 1人称・2人称・3人称である場合と、行為者が非

指示的である場合とが考えられる。ここでは、行為者が指示的であるケースから検討して

いく。まず、行為者が１人称の場合を見ていこう。 

 

 （15）「待ってくれって、一体、、、」「お願いします！」俊介の表情には、必死なものがあ

った。警部はその勢いに気圧されるように、頷いた。「まあ、他ならぬ君が言うな

ら、待ってもいいが、どうせ本人は逃げ隠れできないんだしな」 （『降魔弓事件』）      

            

「対立事態許容型」では、ｑと～ｑとも許容されることが想定できる。（15）も波線部の前

後の文脈から見れば、表現者は元来「待たない（～ｑ）」という意向であったが、「他なら

ぬ君が言うなら」ということで「待つ」ことも選択肢の一つとして考えるようになった状

況が分かる。このように表現者の元の意向～ｑが含意されている場合、事態ｑに対する意

向は消極的なニュアンスを帯びることになる。このようなケースを、本稿では<消極的意向

>68と呼ぶことにする。なお、本稿の調査によれば、この意味用法の出現率は 22.5％であっ

た。 

 次に、行為者が 2 人称の場合はどうであろうか。高梨（2010）によれば 2 人称は<許可>

とされているが、実例を見ると、<許可>と解釈できる場合とできない場合とが存在するこ

とがわかる。以下、<許可>に「相当する例文」と「相当しない例文」とをそれぞれ説明し

ていく。 

 

 （16）「いっしょに、映画研究部、のぞいてみないー？」ぷるぷるーと、あたしは首をよ

こにふる。「じゃあ、あたし行ってくるねー。ルン子、先にかえってもいいよぉ。

待っててくれると、うれしいけどぉ」      （『いつでもこの世は大霊界！』） 

                                                   
68 従来の研究では（14）のような場合を、<意向>（高梨（2010））、もしくは<申し出>（井島（2013））
と考えてきた。高梨（2010：71）では、それについて、「<意向>と言っても、あくまで「その行
為を行うことが許容できる」という消極的な意向の表明に留まる点で、意志形「しよう」などが
表す<意向>とは性格が異なる」と指摘されている。井島（2013：148）は、<申し出>の説明を、
「話し手自身を主語にして、話し手自身の意向を述べる。あるいは相手の求めに応じて、承引す
る用法、これを<申し出>」としている。 
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 （17）「こんばんは、顔の赤いバラさん」「こんばんは、顔の黒いモグラくん。」「バラさ

ん、なぜ、上ばかり見ているの。たまには、ぼくらのいる下を見てくれてもいいと

思うよ。」「だって、空はおもしろいもの」   （『クレヨン王国森のクリスマス物語』） 

 （18）「あなたはいつも忙しいって弁解するけど、私だっていっさいがっさい引き受けて、

もうくたくたよ。たまにはマイブイエの世話だけでも頼んで、友達とゆっくり会い

たいことだってあるわ。たにも束縛しようっていうんじゃないの。でもあの子は二

人の子供なんだから、せめて育児くらい協力してくれてもいいんじゃない？」 

                                                               （『マリーの選択』） 

 

 （16）は相手に「先に帰る」ことの許可を与えていると解釈できる。よって、<許可>に

相当すると考えられる。なお、出現率は 15.11％であった。一方、（17）・（18）は<許可>と

して考えにくいと思われる。（17）は、表現者に「たまには、ぼくらのいる下をみる」こと

に対して、相手に許可を与える決定権があるとは考えにくい。そのため、<許可>としては

考えることは難しい。また、波線部の「だって、空はおもしろいもの」という発言から、

相手は事態ｑの実現に対する許可を求めてないことがわかる。（18）も同様に、母親は「育

児に協力する」ことに許可を与える決定権を持っているわけではないと判断できる。さら

に念押しの疑問文である「んじゃない？」と共起する点から考えれば、相手が「育児に協

力する」ことの許可を表現者に求めているとは考えにくい。そのため、この二つの例は<許

可>として考えることはできないと言えよう。 

 （17）・（18）の例文では、テモイイで述べられた事態ｑと、それに対立する事態～ｑが

読み取れる。（17）は、前の文脈にある「なぜ、上ばかり見ているの」の箇所から理解でき

るのは、「（顔の赤いバラさんが）ぼくらのいる下をみてくれてない」という現在の状態で

ある。（18）も「せめて～ぐらい」と「～じゃない」と共起されている点から読み取れるこ

とは、「育児に協力してくれていない」という現状である。このように、文脈上テモイイで

表される事態ｑと実際の状態に関わる事態～ｑが双方とも許容されているるため、同じく

「対立事態許容型」のカテゴリーに分類される。 

 ところが、実際の状態に関わる事態～ｑが既に実現しているため、～ｑの実現を聞き手

に要求することは考えにくい。逆に言えば、実現されてない事態ｑの実現を許容してくれ

るよう相手に要求することは、一種の「行為要求」だと考えられる。そのため、<当為判断

>として見なすことが出来る。本研究ではこのように、今の状態との対立がある事態ｑを相
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手に提示するケースを、<絞り型提案>と名づけることにする。  

 なお、一つ興味深い点として、（18）では、母親にとって父親として「育児くらい協力す

る」ことを当然のこととして認識しているため、このような当たり前のことをあえて取り

上げるケースは<絞り型提案>に加えて、「非難」の意味合いが生じる点である。この点にも

注目しておきたい。 

 最後に、行為者が 3人称と非指示的な場合を考えていこう。この場合も同じく事態ｑと、

実際の状態に関わる事態～ｑが確認される。これらの場合は、行為者が話の場にいない点

から判断して、「提案」としては考えることが出来ず、表現者が単に自らの意見を述べてい

るに過ぎない。また、ｑは現実の状態・事実～ｑとは対立関係にあるため、同じく非難の

意味合いを帯びる場合がある。本研究ではこのような場合を、<絞り型意見>とする。なお、

<絞り型意見>と<絞り型提案>とを合せた出現率は、34.41％であった。 

  

 （19）「（前略）こういう結果になって、明子さんが複雑な気持ちになるのは当然だと思

います」「正面きって私と話をつけようとしなかった、それが、とても後味が悪い

の」「十年間ですものね」「そう、別れのあいさつぐらい、きちんとしていってもい

いと思わない？」                        （『恋人よ』） 

 （20）そこへいくと米は、白いご飯だけではめったに売っていない。圧倒的多数の人々

が精米を買ってきて、あるいは配達してもらって、そのつどとぎ、炊飯器のスイッ

チをいれ、家庭で炊いて食べる。「いったい、なぜ、そんな違いがあるのだろう。

米だってパンみたいに、炊き上がっていてすぐ食べられる白いライスとして売って

いてもいいじゃないか」               （『人・ひんと・ヒット』） 

 

 行為者が 3 人称である（19）は、前の文脈の「私と話をつけようとしなかった」の箇所

から、事態ｑの「きちんとしていく」ことが「反事実」であることが分かる。そこから非

難の意味合いが生じるのである。行為者が非指示的な（20）でも、波線部「そこへいくと

米は、白いご飯だけではめったに売っていない」という実際の状態～ｑから判断できるの

は、「（米が）炊き上がっていてすぐ食べられる白いライスとして売っている」という事態

ｑは実際の状態と対立関係にある点だろう。表現者は実際の状態に反する事態ｑを、望ま

しい意見として示しているのである。 

 このように「対立事態許容型」の中で、2人称・3 人称と行為者が非指示である場合では、
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事態ｑと実際の状態・事実～ｑが対立関係にあるという特徴が確認される。事態ｑの実現

が許容されることを相手に提示している点で、これらのケースは<当為判断>だと考えられ

る。 

 特に本研究の考察では、行為者が 2 人称の場合には<許可>・<絞り型提案>という二つの

下位分類が存在することが分かった。前者は表現者にとって、事態の実現を望ましいとは

必ずしも考えてはいないため、行為要求としては考えにくい。一方で、後者は婉曲的な行

為要求であると考えられるため、<当為判断>と考えることが出来よう。両者はこのように、

<当為判断>の点では異なっているが、相互に無関連ではないのである。 

 高梨（2011：4）では、<許可>は<勧め>69と連続するものとして位置付けられている。氏

は両者の連続性について、聞き手の決定権（話し手の強制力）の程度性という捉え方に根

拠を与えている70 

 

 （21）[立っている客に対して] 

    どうぞこちらにお座りください。<勧め>     （高梨（2011：4）による例文） 

 （22）[「座ってもいいか」と尋ねた客に対して] 

    どうぞこちらにお座りください。<許可>     （高梨（2011：4）による例文） 

 

 また、楊（2011：67）は、許可と勧めについて、両者は共に「あることを行うのに妨げ

となるものが存在しないこと」を聞き手に伝える表現だとした。その違いは、許可（「～し

ていい」）は話し手が相手に許可を求めるか、或いは、相手の求めに応じてその行動を許す

言語行為であり、勧め（「～するとよい」、「～してみては？」）は相手に自ら働きかける言

語行為である点だという。楊はそれについて、中国語では両者を同一形式で表現している

のに対し、日本語では異なる形式が用いられているとする。しかし、本研究の考察により、

日本語でもテモイイのように、<許可>と<提案>（＝<勧め>）を双方の意味で用いる形式の

存在が明らかになった。この二つの意味用法があると確認できることは、構文上異なる疑

問形式と共起する点である。 

 

                                                   
69 高梨（2011）と楊（2011）の<勧め>は、本稿における<提案>に相当すると考えられる。 
70 その他、高梨（2011）は、語化されるものとは限らず、素振りや表情やその他の情報から話
し手に伝わることもあるからだと指摘している。 
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 （23）A「窓を開けてもいいでしょ?」 

    B「いいですよ。どうぞ」 

 （24）A「窓を開けてもいいんじゃない?」 

    B「｛#いいですよ/そうですね｝」 

                          （安達（1999：97）による例文） 

 

 安達（1999：97）では、「だろう」を用いた（23）は「話し手が行おうとしている行為の

許可を聞き手に求める文になっている」一方で、「のではないか」を用いた（24）は「聞き

手がおこなう行為に示唆を与えていると解釈される」と指摘されている。安達によれば、

否定疑問文の「のではないか」は「情報要求」と「情報提供」という二つの機能がある。

そして、氏は（24）の「のではないか」が情報提供文として働いていると説明している。

このように当該事態の行為者が 2 人称の場合、テモイイには<許可>と<提案>という二つの

意味用法があることは異なる疑問形式が用いられる点からも確認することができる。 

3.2並立事態許容型 

 「並立事態許容型」とは、「対立事態許容型」のような事態ｑと～ｑとが対立関係にある

ものではなく、複数の異なる事態ｑ1、ｑ2...が同時に表される、或いは想定されるという

分類を指す。ただし、複数の異なる事態の扱い方に関して、単純に並列される場合とそう

ではない場合とが見られる。 

 

（25）動物園へはバスで行ってもいいし、地下鉄で行ってもいい。 （筆者による作例） 

（26）誰がなんといおうと、自分はいま、この女性を一番愛している。絵梨子を守るた

めなら、どんな犠牲を払ってもいい。              （『北都物語』） 

 

 （25）は単に「バスで行く」と「地下鉄で行く」という二つの事態を並立させているだ

けである。それに対し、（26）のような不定詞と共起される場合には、「どんな犠牲を払う」

という無限の集合の中で、「極端な事態」も想定されるが、その極端な事態についても「い

い」という評価が与えられている点で（25）とは異なっている。本研究では、（25）のよう

な場合を「単純並立型」、（26）のような場合を「極限型」として区別する。このように事

態の取り上げ方が異なるため、そこから生じる意味用法も異なることが想定される。本節

では、この二つのケースにおいて、どのような意味用法が付随するのかを説明していく。 
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3.2.1単純並列型 

 ここでは、まず「単純並列型」に相当する実例から見られたい。 

 

 （27）「クリスマスにはどこに行きたい？」彼は聞いた。真樹子は彼に視線を戻し、「ど

こでもいいわ」と言った。「旅行してもいいし、東京のどこかで過ごしてもいいし、

私の部屋でパーティーを開いたっていいわ。縦の木ぐらい置く場所はありそうだ

から」                          （『蠍のいる森』） 

 （28）（前略）、「ねー、十分休んだら、もう一回だけ飛ぼうよ」と、言った。「ええ？ど

うして？」「先生、任せたのよ、私たちに。十五分休んでもいいし、あとほんの少

しだけやってもいいって。私たちが選ぶようにって」     （『三姉妹探偵団』） 

 （29）前述の血海と同じように、生理通の特効穴で、指圧してもいいし、米つぶやピッ

プ・エレキバンなどを貼ってもいい。それだけで生理痛は緩和される。             

                           （『<気>の力がツボを活かす』） 

 

 「単純並立型」では、事態ｑ1と事態ｑ2が両者とも許容されている。また、行為者の人

称を問わず、この型は提案の意味が表されると考えられる。例えば、事態の行為者に 1 人

称が含まれる（27）では、「クリスマスにはどこに行きたい」という質問に対して、真樹子

は「（私たちが）旅行する」・「（私たちが）東京のどこかで過ごす」・「（私たちが）私の部屋

でパーティーを開く」という三つの「提案」をしている。どの事態も許容されるため、<意

向>とは解釈することは難しく、意向の前段階にある「提案」として考えられる。また、「ど

こでもいい」の箇所から読み取れることは、この三つの提案はあくまでも「どこでもいい」

という無限の集合の一部に過ぎない点である。 

 （28）も同じだと考えられる。「先生、任せたのよ、私たちに」の箇所から、先生から十

分な自由を与えられていることが読み取れる。事態の行為者が 2人称であるにも関らず、「十

五分休む」と「あとほんの少しだけやる」はあくまでも提案に留まっているのである。ま

た、行為者が非指示である（29）のケースは、「生理痛が緩和される」ためには、表現者が

その手段として「指圧する」や「米つぶやピップ・エレキバンなどを貼る」といった行為

をするように提案している。このように「単純並列型」における提案は、いくつかの事態

が並行的に提示される点が特徴であるため、本研究では<開放型提案>と呼ぶ。なお、この

出現率は 4.18％であった。 
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 <開放型提案>は、例示として取り上げられた事態の実現を全て望ましいとしている。同

時に実現は出来ないものの、それらの事態の実現がどれも許容されるのである。よって、<

当為判断>として見なすことは可能である。 

3.2.2極限型 

「極限型」には二つのパターンがあると思われる。一つは、最も極端な事態ｑに限定さ

れる場合であり、もう一つは不定詞と共起される無限な集合が述べられる場合である。本

研究の調査では、「極限型」の場合、行為者が 2人称である例文を確認することができなか

ったが、1人称と 3人称の事例があると確認できた。ただ、事態の行為者が 3 人称の場合で

あれば、1人称の場合と異なり、不定詞と共起される無限な集合が述べられる場合しか用い

られないという結果を得た。 

ここでは、まず事態の行為者が 1 人称、且つ最も極端な事態ｑに限定される場合から検

討していく。 

 

（30）彼と一緒なら、命を落としてもいいとさえ思っている。     （『黒豹皆殺し』）                            

（31）できれば、妻をその恋人からひきはなすためのカにかけたパリまでのこの先の旅

など、手つけながれにして、忘却の時間をかけてなんとか立直るまで、この上海

の灰汁だまりのなかにつかっていてもいいと思った。      （『上海読本』）                     

 

 これらの例文のように、この場合における「命を落とす」・「この上海の灰汁だまりのな

かにつかっている」という事態はいずれも制御可能な事態であるが、最も好ましくない事

態として考えられる。そして、それらの事態に対して敢えて肯定的な評価（「良い」）を与

えるのは、この「極限型」の特徴である。この二つの例とも行為者は 1 人称であるため、

行為者の意向として解釈されている。ただし、「極限型」の意向は、事態ｑを実行に移すこ

とにまで考えは及びない。（30）・（31）では、表現者が「命を落とす」ことや、「この上海

の灰汁だまりのなかにつかっている」ように実行するというよりは、「彼と一緒にいる」こ

とや、「忘却の時間をかけてなんとか立直る」よう実現するために、何でもやるといった意

味が表されている。よって、たとえ事態ｑのような極端な事態でさえもあり得る、という

表現であると考えられる。あくまでも事態ｑは、「なんでもする」という事態の一つに過ぎ
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ないのである。要するに「極限型」の「も」は意外の「も」71としても捉えられる一方で、

「単純他者肯定のも」の意味も含まれると考える。無限の集合体では、数え切れない事態

ｑ1,ｑ2,ｑ3...が含まれ（累加）、その中で最も極端の事態ｑまでもが含まれている。72 

 一方、不定詞と共に用いられる場合には、同じく無限の集合が想定されている。 

 

 （32）母のためなら、自分はどうなってもいいと思っていた。  （『フロイドを読む』）                    

 （33）誰がなんといおうと、自分はいま、この女性を一番愛している。絵梨子を守るた

めなら、どんな犠牲を払ってもいい。              （『北都物語』） 

 

 ここに見られる「どうなる」・「どんな犠牲を払う」のような無限な集合体の場合には、

いかなる望ましくない事態が含まれていようとも、それらは同じく肯定的な評価である「良

い」の中に収まる構図となっている。また、（32）の「どうなる」のような制御不可能な事

態として見なされる場合がある一方で、（33）の「どうな犠牲を払う」のような制御可能な

事態の場合もある。制御可能な事態である（30）・（31）（33）のような「極限型」はよく目

的節、もしくは理由節と共起される。例えば（31）の「-るまで」である。複文の前件ｐが

望ましい事態・状態であるため、それを実現するために事態ｑが許容される（どんな犠牲

をも払う・何をする・上海の灰汁だまりのなかにつかっているなど）という表現者の考え・

姿勢は「積極的」であると言えよう。よって、本稿では「極限型」における表現者の意向

を<積極的意向>と名づける。なお、これは全体の中で 12.22％の出現率であった。高梨

                                                   
71 沼田（1986）では、「も」について次のように分類している。 

①「単純他者肯定」の「も」 

 ・人生の季節をも、自然の季節と同じように受け入れる。 

 ・ディックに刑を宣告すれば、スーザンの心は傷つくし、また、もしスーザン自身を責めても
彼女の心は傷つくだろう。 

②「意外」の「も」 

 ・彼女はたいていのことを話すのだが、実は、親友にも話せない秘密がある。 

 ・（ほめられると怒る人はないはずだが）太郎はほめられても怒る。 

③「柔らげ」の「も」 

 ・春もたけなわの今日この頃です。 
72 奥田（1988：20）が取り上げられる「君に軽蔑されてもいい。きらわれてもいい。おれはど
うしても結婚するよ。」のような例文も、本研究の「極限型」に相当すると考える。ここには、
表現者は「結婚する」ことが実現すれば、「君に軽蔑されること」「きらわれること」などの表現
者が制御できないことは全て許容できるという意味が含まれるからである。奥田氏は、このよう
な述部が受け身の場合について、「《私》がなにかをすれば、その反作用として他人の動作が《私》
にふりかかってくる。あるいは、自然や社会の現象のはたらきをうける。このような《私》への
はたらきかけは、《私》としてはコントロールできない動作として、運動として、うけ身のかた
ちで表現することができる。そして、その動作や運動を《私》が許容するとき、述語は「されて
もいい」というかたちをとる」と指摘している。 
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（2010:69）はテモイイについて、通常は肯定評価の対象にはならないような事態に対して

敢えて「いい」と述べているのであり、そこには消極的なニュアンスが含まれているとし

た。ただし、本稿の考察により、「対立事態許容型」の<消極的意向>と「並立事態許容型」

の<積極的意向>が共存していることが確認されたことで、テモイイは特に消極的なニュア

ンスが含まれるとは限らないことが分かった。 

 赤塚（1998）では、テ形に関わったテコソ構文・テハ構文・テモ構文に対して、因果構

文における望ましさ（desirability）の評価的意味が付与されていると指摘されていた。

それに対して益岡（2015）は、テモ構文は評価の傾斜が見られないとしている73。逆に言え

ば、望ましい事態、及び望ましくない事態の双方が用いられるのである。 

一方、不定詞と共起した場合のみ用いられる行為者が 3 人称の場合には、以下の例が示

したように制御不可能な事態のケースしか見当たらない。 

 

 （34）「別れた男なんかどうなってもいいのよ。むしろ自分が一緒にいたときよりボロボ

ロになってもらいたいわ。（後略）」          （『笑わせ者たちの伝説』） 

 

（34）のような場合、「別れた男がどうなるか」は、制御できない事態であると考えられ

るため、単なる<許容>として捉えればいいであろう。この点は、行為者が 1 人称の（32）

も同様に考えられる。なお、この場合の出現率は 1.93％であった。 

 

4.<当為判断>との関連 

 本研究は、テモイイにおいて、そこで述べられた事態が当該事態以外の事態に対しても

許容される事から、当該事態ｑと他の事態との関係を「対立事態許容型」と「並列事態許

容型」とに分けた。そして、本研究の考察によれば、それぞれのグループは以下のような

下位分類の構成となった。 

 

 

 

 

                                                   
73 益岡（2015）では、テコソ構文は望ましい（desirable）という評価に傾斜する。テハ構文は
望ましくない（undesirable）という評価に傾斜すると述べている 
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図 1：「てもいい」の下位分類（筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そして、それぞれの実例の分布、次の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 無：<客観的許容> 

                   非価値型－現実との対立                                            

対立事態許容型（ｑ・～ｑ)‐              

                               有：<論理的許容> 

                 価値型（行為が存在する）   無：<願望>  

                               

                                                                                                

                                  有：<許可>  

                             <絞り型提案><消極的意向>   

 

 

             単純並立型：<開放型提案> 

 

並立事態許容型（ｑ1・ｑ2..）  極限型：1人称―<積極的意向><許容> 

                        3人称―<許容> 
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表 1：「てもいい」の実例分布（筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

先ほど述べたテモイイの下位分類に基づいて考えた場合、<当為判断>として見なせるの

は、<絞り型提案/意見>と<開放型提案>の場合である。 

  

 （35）a.バラさん、なぜ、上ばかり見ているの。たまには、ぼくらのいる下を見てくれ   

    てもいいと思うよ。」                    （（17）の再掲） 

  b.「旅行してもいいし、東京のどこかで過ごしてもいいし、私の部屋でパーティ  

  ーを開いたっていいわ。縦の木ぐらい置く場所はありそうだから」（（27）の再掲） 

 

対 

立 

事 

態 

許 

容 

型 

非 

価 

値 

型 

現実との対立·無 <客観的許容> 
 

14例   （4.5%） 

 

現実との対立·有 <論理的許容> 
 

10例  （3.22%） 

 

価 

値 

型 

 行為者存在 

<消極的意向> 
 

70例  （22.5%） 

 

<許可> 
47例 （15.11%） 

 

 <絞り型提案/意見> 107例（34.41%） 

 行為者非存在    <願望> 6例   (1.93%） 

並 

立 

事 

態 

許 

容 

型 

単 

純 

並 

列 

型 

<開放型提案> 13例 (4.18％） 

極 

限 

型 

<積極的意向> 38例(12.22％） 

<許容> 6例  (1.93％） 

合計 311例 
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 ただし、「対立事態許容型」に属する<絞り型提案/意見>は、既実現な状態「～ｑ」に依

存しているため、<当為判断>との関連性はあくまでも間接的である。 

 一方、次のような<消極的意向>と<許可>の場合においては、テモイイは表現者が望まし

くない事態であっても共起可能だと分かる。 

  

 （36）a.「待ってくれって、一体、、、」「お願いします！」俊介の表情には、必死なもの

があった。警部はその勢いに気圧されるように、頷いた。「まあ、他ならぬ君が言

うなら、待ってもいいが、どうせ本人は逃げ隠れできないんだしな」 

（（15）の再掲）                                             

    b.「いっしょに、映画研究部、のぞいてみないー？」ぷるぷるーと、あたしは首

をよこにふる。「じゃあ、あたし行ってくるねー。ルン子、先にかえってもいいよ

ぉ。待っててくれると、うれしいけどぉ」           （（16）の再掲） 

 

 これらの場合、どちらかというと、「待たない」・「（あなたが）先に帰らない」という～

ｑの方が望ましい事態だと読み取れるため、<当為判断>としては考えにくいのである。 

 また、「極限型」における<積極的意向>・<許容>は最も望ましくない事態までも含まれて

いる点から考えれば、<当為判断>としては見なせないのである。 

 

 （37）a.彼と一緒なら、命を落としてもいいとさえ思っている。（（30）の再掲） 

    b.母のためなら、自分はどうなってもいいと思っていた。（（32）の再掲） 

 

 また、行為者が存在しえない<願望>と<許容>の場合は、いずれも制御不可能な事態とし

て見なされるため、<当為判断>として見なせない。また、特に（38b）からみれば、テモイ

イは既実現の事態とも共起できると考えられる。 

 

 （38）a.ボクと一緒に、精神科病室の歴史が語れる人が一人くらいはいてもいい。 

                                  （（13）の再掲） 

    b.禎子は、あい手の男にそんな女関係があってもいい、と思った。  

（（14c）の再掲） 
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 また、「非価値型」である<客観的許容>から判断して、テモイイは表現者以外の判断と共

起できると分かる。  

 

 （39）日本では、20歳になったらたばこを吸ってもよい。       （（7）の再掲） 

  

上述のように、<当為判断>から見ればテモイイは以下、の表 2のようにまとめられる。 

 

表 2：<当為判断>からみたテモイイ（筆者作成） 

         てもいい 

    <当為判断>を表す場合    ○ 

 

 <当為判断> 

を表さない場合 

 既実現な事態    ○ 

 制御不可能な事態    〇 

 望ましくない事態    〇 

表現者以外の判断 知識表明    〇 

行為遂行    × 
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Ⅱ 「なくてもいい」 
 

 

1.はじめに 

 ナクテモイイはテモイイの「内側の否定」74と考えられるため、テモイイが表す「対立事

態許容型」と「並立事態許容型」の中で、「対立事態許容型」のみに対応する。本研究はこ

の点を踏まえ、否定形式のナクテモイイはいかなる肯定的事態を前提とするのかを検討す

る。具体的に 3 節では、ナクテモイイで表される「対立事態許容型」の内実を詳しく考察

していく。そして、4節では、ナクテモイイが<当為判断>とどのように関連しているのかを

論じていく。 

 

2.先行研究 

 高梨（2010：73）は、ナクテモイイの基本的意味を「当該事態が実現しないことが許容

されることを表す」と述べており、「不必要」という意味とほぼ同義だとしている。 

 

  （1）モモ子「おいしくないんだったら、無理して食べなくてもいいわよ」 

    助川「いや、旨いよ」                  （高梨（2010：73）） 

 

また、奥田（1996）では、特に行為者が 2人称である場合に焦点を当てて検討した結果、

三つの解釈が可能だとされる。それぞれの場合については、「はなし手はあい手の動作の不

実行を選択肢のなかにとらえて、その不実行をあいてにすすめる」場合（2）と、「いま実

行されている、あい手の動作に対し、不必要であるとする、はなし手の態度の表現になっ

ている」場合（3）及び「あい手への働き性をきりすてながら、不必要を客観的なものとし

て確認し、記述する」場合（4）だという。 

 

  （2）「洪作や、たいへん！たいへん！五時半をまわってしまった。玄関にお弁当をだし

ておきますよ。顔は顕あらわんでもいいが、口だけはぶくぶしておゆき！」 

  （3）進はないで、父のひざにすがりついた。「なかなくてもいい、なかなくてもいい。

さっきは、さっきは、おとうさんの方がわるかったんだ」 
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  （4）「お前はお前、次郎ちゃんは次郎ちゃんでいい。ひろい芸術の世界だもの、みんな

がみんな、そうおなじような道をふくまなくてもいい」 

                                  （奥田（1996）） 

  

 この下位分類では、（3）には「いま実行されている相手の動作」という既実現の事態が

含まれる点で、（2）・（4）の場合と異なると考えられる。本研究はこの点を一つの手掛かり

として、考察を進めていきたい。 

 

3.考察75 

 対立事態許容型のみ表せるｑナクテモイイは「ｑと～ｑが両方とも許容される」という

含意があるが、表面上は～ｑの方が取り上げられる。よって、本研究ではその基本義を「当

該事態の非実現（～ｑ）が許容される」とする。否定的事態が表に表されるｑナクテモイ

イに対する考察において、本研究はその判断の元にいかなる前提が存在しているのか、こ

の点に焦点を当てる。なぜなら、一般的な認識からみれば、否定的な事態には必ず肯定的

な事態が判断の前提となっているためである。ここでは、安達（2014：102）の説明と例文

を引用することで、予め肯定・否定の関係を確認しておく。 

 

  （5）つぎの ひ、いくつも やまを こえ ひが しずむころ、まっかなみを つけ

た りんごの きを みつけました。ゆうひに かがやいて「さあ すきなだけ 

おとり。 わたしが きから おちないうちに」と りんごの みが いいまし

た。アントン・ベリーは ほっとして ねむりました。ところが つぎのあさ め

をさますと、 りんごの みは ありません。よるの あいだに、ドラゴン・プ

ーが たべてしまったのです。（後略）    （安達（2014：102）による例文） 

                           

 安達はこの例をもって肯定・否定の関係性を次のように述べている。 

 

                                                                                                                                                     
74 寺村（1979）は、ムードの否定を内側の否定と外側の否定に分かれていると指摘する。 
75 「書き言葉均衡コーパス中納言」により、考察の対象として無作為 500例を抽出している。
その中で、いくつかのパターンを考察の対象外としている。以下、考察の対象外とした具体的な
場合である 
・引用節と共起した例・翻訳文・疑問文・連体修飾節・のに節と共起される例 
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 「エピソードを形作るさまざまな事態（りんごの木を見つけたこと、りんごの実が話し

かけてきたこと、など）はすべて肯定文によって表される。認識可能な世界に生起する事

態はすべて肯定として認識されるものだからである。このテキスト唯一の否定文（「りんご

のみはありません」）は「寝る前にあったりんごの実は今朝も当然ある」という認識に支え

られ、その認識を打ち消す事実を発見したことによって存在している。つまり、ある事態

の存在（すなわち肯定）はそれとして認識できるが、ある事態の非存在（すなわち否定）

は存在を通じてしか認識できないのである。このような意味で、肯定と否定は対等な存在

ではないと考えられる。」（安達（2014：103）） 

 

 安達は、否定的事態とは、必ず肯定的事態が前提とされているものだとする。このよう

な肯定・否定に関する「不対等」の関係は、ナクテモイイとテモイイの間にも見られる。

ナクテモイイは、テモイイが表す並立事態許容型と対立事態許容型の中では後者にのみ対

応するのである。本研究はこういった否定的事態が必ず肯定的事態が前提となるという性

質を踏まえ、ｑナクテモイイで表された表現者の判断が、いかなる肯定的事態 q を前提と

するのか、この点を考察の主軸に置く。また、前節で取り上げた奥田（1996）から考えれ

ば、ｑナクテモイイにおける肯定的事態ｑは、既実現の事態であるか否かという点で区別

が可能である。この点を参考にして、本研究は考察の主軸を以下の図 1 で示した「前提と

する肯定的事態が偽」と「前提とする肯定的事態が真」とに分類することにし、考察を行

っていく。 

 

図 1：「qなくてもいい」の考察の主軸（筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       非価値型 

 

対立事態許容型 

             前提とする肯定的事態が偽 

        価値型 

 

             前提とする肯定的事態が真 
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3.1対立事態許容型 

 ナクテモイイはテモイイと同様に、さらに「非価値型」と「価値型」とに分けることが

可能である。ただし、従来の研究から見れば、ナクテモイイで表す「非価値型」について

は検討されてない箇所である。 

3.1.1.非価値型 

ナクテモイイは、テモイイと同様に<論理的許容>と<客観的許容>とが用いられる。ナク

テモイイで述べた<客観的許容>は、テモイイと同じく客観的な規則（規範）などが前提と

された上で、「ｐならば、ｑと～ｑが両者とも許容される」という論理が述べられる。なお、

全体の中で<客観的許容>の出現率は 11.49％であった。 

 

  （6）青秋林道：青森・秋田両県境の白神山地に計画された林道。世界最大規模のブナ

原生林を貫通するため反対運動が盛んになり、下流住民による異議意見書が大量

に出されて事実上凍結されている。ところが、今度の森林特措法では、保安林の

解除をしないで、保安林のままで何でもできることになるのです。本多：たとえ

ばゴルフ場が「保健機能の増進に関する施設」だと認定されると、そこが保安林

であっても森林特措法第八条によって伐採も土木工事もできるし、植えなくても

いい。                         （『貧困なる精神』）                

  （7）（問）年の途中で知人に譲渡した場合、ナンバーが同じ管轄内であれば自動車税が

月割りで返還されないことは理解できたのですが、では、譲り受けた知人はまた

新たに年間で払わなければならないのですか？それとも残っている半年間だけは

ただなのですか？ 

   （答）自動車税は４月１日現在所有している人に、４月から翌年３月までの税金を

前払いします。個人売買の場合、譲り受けた知人は新たに年間分を払わなくても

いいです。                       （「Yahoo!知恵袋」） 

 

 （6）では、当該の施設が保健機能の増進に関する施設だと認定されるという、客観的な

前提ｐがあれば、伐採も土木工事も木を植えないこと（～ｑ）も、全て、許容されること

になる。また、（7）では、（問）のナケレバナラナイが表す義務の質問に対し、「自動車税

は 4月 1日現在所有している人に、4月から翌年 3月までの税金を前払いします」という客

観的な前提ｐに満たせば、「譲り受けた知人は新たに年間分を払わない」こと（～ｑ）が許
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容される。このことについて田中（2004：195）は、ナクテモイイは、一般的に義務・制約

の否定、その回避といった必要外の意味を表しており、しばしばナケレバナラナイとは対

立関係にあるとする。 

 続いて、ナクテモイイで表す認識用法の<論理的許容>を見てほしい。従来、この用法に

ついて言及した先行研究はないと見られる。なお、少数ではあるが、この出現率は 1.53％

であった。 

 

  （8）「すると出たんですよ。児玉の指紋のついた吸殻が。これであの夜、目撃者が見た

人物は、児玉に間違いないだろうとなりました」 話を聞いた河津は、それはお

手柄でしたねと、群馬県警の働きぶりを褒めた。「恐らく児玉は、冬子の死体を捨

てた帰り、タバコが切れたのでそこに立ち寄ったんでしょう。まさか、人目があ

るとは思わなかった。むろん、自分にやましいところがなければ、顔を隠したり、

不審を招くほどあわてて逃げなくてもいいはずですよ」 （『恋愛迷宮殺人事件』）                           

  （9）「おまえら、いったいどこまで乗るつもりなんだ。いいかげん、運賃はらえよな。

丹波がふりむいた。「運賃っておりるときにはらうんだろう？おれたち、一生乗っ

てるつもりだから・・・」ニッチのことばを受けて、サッチ。「つまり運賃ははら

わなくてもいい！」                   （『青いブリンク』） 

 （10）古代のインド人達は、、どうやら生きることを“苦しみの中にいること”と考えて

いたらしい。古代のインド人の考え方に従えば、“生きている”ということは、大

いなる輪廻の中に閉じ込められていることで、生き変わり死に変わり、人として

獣として鳥として虫として様々な生を生きて、そしてそこから解き放たれぬまま

にいることだ。“悟りを開く”とか“解脱する”ということは、だから、この無限

に続く輪廻中から解き放たれ飛び出すことだ。（中略）輪廻から解き放たれるとい

うことは、「もう生きなくてもいい」ということだからだ。 

（『浮上せよと活字は言う』） 

                           

 （8）には、波線部の「自分にやましいところがなければ（～ｐ）、顔を隠したり、不審

を招くほどあわてて逃げない（～ｑ）」のように、「～ｐならば、～ｑ」という論理構成が

みられる。ところが前の文脈においては、児玉という人物が慌てて逃げたことが読み取れ

るため、「自分にやましいところがあるので（ｐ）、慌てて逃げた（ｑ）」という経緯が推定
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できる。このことから分かることは、事実ｑに関わる「ｐならばｑ」から「～ｐならば、

～ｑ」という論理構造が導き出される点である。 

 一方、（9）では、波線部の「バスに乗れば、降りる際に運賃をはらう」という前提が示

されている。ところが、「おれたち、一生乗っているつもりだから」という箇所から判断す

れば、「（おれたちは）一生降りない」ことになるため、「運賃を払わない」という結論に至

ることになる。即ち、本来の「ｐならばｑ」という論理から、「一生降りなければ、一生払

わない」という「～ｐならば、～ｑ」の論理展開も許容されるのである。（10）も同じく、

「人は輪廻中に閉じ込められていれば（ｐ）、生き続ける（ｑ）」という「ｐならばｑ」の

論理が確認できる。この論理から展開可能な流れるは、「もう生きなくてもいい」が含んで

いる、「輪廻の中に閉じ込められていなければ（～ｐ）、生きないこと（～ｑ）」ということ

になろう。 

 上述のナクテモイイが表す<論理的許容>については、「ｐならばｑ」という本来の理屈構

造から、「～ｐならば～ｑ」という論理も許容可能であることが理解できるのであろう。そ

のため、ナクテモイイの<論理的許容>について言及した対立的事態とは、「ｐならばｑ」と

「～ｐならば～ｑ」という二つの論理構造である。それに対し、テモイイで表された<論理

的許容>においては、「ｐならばｑ」という論理構造が存在するものの、実際には～ｑとい

う事実の存在が確認できる。そのため、テモイイの<論理的許容>について言及した対立的

事態は、「ｐならばｑ」という論理構造と事実である「～ｑ」である。この差異から考えれ

ば、両者で表した<論理的許容>の仕方は異なっている。この点からも両者が不対等的関係

を示している事が分かるのであろう。 

3.1.2価値型 

 本節では、ナクテモイイが、いかなる肯定的事態ｑが前提とされているのかという点に

焦点を当てて考察を進めたい。考察においては、前提が既実現な事態であるか否かという

点から、「肯定的事態が真」と「肯定的事態が偽」とに分ける。また、価値型では行為者が

存在しない場合と存在する場合とが双方とも見られるため、更に前提の「肯定的事態が真」

と「肯定的事態が偽」を、それぞれ「行為者非存在」と「行為者存在」とに分けて考察を

進める。 

3.1.2.1 肯定的事態が偽の場合 

3.1.2.1.1 行為者非存在 

 行為者が存在しない場合は、行為者が存在しえないこと、或いは、そうした状態の場合
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を指している。また、この場合は、以下に示した行為の制御者が存在しない事態（11）、人

の心的状態（12）、可能性に関わる事態（13）のように、いずれも制御不可能な事態として

見なされ、表現者自身に関わっている事態である。 

 

 （11）「（前略）お前も建築専門のお堅い本ばかりでなく、たまには一般向けの読みやす

いのも出せ。そのほうが名前も売れるぞ」「名前なぞ、売れなくてもいいよ」 

                                （『ひとひらの雪』） 

 （12）この講演会だって、そう。一番最初に私が考えたのは、今日何を着ていこうかな

ぁってこと。人前で喋るって大変なことなのよ。だから来る前から景気をつけて、

わーい、わーい、私ってケッコーいいかもって思えることが必要。他の人がいい

ぞと思わなくてもいいんです。私がね、いいゾーって思えれば、おのずと元気が

出てきます。            （『かけがえのない、大したことのない私』） 

 （13）ナナコの家に無理矢理押しかけたあの日、葵はある決意をした。母親にどんな嫌

味を言われてもいい、仕送りを送ってもらえなくてもいい、夏が終わったら死に

ものぐるいで勉強して、ナナコと東京の大学にいこう。    （『対岸の彼女』） 

 

 （11）の「名前が売れる」コト（ｑ）は、波線部の相手の判断に基づいたものである。

その判断内容を概略的に示せば、未実現な事態が表されており、「ｐすれば、そのほうは名

前が売れる」という意味が含まれている。そのため、前提の肯定的事態ｑが偽であること

が分かる。また、（12）では、講演会が行う前の心境が表されている。「他の人がいいぞと

思う」当該事態ｑは、「他人から認められたい」というような普遍的な価値観を前提にして

いると想定できる。普遍的な価値観は、その実現が問題とはされていないため、現実世界

における真偽値が偽である。（13）は、「仕送りを送ってもらえる」という当該事態ｑも、

葵自身の予測に基づいた事態であるため、同じく偽として見なせる。 

 そして、一つ着目してほしいのは、これらの事態ｑは元々望ましい事態として考えられ

ているという特徴である。「名前が売れる」コトは相手にとって望ましい事態として考えら

れる一方で、「他の人が（自分のことが）いいぞと思う」コトと「（親から）仕送りを送っ

てもらえる」コトも、一般的に望ましい事態として考えられる。このような「望ましい事

態ｑの非実現」に対して、敢えてテモイイという許容的な評価を与えているのは、極めて

消極的な意味合いが表されると言っていいだろう。本研究はこのようなケースを、<望まし
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い事態の非実現の許容>として捉える。なお、このケースの出現率は 3.07％であった。 

3.1.2.1.2 行為者存在 

 前提とした肯定的事態が偽である場合には、以下のような行為者を想定することが可能

のケースがある。 

 

（14）コンビニで買う１おにぎり２サンドイッチ３デザート４お惣菜５飲料６お菓子７

インスタント麺類であなたの一押しは何ですか？７種全部ご回答いただかなくて

もいいです。                         （「知恵袋」）                                                         

（15）「とにかく、ルアンが先に帰ってぼくを待つ。別に待たなくてもいいけど、ぼくが

行けば、タイしゃぶをご馳走する。それでどうかな」「待つよ」と、ルアンが返し

た。                             （『ルアン』）                                     

（16）「それで家出少年は今、どこに寝泊まりしているの？」（中略）「いつか時間のある

ときにゆっくり話すよ。べつに隠しているわけじゃないんだ。ただ電話ではうま

く説明できないっていうだけなんだ」「べつに説明してもらわなくてもいいんだけ

どさ、でも、ヤバイところじゃないわよね？」        （『海辺のカフカ』） 

（17）「話しあいで解決できる時は、そうします。そうりゃ、ちょっと荒っぽいこともあ   

    りますけど、せいぜい頭蓋骨をぶちわって、目玉をくりぬくくらいのものですも

ん」「いや、だから、そこまでしなくてもいいんですけどね」（『天下無敵の冒険者』） 

 

 （14）には明示されていないが、「7種全部ご回答いただかない」こと（～ｑ）の前提は、

アンケートに出る質問に対して「問題を全て回答する」という因果関係の判断からだと想

定できる76。ゆえに、当該事態 q（７種全部ご回答いただくこと）が偽として見なされる。

（15）の「待たない」の前提は、「とにかく、ルアンが先に帰ってぼくを待つ」という表現

者による行為指示である。よって、ｑが未実現である事態として考えられるのである。そ

して、（16）は、波線部最初にある表現者からの質問に対する相手の応答から、実際にはま

だ説明がなされていないことが分かる。そのため、前提となる「説明してもらう」ことは、

未実現の事態である。また（17）は、前提となる「そこまでする」ということが波線部で

                                                   
76 石黒（1999：16）では、このような否定的事態の前提が文脈に示されていない場合について、
「先行文が存在しなければ、立ち現われてこないものであり、形態的には直接依存する先のない
間接的依存関係」と位置付けられている。 
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表された相手の予定を指すため、未実現の事態だと考えられる。調査からこれらの実例が

示してきた通り、上記のケースでは、当該事態 qが制御可能な事態のみしか見られない。 

 このように前提とした肯定的事態が偽である場合には、ｑと～ｑが両者とも表現者にと

って許容できることが分かる。そのため、例えば（14）の「全部ご回答いただく」、或いは

「全部ご回答いただかない」という事態が双方ともに許容されるため、回答者にとっては

何の制約もかかっていないと言える。事態の行為者が 2 人称である（15）も同じく、表現

者にとって相手が待つか、待たないかという事態を双方とも許容している。ところで（15）

は、前提とした事態は表現者による行為指示であるため、実際には表現者が「待つ」方が

望ましいと考えられている。運用論から言えば、相手は表現者が望んでいる事態ｑを選ば

ないとしても支障もない、という相手に対する配慮の意味が含まれている。また、（16）の

「説明してもらう」という事態は、文脈上表現者による質問から考えれば、実際望ましい

事態として考えられる。このように望ましい事態ｑの非現実も許容されると述べたことに

より、同じく相手への配慮が含まれている。本研究は（14-16）のような場合について、ｑ・

～ｑが両者とも許容されるため、人称を問わず同じく<当該事態の非実現の許容>として分

類する。77なお、この場合の出現率は、55.56％という高い割合を示した。 

 ところで、（17）のような前提が相手の予定/意図の場合では、行為者が 2 人称であって

も配慮的な意味は含まれず、奥田氏が言及した「はなし手はあい手の動作の不実行を選択

肢のなかにとらえて、その不実行をあいてにすすめる」ケースに相当する。本研究はこの

場合を、<絞り方提案>として考えたい。また、事態の行為者が 2 人称である場合には、以

下のような場合であれば、同じく～ｑの実現が望ましい<絞り方提案>として考えることが

出来る。 

 

（18）「恋子さんが家を出た後、会社の昼休みに、銀子さんから電話があったのよ。今晩   

    は同僚と食事してから帰るから、今日は彼女のぶんのお夕食、用意しなくてもい

いんですって」                      （『トップラン』） 

   

 波線部の「今晩は同僚と食事してから帰る」コトと、「今日は彼女のぶんのお夕食を用意

しない」（～ｑ）という二つの事態の関連性については、その中に含まれる対比のハから考

                                                   
77 事態の行為者が 2 人称の（15）・（16）は、奥田（1996）の「相手への働き性をきりすてなが
ら、不必要を客観的なものとして確認し、記述する」という場合に相当する。 
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えれば、表現者と聞き手の間に「普段銀子が夕食を食べらずに家に帰れば（ｐ）、恋子（聞

き手）が銀子（表現者）の夕食を用意する（ｑ）」というように、「ｐならば、ｑ」の暗黙

の前提78が確認できる。 

 ところが、カラ節で取り上げられている「（表現者が）今晩同僚と食事をする（～ｐ）」

という理由を「暗黙の前提（ｐであればｑ）」に照らし合わせて考えた場合、「恋子が銀子

の夕食を用意しない（～ｑ）」という結論に至っている。そのため、～ｐについては、事態

ｑの成立を妨害する要因として捉えることが出来る。このように、「ｐならばｑ」という暗

黙の前提が存在する、且つｑの成立を妨害する要因がある場合には、（18）のように夕飯を

用意する（ｑ）と、夕飯を用意しない（～ｑ）という二つの事態に対して、後者のみ許容

されているため、<絞り型提案>と考える。なお、<絞り型提案>の出現率は 3.83％であった。 

3.1.2.2 肯定的事態が真の場合 

 前提となる肯定的事態 qが真である場合とは、qが既実現の事態であることを指し示して

いる。この場合も「行為者非存在」と「行為者存在」という二つのケースが併存している。

本節では、それぞれのケースについて説明を行なっていく。 

3.1.2.2.1 行為者非存在 

 今回の調査によれば、前提の肯定事態ｑが真、且つ行為者が非存在の場合は、以下の 1

例しか確認されなかった。その出現率は、僅か 0.38％である。 

 

（19）でも、あびる優も和田アキコも、もういなくてもいいかな～。 （「Yahoo!知恵袋」） 

                      

 （19）前提となる「あびる優も和田アキコもいる」という事態は、実在人物の存在を叙

述しているため、制御不可能な事態だと分類できる。このことから考えれば、当該人物が

世の中に存在していないという～ｑが反事実であることも理解できる。この場合、反事実

の～ｑに敢えて許容的評価を与えた点から判断して、反事実で表された<願望>だと見なせ

るだろう。  

3.1.2.2.2 行為者存在 

 この場合、前提とした肯定的事態ｑは行為者が存在する既実現の行為・状態・存在であ

る一方で、発話時にやっている行為・状態の場合も含まれる。なお、今回の調査から、事

態の行為者が 2人称と 3人称の例しか確認できなかった。ここでは、まず事態の行為者が 2

                                                   
78 「暗黙の前提」という概念について詳しく論じているのは、坂原（1985）である。 
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人称の例文から見ていこう。 

 

（20）虎丸がびっくりして振り返った。そこに父の姿を見いだして、怒られるとおもっ

たらしい。慌てて絵を隠そうとした。「虎丸、隠さなくてもいいよ。父に見せてご

らん」虎之助が恥ずかしそうに描きかけの絵をさし出した。    （『虹の刺客』） 

 （21）「ヘッ、いってみただけさ」才蔵は屈託のない顔でいった。「ごめんよ・・・」「あ

やまらなくてもいいのよ」八雲は、急に、この不思議な子供が愛しくなった。  

                                （『猿飛佐助』） 

 （22）プシケーはめくるめくような宝石を散りばめた装飾の宮殿に引き込まれ、楽しさ

がわいてきました。見るものすべてが新鮮に移りましたが、他人行儀で見て歩い

ていました。するとどこから姿は見えないのですが、何やらつぶやく声が聞こえ

ました。「奥様、びっくりすることはありませんよ。この金銀の財宝はすべてあな

た様のものでございます。いちいち見て歩かなくてもいいのです。ゆっくりと湯

浴みをなさってお疲れを癒してください。（後略）」  （『ギリシアの女神の物語』） 

 （23）「落ち着いて、話を聞いてよ」秋葉は冷たくなったコーヒーと水を続けて飲んだ。

「そんな、お金のある女性がいるのか」「女性だって、お金持ちはいるわ」「そん

な人と、どこで知ったんだ」「エステティックサロンよ」たしかに一回ニ、三万も

する美容院に通う女性のなかには、相当のお金持ちもいるかもしれない。「大さん

一人では大変だと思ったら、頼んでみたのよ」女ときいて秋葉は一息ついた。「そ

の人、自分から出したい、といっているわけではないだろう」「でも、出してもい

いと、いってくれたわ」「それはありがたいけど、金のことは心配しなくてもいい

よ。」                              （『化身』）                                  

 （24）「その男をつまらないことで、糸にしちまったのさ。ところが、」「つまらないこと   

    って、どんなこと？」（中略）しかし、緇繅大夫は、「子供は知らなくてもいいん

だよ」と、取りつく島もない。         （『ヴィシュバ・ノール変異譚』） 

 

 （20）の前提の「隠す」ことは、波線部で表された相手がやろうとした事態である。（21）

における前提の「謝る」ことは相手の謝ったこと（既実現な行為）である。（22）では、「い

ちいち見て歩く」という前提は、「他人行儀で見て歩いていました」という相手が発話時に

やっていることである。さらに、（23）の「金のことを心配する」という前提は、金のこと
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に心配しているという相手の心的状態だと理解できる。そして（24）は、波線部の疑問文

から理解できるように、前提となる「子供が知る」ことは、相手の今の知的状態(知らない）

とは反する事態である。言い換えれば、「子供が知らない」ことが、相手の今の知的状態で

ある。以上から、これらの前提はいずれも既実現な事態（真）として分類可能である。 

 その中で、前提が既実現の行為（（21））であれば、<反事実>が示されることが分かる。

そして、文脈から不満・残念・恐縮などの気持ちが読み取れる。一方、（20）・（22）・（23）

のような前提が既実現である状態の場合には、相手にｑの状態から～ｑの状態への実現を

要求することが可能である79ため、「行為要求」としては見なせる。本研究は、この場合を<

絞り型提案>として考える。なお、この出現率は 16.85％であった。また、（24）の「子供（あ

なた）が知らない」という既実現の状態がそのまま述べられている場合については、<事実

の許容>として考えたい。なお、この出現率は 1.15％であった。 

 一方、行為者が 3 人称である場合には、以下のような<反事実>・<絞り型意見>に相当す

る例文が確認される。 

 

 （25）「わたくしはあの日あのように投げのめされて、はじめは無念骨髄に徹しましてな。   

    ああまでしなくてもいいだろう、高橋というは、何んという無礼千万な奴だろう

と、実を申すと、駒井先生とも幾度暗討を計画したか知れないのです。」       

（『逃げ水』） 

 （26）がんを告知されていない患者だけカルテ開示をしないのは非常に不自然だからで 

す。しかし、見てすぐにがんとわかってしまっては困りますから、そのような記

載のある部分はカルテからはずしたり、医療者だけにわかる記号をつかったりし

て工夫をしていますが、そのことにあんまりこだわらなくてもいいと思っていま

す。                         （『ウソのない医療』） 

 

（23）は、前提となる「（高梨が）ああまでする」ことが、既実現の行為だと分かる。よっ

て、これは<反事実>として認識することが出来る。行為者が 2人称である場合と併せ、<反

事実>の意味用法が用いられる割合は、全体の 5.38％である。一方、（26）は「そのことに

こだわる」という前提が既実現な状態だと理解できる。この場合には、「そのことにあんま

りこだわらない」～ｑという状態への変化が要求され、<絞り型意見>として分類可能であ
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る。なお、この出現率は 0.76％であった。このような前提の肯定的事態 q が真の場合であ

れば、～ｑの非実現のみ許容される意味を表すため、テモイイが同じ文脈の下で用いられ

ない。以上、ナクテモイイの意味用法を検討してきた。次節では、テモイイとの相違に言

及しながら、論じることにしたい。 

3.2結論 

 3節の考察を通じて、ナクテモイイの下位分類は次の図 2のようにまとめられる。 

 

図 2：「なくてもいい」における下位分類（筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
79 既実現な状態に関する説明は、第 2章にご参照してください。 

      非価値型：<論理的許容><客観的許容> 

                       行為者非存在：   

対立事態許容型    前提の肯定的事態が偽   <望ましい事態の非実現の許容> 

            

   

        価値型            行為者存在：<絞り型提案> 

                       <当該事態の非実現の許容> 

           前提の肯定的事態が真 行為者非存在：<願望> 

    

                      行為者存在：<絞り型提案> 

<反事実>・<事実の許容>・<絞り型意見> 
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そして、この体系における下位分類の実例の分布は、以下、表 1の通りである。 

 

表 1：「なくてもいい」における実例分布（筆者作成） 

 

ナクテモイイが「対立事態許容型」のみを表せることから、ナクテモイイとテモイイは

不対等な関係にあることが分かる。また、同じく「非価値型」が表せるものの、両者が完

全に対応するわけではない。テモイイの<論理的許容>において表された対立的事態は、論

理関係の「ｐであればｑ」と事実の「～ｑ」である。それに対し、ナクテモイイの<論理的

許容>に見られる対立的事態は、「ｐであればｑ」と「～ｐであれば、～ｑ」という二つの

論理構成がみられた。この点からも、両者の不対等な関係が確認できる。 

 一方で「価値型」においては、ナクテモイイという判断の前提を「肯定的事態が偽」と

「肯定的事態が真」に分けて考察した結果、それぞれのケースで異なる下位分類が見られ

た。その中で、テモイイには見られない用法は、<望ましい事態の非実現の許容>と行為者

が存在する<反事実>であった。また、調査によれば、テモイイは<絞り型提案/意見>という

用法の出現率（34.4％）が最も高いのに対し、ナクテモイイでは<当該事態の非実現の許容

非価値型 

 

<論理的許容> 4 例     （1.53％） 

<客観的許容> 30 例      （11.49％） 

 

価値型 

前提 

(偽) 

行為者 

非存在 

<望ましい事態の非実現の許容> 8 例        （3.07％） 

行為者 

存在 

<当該事態の非実現の許容> 145例      （55.56％） 

<絞り型提案>  10例       （3.83％） 

前提 

(真) 

行為者 

非存在 

<願望>   1例       （0.38％） 

行為者 

存在 

<絞り型提案> 44 例      （16.85％） 

<反事実>  14例       （5.38％） 

<事実の許容>   3例       （1.15％） 

<絞り型意見> 2 例       （0.76％） 

合計 261例 
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>が最も高い（55.55％）という違いが確認できた。前者の用法はｑのみの実現が要求され

ているため、<当為判断>として見なせる。それに対し、後者の用法はｑと～ｑが両者とも

許容されているため、<当為判断>としては見なせない。このように、ナクテモイイはテモ

イイと同じく対立事態許容型を表すことの出来る点が共通しているが、完全に対応してい

るわけではないのである。 

 次節では、<当為判断>の観点から、改めてナクテモイイついて論じて行きたい。 

 

4.<当為判断>との関連 

 ナクテモイイの下位用法から判断すれば、まずテモイイと同じく、表現者以外の判断で

ある<客観的許容>が表せると考えられる。ただし、ナクテモイイは「対立事態許容型」に

のみ用いられるため、ｑ・～ｑが両方とも許容される点から考えれば、<当為判断>と直接

関連するとは考えにくい。また調査結果から、<当為判断>としては見なせない<当該事態の

非実現の許容>の方が、圧倒的多いという結果を得た。以下のような<絞り型提案/意見>は

～ｑの実現のみを要求するため、<当為判断>としては見なせる。しかし、これはあくまで

も文脈に依存する用法に過ぎないため、<当為判断>と間接的な関連性があるとしか言えな

いのである。 

 

 （27）「恋子さんが家を出た後、会社の昼休みに、銀子さんから電話があったのよ。今晩

は同僚と食事してから帰るから、今日は彼女のぶんのお夕食、用意しなくてもい

いんですって」                       （（18）の再掲） 

 

また、ナクテモイイの一つの特徴として、用法が<望ましい事態の非実現の許容>である

場合には、～ｑが制御不可能な事態として考えられる一方で、以下のように望ましくない

事態としても解釈できることである。 

 

 （28）「（前略）お前も建築専門のお堅い本ばかりでなく、たまには一般向けの読みやす

いのも出せ。そのほうが名前も売れるぞ」「名前なぞ、売れなくてもいいよ」 

                                  （（11）の再掲） 

 

また、ナクテモイイの判断の前提には既実現な事態に基づく場合があるため、次のよう
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に<事実の許容>を表す場合もある。 

 

 （29）「つまらないことって、どんなこと？」（中略）しかし、緇繅大夫は、「子供は知ら

なくてもいいんだよ」と、取りつく島もない。         （（24）の再掲）    

 

 以上見てきた通り、<当為判断>という観点から考えた場合、ナクテモイイは以下のよう

にまとめられる。 

 

表 2：<当為判断>からみたナクテモイイ（筆者作成） 

         なくてもいい 

    間接的に<当為判断>を表す場合    ○ 

 

 <当為判断> 

を表さない場合 

 既実現な事態    〇 

 制御不可能な事態    〇 

 望ましくない事態    〇 

 表現者以外の判断 知識表明    〇 

行為遂行    × 
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第8章 <不可避系> 

 

「ざるを得ない」 
 

 

1.はじめに 

 従来の研究は、ザルヲエナイが<当為判断>として見なされるか否かという点で見解が分

かれてきた。そのため、本章の主な目的を、ザルヲエナイが<当為判断>といかに関連して

いるのか、この点を明らかにしたい。 

 

2.先行研究 

2.1「ざるを得ない」 

 ザルヲエナイの基本義について、従来の研究は状況からの帰結・不可避などと説明して

きた。例えば、森山・松木（1989：249）は、ザルヲエナイは「好むと好まざるとにかかわ

らず、意志による制御がきかずに自然にそういう状態になることを表している」としてい

る。また、日本語記述文法研究会（2009）は、「事情やなりゆきなど外的要因によって不可

避であることを表す」とし、さらに「多くの場合、その事態の実現が行為者の意向や気持

ちに反するというニュアンスを帯びる」と述べている。 

 

  （1）体調がわるいのだが、今日は会議があるので、出勤せざるを得ない。 

（日本語記述文法研究会（2009：114）） 

 

 また、ザルヲエナイの特徴として、事態の行為者の箇所には 2 人称が来ないとされてき

た80。例えば、日本語記述文法研究会（2009：115）では「「なくてはいけない」などの形

式が聞き手の行為について用いられると勧めや忠告として機能するのに対して、「ざるを

得ない」などは基本的には勧めや忠告として機能しない」とされている。 

 

                                                   
80 実際には、今回採取した 500 例を調査した結果、行為者が 2人称に相当する実例は存在しな
いという結果を得た。 
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  （2）??「（あなたが）大学に行かざるを得ない。」81       （筆者による作例） 

 

 本研究は日本語記述文法研究会（2009）に従い、ザルヲエナイを「状況からの不可避」

と定義し、事態の行為者が 2人称である場合には用いられないものと考える。 

2.2<当為判断>からみた「ざるを得ない」 

 先述の通り、従来の研究は、ザルヲエナイが<当為判断>として見なされるか否かという

点で見解が分かれてきた。その中で、ザルヲエナイが<当為判断>として見なされない点か

ら、他の価値判断モダリティと異なることを指摘したのは日本語記述文法研究会（2009）

である。日本語記述文法研究会（2009：115）は、「ザルヲエナイで述べられた事態は単に

必要なだけではなく、不可避・必然であることを表すため、ナクテハイケナイなどが表す

当為判断とは異なるものである」と述べられている。それに対し野林（1996）では、ザル

ヲエナイはベキダ・ナケレバナラナイと同様に<当為判断>82として考えられており、連続的

な関係を持つ点が指摘されている。ただし、野林（1996）は、3形式が互いにどのような場

合の下で置き換えられるのか否かについて論じているため、<当為判断>の観点から考察し

た成果ではないと見られる。このように、ザルヲエナイが<当為判断>であるか否かについ

ては、更なる検討の余地があると考える。 

 

3.考察 

3.1考察の主軸 

本節では、本研究の<当為判断>に対する「ある理想的な事態の実現が望ましいとする表

現者の判断。ただし、その事態は制御可能且つ未実現でなければならない」という定義か

ら、ザルヲエナイとの関連性を明らかにしていくことが目的である。 

ところが、当該事態の実現が求められる<当為判断>においては、「実現」が最も直接的に

求められるのは事態の行為者が 2人称である場合である。逆に、2人称と共起しにくいとい

う点から考えた場合、ザルヲエナイが<当為判断>と直接的に関連するとは考えにくい。そ

のため、ザルヲエナイと<当為判断>の関連性を明らかにするためには、ザルヲエナイで表

される「状況からの不可避」ということが、「誰」にとって「不可避」なのかという点を明

                                                   
81 ただし、タ形になると、過去における事実として述べられる。そのため、行為者が 2 人称で
あっても、問題なく用いられる。例えば、「おまえは、まっすぐ突っ込まざるを得なかった。」
などである（『坂本ですか１』） 
82 ただし、野林は当為判断に関する厳密な定義を行っていない。 
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瞭にしなければならないと考える。本研究はこの点に焦点を当てつつ、考察を進める。そ

して、事態の行為者を「指示的」と「非指示的」とに分け、ザルヲエナイは<当為判断>を

表すのか否かという点を明らかにしたい。なお、本節での考察の主軸は以下の通りである 

 

図 1：ザルヲエナイにおける考察の主軸（筆者作例） 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 なお、考察に入る前に、まず 3.2 節のザルヲエナイで表された非<当為判断>の場合から

検討していくことにしたい。 

3.2非<当為判断>の場合 

 先述の通り、本研究における<当為判断>は「ある理想的な事態の実現が望ましいとする

表現者の判断。ただし、その事態は制御可能且つ未実現でなければならない」と定義した。

この定義に従い、非<当為判断>の場合は「制御不可能な事態」・「既実現な事態」・「表現者

以外の判断」「望ましくない事態」の四つに区分できる。なお、望ましくない事態の場合に

は、他の場合にも依存する可能性83がみられる。そのため、本節では「制御不可能な事態」・

「既実現な事態」・「非表現者の判断」という三つのケースを検討していく。 

3.2.1制御不可能な事態 

「制御不可能な事態」では、行為者が存在しえないモノ・コトが主語である場合と、行

為者が存在する場合とに分かれている。ところで、行為者が存在する場合には、既実現な

                                                   
83 例えば、渋谷（1993a）は、「ある動作ができる」というときの「ある動作」とは、常に話し
手が期待する（待ち望む）動作、より正確には動作主体が期待している（待ち望んでいる）であ
ろうと話し手が考える動作でなければならない」としている。渋谷の説明から考えれば、制御で
きないことであれば、動作主体が期待していない（望ましくない）という意味合いが含まれやす
いと考えられる。 
 

 

      指示的 

行為者 

    

 非指示的 
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事態であると見なすことが出来る。まず、以下の例文を見られたい。 

 

（3）事情は少し違うが、私はイラクに派遣された自衛隊を考えるとき、この両面宿儺

のことを思い出さざる得ない。                 （『中日新聞』） 

  （4）ところが、理論上の計算では、この場合、一時間あたり三十人の客がくると、待

つ客の数は無限大に大きくなるのである。くる客が、たかだか六人増えただけで、

えんえん長蛇の列ができてしまうという結果には、いささか驚かざるを得ない。 

                          （『孫悟空はどこまで飛んだ？』）                             

  （5）「いや、そのようなお暇はおありにならないかもしれないな。わたしも、イマーザ

とはずいぶん会っていない。元気にしているといいのだが」―何か楽しくて、こ

の男はおれの前にいるのかな、とラクシードは首を捻らざるをえない。     

（『水晶の谷を越えて』） 

 例えば（3）の<過程の自己制御性>に属する「思い出す」と、（4）の<非自己制御性>の

「驚く」、さらに（5）の<非自己制御性>の「首を捻る」はいずれも、行為者から見た場合

には制御不可能な事態である。また、これらの制御不可能な事態は、行為者が「指示的」

で、且つ「既実現な事態」にしか見られないものである。（3）では、主体が 1人称である

うえ、指示詞で示された「この両面宿儺のこと」とは今まさに思い出した内容である。ま

た、事態の主体が明示されてはないが、文脈上から判断すれば、（4）の「驚く」の主体は

表現者であると考えられる。そして、（5）では、文脈上からみれば行為者が 3人称のクラ

シードであることが分かる。指示的な人物（1人称か 3人称）に、制御不可能な事態の実現

を決定・要求することは考えにくい。そのため、発話時点で行為者がすでに驚いていた・

思い出していたという解釈のみが可能となる。このような言語事実は、他の価値判断のモ

ダリティと相違する部分だと考えられ、ザルヲエナイの一つの特徴とも言える。例えば、

以下のトイイの例文は、事態の主体が指示的、且つ制御不可能な事態ではあるが、既実現

な事態としては考えられない。 

 

  （6）しかし、あくまで推理ですからね。証拠は一つもないんですよ、残念ながら。鮎

子さんが、少しでも記憶をとり戻してくれるといいんですが…」  

（『京都・金沢殺人事件』） 
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 （6）における「記憶をとり戻す」ということは制御不可能な事態であるものの、事実で

はなく、未実現の<願望>として述べられている。なぜこのような差異が生じるのかという

点についてだが、ザルヲエナイで述べられた「この両面宿儺のことを思い出す」・「驚く」・

「首を捻る」のようなことが、望ましい事態としては見なされにくいからである。このよ

うな制御不可能且つ望ましくない事態である限り、特に行為者が 1人称の場合、表現者が

自分自身にこれからこういった事態の実現が不可避であると判断しにくいと考えられるた

め、既実現な事態として表される他ないのである。 

 その一方、行為者が存在しえないモノ・コトが主語である場合には、実例を観察した限

り、以下の例に示した「困難な道となる」というような「状態性」が表された述部にしか

確認できない。 

 

  （7）世界システムのレベルでは，計画化の一元的な主体を欠き，また「南北」間の利

害対立，異文化間や宗教間，民族間での緊張関係を内包しているがゆえに，共生

社会への転換とそのための調整努力とは、さらに困難な道のりとならざるをえな

い。                          （『マクロ社会学』） 

 

（7）の波線部の「さらに」から理解できることは、「共生社会への転換とそのための調

整努力が困難な道のりとなる」ことは、未来のある時点に起こる制御不可能な事態として

見なして良いだろう。ちなみに、この事態も望ましい事態としては捉えにくい。このよう

にザルヲエナイで述べられた「制御不可能な事態」は、他の価値判断のモダリティとは異

なり、当該事態の実現において望ましさが欠けているという特徴がみられる。 

3.2.2既実現な事態 

 前節でも触れた通り、行為者が指示的、且つ制御不可能な事態である場合には、「既実現

な事態」として見なすことが可能である（（4-6））。ところで、既実現な事態である場合に

は、述部が<達成の自己制御性>という場合も存在する。 

 

（8）何だろう、と彼は自問を繰り返さざるをえない。       （『暗黒館の殺人』） 

  （9）一つの成功、もっと言えば、一つの賭けに勝つと、ことが全て良い方向に動き出

す。無人店舗が軌道に乗った後の三和銀行をみていると、改めてそう思わざるを
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得ない。                   （『こんな銀行はやめなさい』） 

 （10）ソクラテスらには条件的にしかものごとを考えることができず、無条件的世界の

あることを知らなかったのではないか。だから彼らは単に生きるだけではダメだ。

よく生きなくてはならぬという思いにかられてしまった。人間について、そして

人間の価値について無知であったということだ。彼らこそ無知の自覚をもつべき

であった。もしソクラテスらが「単に生きる」だけではダメだ、「よりよく生き」

なくてはならなぬと、仮にでもいったのであるなら、さらなる彼らの人間理解の

無知さを指摘せざるをえない。            （『人生の意味と価値』） 

 

 （8）の「自問を繰り返す」は制御不可能な事態として見なされる一方、（9）・（10）の「そ

う思う」と「無知さを指摘する」のような制御可能な事態の場合もみられる。これらの例

で示されたように、当該事態は既実現な事態だと言えよう。例えば、（8）の波線部「何だ

ろう、と」の箇所から分かる点は、「彼が自問を繰り返す」ことが既に起こったことである。

（9）も同様で「改めて」の箇所から考えれば、「そう思う」ことは既実現な事態として理

解可能である。 

3.2.3表現者以外の判断 

 ザルヲエナイは以下の例のように、「表現者以外の判断」を表す場合がある。 

 

 （11）農村における社会化、すなわち自給がもっとも必要なのは前者であり、広義の農

業生産物は域内消費に限定しなくてもよい。具体例をあげていえば、都市に住む

寄生地主が外から土地制度を支配すると、農村経済は衰退せざるをえない。 

                         （『過剰開発から生命系の経済へ』） 

 （12）トウルが知りたかったのは、老婆と話をしたり、その日常をみるたびに、敗北感

のように感じざるをえない、あのえたいの知れぬたしかさ、底ぶかさ。 

(『さらしなにっき』) 

 

 （11）における条件節のト節から理解できるのは、前件の「都市に住む寄生地主が外か

ら土地制度を支配する」ことが一旦成立すれば、後件の「農村経済が衰退する」ことも不

可避な帰結だとする社会的な現象が叙述されている点である。また、（12）では、複文節の

「たびに」と共起している点から分かるように、「敗北感のように感じる」ことが今までの
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習慣として表現されている点である。この 2 例については、いずれも表現者が出した判断

ではなく、知識表明文として考えることが妥当であろう。 

3.3<当為判断>の場合 

本節では、ザルヲエナイで述べられた事態を行為者が「指示的」であるケースと、「非指

示的」である物とに分け、<当為判断>として考えられる場合について検討を加えていく。

それぞれのケースの実例分布について示したのが以下、表 1である。 

 

表 1：行為者が存在する実例分布（筆者作成） 

  

 

 

 

 

 

3.3.1行為者が「指示的」な場合 

 事態の行為者が指示的な場合には、1人称と 3人称とが用いられる実例しか確認できなか

った。ここでは、まず行為者が 1人称である場合を見てほしい。 

 

 （13）千九百八十八年五月二十六日付のメキシコからの手紙による休暇延長願いでは、

引き続き当地の次の仕事を引き受けざるを得ないが、大学との関係も維持したい

ので、事情御理解の上、休暇延長をお認めいただきたい、と訴えている。 

（『フォッサマグナ』） 

 

 （13）の「引き続き当地の次の仕事を引き受ける」ことは制御可能な事態である上に、

波線部の箇所から「未実現の事態」としても考えることが可能である。ところが、（13）の

ように行為者が 1人称である場合には、<当為判断>としては考えにくい。（13）の「大学と

の関係も維持したいので、事情御理解の上、休暇延長をお認めいただきたい」という箇所

から、「引き続き当地の次の仕事を引き受ける」ことは表現者にとって「望ましくない」こ

とだと理解できる。行為者（私）はその事態を望ましくないと思っているにも関わらず、

判断者（私）がその事態の実現が望ましいという当為判断を下すことは矛盾する。よって、

 述部が<達成の自己制御性>且つ未実現な事態 

行為者 1人称         45（例） 

2人称          0（例） 

3人称                 39（例） 

非指示                 90（例） 
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<当為判断>とは考えることが出来ない。 

 それに対し、3人称の場合はどうであろうか。 

 

 （14）こうした場合には、いかなる要件のもとに、どのような内容の行政行為を行うの

かなどにつき、行政庁はまず独自の判断で法の内容を補足し決断していかざるを

えない。                         （『行政法要論』） 

 （15）彼は立場上、きみの言葉を借りるなら、経済システムに大きく組みこまれている。   

    デザインプロダクション経営というかたちでね。彼が社員全員の生活に誠実であ

ろうとするなら、企業の運命を左右する大手クライアントの意向に従わざるをえ

ない。                        （『ひまわりの祝祭』） 

  

 （14）・（15）の「補足し決断していく」や「意向に従う」は、<達成の自己制御性>に属

するために制御可能な事態だと考えられる。また、（14）の波線部「まず」の箇所から理解

できるのは、当該事態が未実現である事態だという点である。（15）は、ナラ節で提示され

た仮定条件文から判断して、後件の「企業の運命を左右する大手クライアントの意向に従

う」という当該事態も同じく未実現な事態として考えることが出来よう。 

 行為者が 1 人称の場合とは異なり、3 人称の場合には判断者と行為者が異なるため、「事

態の実現が望ましい」と表現者が判断を下したとしても、そこには矛盾が生じない。よっ

て、事態の行為者が 3人称である場合には、当該事態が制御可能、且つ未実現である場合、

<当為判断>としては見なせる。 

3.3.2行為者が「非指示的」な場合 

 調査の結果、この場合には、述部が<達成の自己制御性>、且つ未実現である事態の実例

しか確認できなかった。ここでは、まず例文から見ていこう。 

 

（16） だからモバイルは、電源コンセントから離れて自由に使えるものでなくてはなら

ない。しかし、それにはバッテリーが十分機能しなければならない。だからこそ、

充電や電池にも高い関心を払わざるをえない。（『インターネット時代の文章術』） 

（17）教育分野を含め、自己に関する情報の自己管理を当然のものとする傾向は、国際

的にも、国内的にも高まってきている。指導要録の開示にしても、時期と方法の

問題を考えるべき段階にきているという認識を持たざるをえない。 
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                        （『内申書の開示と高校入試の改変』） 

 （18）政治家の評価というものは歴史が下すべきで、同時代人が判断すべきものではな

いのである。政治家というのは、手が汚れざるをえない仕事である。だからこそ、

政治はその結果で判断せざるをえない。      （『これが世界の読み方だ』） 

 

 以上の実例から、行為者が「非指示的」の場合には、（16-18）の中の「関心を払う」・「認

識を持つ」・「判断する」というような、<達成の自己制御性>の述部しか確認できない。そ

の上、これらの事柄はいずれも「未実現の事態」として見なされる。例えば、（16）・（17）

の「充電や電池にも」や「指導要録の開示にしても」という項では、並列が表されるモ・

テモから考えれば、主語に関わる事態である「高い関心を払う」や「時期と方法の問題を

考えるべき段階にきているという認識を持つ」ことは、いずれも未実現な事態である。ま

た、（18）の「政治」という概念名詞が主語に来る場合には、既実現な事態が表される余地

がなくなってしまう。 

 では、なぜ行為者が非指示的である場合にのみ、当該事態が制御可能、且つ未実現であ

るという特徴がみられるのだろうか。この点について、（16）を例にしながら、筆者の見解

を述べたい。行為者が非指示である場合は指示的である場合とは異なり、「誰」にとって、

「充電や電池にも高い関心を払う」ことが不可避であるのかが明示されてない。行為者が

非指示的であるため、それに相当する人物はオープンな状態にある。従って、既実現な事

態が表される余地もなくなるという訳である。その状況に該当する人であれば、誰にとっ

てもこの状況は不可避である。「だれにとっても」という逆節条件文が含まれる点から考え

れば、当該事態は制御不可能な事態より制御可能な事態であると考えた方が自然であろう。

なぜなら、制御不可能な事態では、<非自己制御性>・<過程の自己制御性>の事態も含まれ

るため、例え同じ状況に置かれているとしても、全ての人が同様な反応を示すとは限らな

いからである。 

 誰にとっても不可避なこととは、言い換えれば、その状況に該当すれば、二人称（あな

た）も含まれることになる。このように二人称が含まれ得るという点で、一種の「間接的

な行為要求」の表現として考えることができる。「間接的な行為要求」表現である限り、当

該事態の実現が表現者にとって「望ましい」ものだという解釈も可能となろう。即ち、<当

為判断>を表すものという解釈が可能になるのである。 
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4.結論 

本章では、ザルヲエナイが「状況からの不可避」を表すことを基本としつつ、当該事態

が「誰」にとって不可避なのかというところに焦点を与え、どのような場合に<当為判断>

と見なされるのかを検討してきた。結果として、<当為判断>と見なされるケースは以下の

通りである 

① 行為者が 3人称であり、且つ当該事態が制御可能、さらに未実現の場合 

② 行為者が「非指示的」な場合 

特に②は、二人称が含まれうるという点で、一種の「間接的な行為要求」表現として考

えられる。よって、当該事態の実現が表現者にとって「望ましい」ものであるという解釈

が可能になり、<当為判断>を表すものという解釈も同様に可能だとした。ただし、ザルヲ

エナイは主語に二人称が来られないため、これらの場合が<当為判断>との関連はあくまで

も間接的だと考える。また、本研究では、前章のところでザルヲエナイについて、事態の

行為者が行為を行う意図性がない点から考えれば、価値判断のモダリティとしては見なせ

ないと結論づけた。 

 このように本章の考察で得た結果、すなわち、<当為判断>からみたザルヲエナイの特徴

を整理したのが表 2である。 

 

表 2：<当為判断>からみたザルヲエナイ（筆者作成） 

         ざるをえない 

間接的に<当為判断>を表す場合    ○ 

 

 <当為判断> 

を表さない場合 

 既実現な行為    〇 

 制御不可能な事態    ○ 

 望ましくない事態    〇 

表現者以外の判断 知識表明    〇 

行為遂行    × 
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終章 おわりに 
 

 

1.はじめに 

 本研究は、価値判断のモダリティについて、個別の形式を考察した上で<当為判断>とい

う観点に立ちながら検討を行なってきた。本章では、これまでの論考をまとめた後、<当為

判断>からみた価値判断のモダリティの体系を論じる。最後に、本研究の貢献と今後の課題

を述べていく。 

 

2.価値判断のモダリティの分類 

 本研究では、<必要妥当系>と<許容系>は、価値付与のあり方自体は対立しているが、「妥

当類」と<許容系>とが当該事態ｑ以外の事態の可能性が含意される共通点があると考えた

上で、意味上では完全に対立していないと結論づけた。また、ザルヲエナイは主語に二人

称が取れない点と、事態の行為者が行為を行う意図性がみられないといった点から判断し

て、価値判断のモダリティとしては見なせないことを明らかにした。このように、本研究

における価値判断のモダリティの下位分類をまとめたものが、以下の図 1である。 

 

図 1：価値判断のモダリティの下位分類の関係図（筆者作成） 

 

 

                 

                価値付与の在り方が対立 

 

 

 

 

2.1<必要妥当系> 

2.1.1「妥当類」 

 まずベキダについてであるが、ベキダの「～ｑの否定的評価」とホウガイイとの関連性

について検討してきた。従来の研究では、ベキダは「～ｑの否定的評価」というニュウア

   <必要妥当系> 

「必要類」：なければならな

い・てはいけない 

「妥当類」：べきだ・ほうがい

い・といい・ばいい・たらい

い 

 

   <許容系> 

   てもいい 

  なくてもいい 
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ンスがなかった点で、類義表現であるホウガイイとは一線を画すとされてきた。それに対

して本研究では、ベキダには語用論の観点から「～ｑの否定的評価」がある場合とない場

合との双方が存在すると考え、どのような条件において、ベキダに「～ｑの否定的評価」

が含まれやすいのかを論じた。結果として、ベキダは「行為者が指示的」である場合と、

行為者が非指示的、且つ主題が「集合限定」である場合にのみ「～ｑの否定的評価」が含

まれやすくなるとの結論を得た。こうした傾向が見られる理由を、特定できる人物と限定

されたコト（行為）には「～ｑの否定的評価」を与えた方が、「ｑ」への実現の要求の妥当

性がより強調できるからだとした。一方、行為者が「非指示的」で、かつ限定される行為

が含まれない場合には、不特定な行為者にｑの実現を強く要求することは難しいと考えら

れ、「～ｑの否定的評価」に触れずに単なる理想的事態が述べられる場合が多いことも分か

った。 

 

 次に、ホウガイイについてであるが、本研究では「ｐよりｑほうがいい」が含意された

「差異比較構文」に着目し、「-ルほうがいい」と「-タほうがいい」の共通点・相違点を検

討してきた。従来の研究では、前者が「一般事態」、後者が「個別事態」という区別がなさ

れてきたが、この分け方による説明しがたい場合が見られる。それに対して本研究では、

大きく相対的価値が付与される「相対的差異比較」と絶対的価値が付与される「絶対的差

異比較」とに区分した。結論として、「-タほうがいい」にはムードのタが含まれるため、

ｑの実現を強く要求する「絶対的差異比較」と共起しやすいという傾向がみられた。それ

に対し、「-ルほうがいい」には、ムードのタが含まれないため、ｑに対する実現の要求は

どちらかというと「-タほうがいい」ほど強くない。そのため、相対的差異比較に偏る傾向

も見られ、望ましくない事態が含まれる低比較とも共起できる点で、「-タほうがいい」と

は異なることを指摘した。また、この「差異比較」の構造から、ホウガイイには「～ｑの

否定的評価」が含まれる場合と含まれない場合とが共に確認できた。一方、ベキダにも同

様の現象が存在した。そのため、従来の研究のようにベキダとホウガイイを論じる際、「～

ｑの否定的評価」があるか否かという点で区別するのは適切ではないとした。また、ベキ

ダとホウがイイの違いについて、むしろ「既実現な事態」・「望ましくない事態」・「制御不

可能な事態」と共起できるか否かという点で対立することが分かった。 

 

 次に、トイイ・バイイ・タライイについてであるが、従来の研究ではバイイ・タライイ
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は「特定の良い結果を得るために必要十分な手だてとしてその事態を示す」とされる一方

で、トイイは「そうすることが望ましい」ことだとされてきた。それらに対して本研究で

は、3形式に関わる「望ましい事態ｑ」は、以下のように四つのパターンがあると指摘した。

具体的には、 

①単に事態ｑの実現が望ましい 

②ある悪い状況を止めるため、事態ｑの実現が望ましい 

③ある望ましい事態を実現するため、事態ｑの実現が望ましい 

④ある望ましくない事態を防ぐため、事態ｑの実現が望ましい。 

 以上である。本研究の考察から、バイイのみが動機づけ④の「ある望ましくない事態を

防ぐため」が用いられるという結果を得た。また、バイイで表された③④のみに、動機づ

けの事態・状況ｐと当該事態ｑの間に「誘導推論」の意味が含まれていることも分かった。

言い換えれば、3形式の中でバイイのみが「必要十分な手立て」だと考えられる。また、こ

の仕組みから理解できることは、バイイは当該事態をある特定のよい結果を得る方向に導

くべき必要十分な要件であるのみならず、「ある望ましくない事態を防ぐため」・「ある悪い

状況をとめるため」の要件としても認めることが出来る点である。結論として、トイイ・

タライイの基本的意味を「当該事態の実現が望ましいものとして提案する」もの、そして

バイイの基本的意味を「当該事態を、ある特定の結果を得る方向へ導くための必要十分な

要件として提示する」ものと定義し、従来の研究内容に修正を迫った。 

2.1.2「必要類」 

 本研究では、ナケレバナラナイの特徴をより詳細に明らかにするため、類似表現である

ザルヲエナイとの共通点と相違点を検討した。具体的な手法として、行為者の「意図性」

に着目して分析を行った。ナケレバナラナイは、基本的に事態に対する「意図性が表され

る」事柄であってもそうではなくも、双方で用いられる。ただし、自己制御性がない心的

状態が表された述語とは共起することができない。それに対し、ザルヲエナイは「意図性

がない」場合にしか用いることが出来ない。その証拠として本研究では、ナケレバナラナ

イは意志性が表された副詞の「なんとしても」、「必ず」及び「使役形」と共起できる一方

で、ザルヲエナイはそれらと共起できないという結果を得た。一方、ナケレバナラナイと

ザルヲエナイは両者ともに、「行為者の意図がない」副詞である「どうしても」と「受身形」

と共起できることが分かった。このように、事態に対する「行為者の意図性」を含めるの

か否かという点から見れば、ナケレバナラナイとザルヲエナイは対立関係にあるともいえ
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る。 

 一方、テハイケナイについて従来の研究では、テハイケナイで表された<否定の忠告>と、

スルナで表された<否定の命令>を、共に「禁止」に分類されるとしてきた。それに対し、

本研究では禁止は本来、「否定の命令」であると考えられるため、テハイケナイと否定命令

の関連性を再検討することにした。否定命令が思考動詞の「思う」と共起できないという

特徴に着目して考察を進めた結果、事態の行為者が 2 人称である場合には、表現者が絶対

的な権利を持つ場合と、当該事態が「現場的行為指示」に属するケースとが見られ、そこ

では<否定の命令>の機能が生じることが分かった。従って、従来の研究の認識とは異なり、

本研究ではテハイケナイは<否定の忠告>と<否定の命令>という二つの下位分類が存在する

と指摘した。 

 また、「必要類」と「妥当類」の違いについて、本研究はバ節との共起関係から論じた。

「未定の仮説」が含まれる条件文には、前件ｐと後件ｑが必然的に結ばれているため、ナ

ケレバナラナイとは共起しやすいのに対し、ベキダとは共起しにくいという結果が確認さ

れた。 

2.2<許容系> 

 本研究では、テモイイの基本義を先行研究の成果を参照し、「当該事態が許容されている

ことを表す」と定義した。更に「対立事態許容型」と「並立事態許容型」とに分けて、検

討を行った。この分類に基づいて検討した結果、従来の研究が言及されていなかった、<絞

り型提案/意見>・<開放型提案>・<積極的意向>という意味用法が存在することを明らかに

した。 

 一方、ナクテモイイがテモイイの内側の否定であるため、「並立事態許容型」のみに対応

する。よって、両者は不対等な関係である。また、否定的事態が表に表されるｑナクテモ

イイに対して、本研究ではその判断の基となる前提の肯定的事態ｑを「真」と「偽」に焦

点を当てて考察を行なってきた。その結果、従来明らかにされてこなかった<絞り型提案/

意見>・<望ましい事態の非実現の許容>という意味用法の存在を明らかにした。 

 このようにテモイイとナクテモイイが「提案」を表すことが出来る点からみて、<必要妥

当系>の「妥当類」とは連続的な関係を持っていることが分かる。そのため、本研究では、

<必要妥当系>と<許容系>について価値付与のあり方が対立しているが、意味上では完全に

対立していないことを指摘した。 
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3.<当為判断>からみた価値判断のモダリティ 

 本研究では、価値判断のモダリティに関して、根幹に<当為判断>という概念の存在を示

すモダリティという立場である。そして、<当為判断>について、「ある理想的な事態の実現

が望ましいとする表現者の判断。ただし、その事態は制御可能且つ未実現でなければなら

ない」と定義した。また、<当為判断>の価値付与の仕方は「絞り型」と「開放型」である

としたため、「対立型」は<当為判断>としては見なせないと思われる。この点から考えれば、

対立型しか表せないナクテモイイは<当為判断>と直接的に関わっていないことが分かる。

また、ザルヲエナイは間接的な行為要求しか表せないため、<当為判断>との関与も「間接

的」だと言えるだろう。以上、本研究の研究対象と<当為判断>との関連については、以下、

図2のように「直接的」と「間接的」に区分可能だと考えられる。 

 

図 2：<当為判断>との関与（筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、<当為判断>の定義から判断すれば、<当為判断>の対象外となるケースは、「既実現

な事態」と「制御不可能な事態」と「望ましくない事態」及び「表現者以外の判断」とい

う四つである。そして、<当為判断>との関与が直接的であろうと、間接的であろうと、ベ

キダ以外の価値判断のモダリティ形式は、<当為判断>を表す場合と<当為判断>を表さない

場合が双方とも用いられる。以下、<当為判断>と直接的に関与しているグループを表1、間

接的に関与があるグループを表2としてまとめた。 

 

 

 

          直接的：<必要妥当系> 

<当為判断>との関与     <許容系>-テモイイ 

 

          間接的：<許容系>-ナクテモイイ 

             [不可避系]-ザルヲエナイ 
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 ベキダ -タホウガイイ トイイ タライイ -ルホウガイイ 

直接的に<当為判断>を表す場合   〇    〇  〇    〇    〇 

<当為判断>を表さない場合 既実現な事態   ×    〇   ×    ×    × 

制御不可能な事態   ×    ×   〇    〇    〇 

望ましくない事態   ×    ×   ×    ×    〇 

表現者以外の判断   ×    ×   ×    ×    × 

 バイイ  テモイイ テハイケナイ ナケレバナラナ

イ 

 

直接的に<当為判断>を表す場合   〇    〇   〇    〇 

<当為判断>を表さない場合 既実現な事態   ×    〇   ×    × 

制御不可能な事態   〇    〇   〇    × 

望ましくない事態   ×    〇   ×    × 

表現者以

外の判断 

知識表明   〇    〇   〇    〇 

行為遂行   ×    ×   〇    〇 

表１：<当為判断>との関連（筆者作成） 
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  ナクテモイイ ザルヲエナイ 

間接的に<当為判断>を表す場合    〇    〇 

 

 

 

<当為判断>を表さない場合 

既実現な事態    〇    〇 

制御不可能な事態    〇    〇 

望ましくない事態    〇    〇 

表現者以

外の判断 

知識表明    〇    〇 

行為遂行    ×    × 

表 2：<当為判断>との関連（筆者作成） 
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 まず<当為判断>との関与が直接的のグループ（表 1）から見ると、表現者以外の判断を表

すか否かで更に細かく区分できる。表現者以外の判断を表せないのは「妥当類」のベキダ、

タホウガイイ、トイイ、タライイ、ルホウガイイである。一方、表現者以外の判断を表せ

る形式は、「妥当類」のバイイと「必要類」のテハイケナイ、ナケレバナラナイ、及び「許

容系」のテモイイである。以上から考えれば、<必要・妥当系>と<許容系>は価値付与の仕

方が対立しているものの、表現者以外の判断を表せるという共通点がある。 

 続いて、表現者以外の判断が表せない<必要・妥当系>の「妥当類」の中で、最も典型的

な<当為判断>の形式として見なせるのは、ベキダである。残りのタホウガイイ、トイイ、

タライイ、ルホウガイイの中で、ルホウガイイは望ましくない事態と共起できるため、他

の三者より<当為判断>の度合いが低いと考えられる。 

 次に、表現者以外の判断を表すグループでは、行為遂行文（<命令>）のケースにおいて

可能か否かという点から判断して、「妥当類」のバイイ・<必要・妥当系>のテモイイと、「必

要類」のテハイケナイ・ナケレバナラナイのように区分できる。行為遂行文を表せない点

から考えれば、バイイ・テモイイの<当為判断>の度合いが、ナケレバナラナイ・テハイケ

ナイより高いと判断できる。ただし、テモイイは望ましくない事態と共起できるため、バ

イイより<当為判断>の度合いが低いと考えられる。また、テハイケナイは制御不可能な事

態と共起できる点から考えれば、ナケレバナラナイより<当為判断>の度合いが低いのであ

る。 

 その一方、<当為判断>との関与が間接的のグループ（表 2）では、ザルヲエナイとナクテ

モイイの<当為判断>の度合いは特に差異がないと見られる。ただし、本研究においては、

ザルヲエナイが価値判断のモダリティとは見なせないとしている。そのため、ナクテモイ

イは価値判断のモダリティの中で<当為判断>の度合いが最も低いという結論を得た。 

 以上の考察結果を踏まえ、<当為判断>の観点から「価値判断のモダリティ」の体系化を

行ったものを図示したのが、以下の図 3である。 
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                                      図 3：<当為判断>から見た価値判断のモダリティの体系（筆者作成）

               一次的: <必要妥当系>の「妥当類」-ベキダ（①） 

          直接的                           （無）<必要妥当系>の「妥当類」 

                           （無）-望ましくない事態   -タホウガイイ・トイイ・タライイ（②） 

                                                            

                                        （有）<必要妥当系>の「妥当類」      

              二次的-表現者以外の判断                  -ルホウガイイ（③） 

                                     （無）望ましくない事態 （無）「妥当類」 

                           （有）-行為遂行文                バイイ（④） 

<当為判断>との関与                                        （有）<許容系> 

                                                   テモイイ（⑤） 

                                     （有）制御不可能な事態 （無）「必要類」 

                                                ナケレバナラナイ（⑥）                                     

                                                （有）「必要類」 

                                                                    テハイケナイ（⑦） 

          間接的：<許容系>-ナクテモイイ（⑧） 
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 図 3 では、<当為判断>の度合いから言えば、①から⑧にかけて徐々に低くなると考えら

れる。この体系から判断すれば、価値付与の仕方が対立する<必要・妥当系>と<許容系>は、

<当為判断>との関与から考えて、「直接的」と「間接的」という相対的な関係があると言え

よう。ただし、<許容系>のテモイイは「直接的」グループに属するため、<必要・妥当系>

と<許容系>は連続的な関係があると考えられる。 

 

4．本研究の貢献と今後の課題 

モダリティは表現者の判断が大きく関与しているため、異なる意味特徴によって形式の

バリエーションが豊富に至っている。その下位分類も極めて複雑に構築されているのであ

る。そこにおける構成の図像を明らかにする際、区切りを付けようとする一方で、それぞ

れの形式もしくは体系の間における関連性を見損なう懸念がある。特に現代日本語におけ

る価値判断のモダリティ形式に関する研究は、先行研究において大枠は示されているもの

の、個別の形式についての詳細の研究及び体系としての合理性の検討が遅れておる。なぜ

なら、価値判断のモダリティ形式が言及される際にしばしば「当為」という概念が用いら

れているにも拘らず、その内実を詳しく定義研究成果はほぼみられない。そのため、価値

判断のモダリティは如何に<当為判断>と関連づけられるのか、この点は明らかになってい

なかった。 

それに対して、本研究では価値判断のモダリティにおける個々の形式について、よりそ

の詳細に至るまで考察しており、それぞれの共通点と相違点もより明らかになった。そし

て、価値判断のモダリティの中心的な概念である<当為判断>について、本研究はその意味

と特徴を厳密に定義した。それを踏まえながら、価値判断のモダリティを<当為判断>の場

合と非<当為判断>の場合から検討してきた。本研究が提示した<当為判断>からみた価値判

断のモダリティの体系は、価値判断のモダリティにおいては<当為判断>という共通点が確

認された上で、個々の形式が<当為判断>との関連性には連続的な関係が存在していること

が分かった。この点について、本研究は日本語学における価値判断のモダリティ研究に対

して、一定程度の貢献を果たし得る成果をもたらしたと思う。 

 

 最後に、本研究が残された課題を記しておきたい。それは、価値判断のモダリティにつ

いて、単文のみならず複文の観点からも更なる検討を加えなけれならない点である。本研

究では、条件節であるバ節との共起現象から「妥当類」のベキダと「必要類」のナケレバ
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ラナイの違いを論じたが、残りの形式にも考察を加える必要があると考える。また、タラ

節・ト節・逆接のテモ節などの文脈においての関連性も検討しなければらならない。そし

て、単文と複文との観点を併せ、より価値判断のモダリティの考察を深めていきたい。 
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